
北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事 　 図　面　目　録

A3印刷時 A1印刷時 A3印刷時 A1印刷時

A-1 建築工事特記仕様書　5-1 － － S-19 部材リスト 1/60 1/30

A-2 建築工事特記仕様書　5-2 － － S-20 雑配筋図 1/60 1/30

A-3 建築工事特記仕様書　5-3 － － S-21 B通り架構詳細図 1/60 1/30

A-4 建築工事特記仕様書　5-4 － －

A-5 建築工事特記仕様書　5-5 － － H-1 機械基礎・箱抜穴明リスト、箱抜平面図 1/100 1/50

A-6 附近見取図 1/20,000 1/10,000 H-2 箱抜断面図 1/100 1/50

A-7 配置図（１） 1/3,000 1/1,500

A-8 配置図（２） 1/200 1/100 AM-1 空調、換気設備、機器表、平面図、断面図 1/100 1/50

A-9 敷地面積求積図 1/2,000 1/1,000 AE-1 電灯コンセント設備、盤結線図、平面図、断面図 1/100 1/50

A-10 仕上表・求積図 1/200 1/100

A-11 平面図 1/100 1/50

A-12 立面図 1/100 1/50

A-13 断面図 1/100 1/50

A-14 部分詳細図(1) 図示 図示

A-15 部分詳細図(2) 図示 図示

A-16 部分詳細図(3) 図示 図示

A-17 展開図・天井伏図 1/100 1/50

A-18 建具配置図・建具表 1/100・200 1/50・100

A-19 崖断面図（参考図） 1/400 1/200

A-20 共通仮設計画図（参考図） 1/200 1/100

A-21 舗装撤去範囲図 1/200 1/100

S-1 構造細目共通図（複合構造物）（1） － －

S-2 構造細目共通図（複合構造物）（2） － －

S-3 構造細目共通図（複合構造物）（3） － －

S-4 構造細目共通図（複合構造物）（4） － －

S-5 構造細目共通図（複合構造物）（5） － －

S-6 構造細目共通図（複合構造物）（6） － －

S-7 構造細目共通図（複合構造物）（7） － －

S-8 構造細目共通図（複合構造物）（8） － －

S-9 構造細目共通図（複合構造物）（9） － －

S-10 構造細目共通図（複合構造物）（10） － －

S-11 構造細目共通図（複合構造物）（11） － －

S-12 構造細目共通図（複合構造物）（12） － －

S-13 深層混合処理工法特記仕様書 － －

S-14 ボーリング柱状図 図示 図示

S-15 基礎伏図・屋根伏図-1 1/100 1/50

S-16 屋根伏図-2 1/100 1/50

S-17 軸組図-1 1/100 1/50

S-18 軸組図-2 1/100 1/50

図面名称図面番号
縮尺

図面番号
縮尺

図面名称



適用 適用

○ 14. 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付けについて ○ 26. ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について

 Ⅰ.工  事  概  要 両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」及び「排出事業者名」を表示するとともに、その運搬車に「産業廃棄 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の般出入に当っては、以下の項目を参考に、十分注意を払

1. 工  事  名  称 北部清掃工場新揚水ポンプ所(仮称)新築本体その他工事 物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。 うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、棲息状況等の調査報告書を監督員に提出し、まん延防止対策を講ずる

2. 工  事  場  所 鹿児島市犬迫町11900番地 [表示例] ←１４０ポイント（おおむね縦横５０mm）以上の識別しやすい色の文字及び数字 こと。（※発生地については、鹿児島市ホームページで確認すること。）

3. 工  事  種  目 （ 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 改修 ・ その他 ） 1) 原則、土・樹木等は、発生地区からの搬出を極力おさえ、廃棄木材については、産業廃棄物の取扱いが可能な焼却施設にて、焼却処

4. 工  事  期  間 令和 年 月 日まで ←９０ポイント（おおむね縦横３０mm）以上の識別しやすい色の文字及び数字 理を行うこと。

 Ⅱ.建  築  工  事  仕  様 なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、別途「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規 2) 工事区域周辺部への拡散防止のため、周辺部に薬物散布等の措置を行うこと。

○ 1. 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編） 則」に基づく、表示規定によること。 3) やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合は、薬剤処理・薫蒸後、搬出を行うこと。

(令和４年版)、「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和４年版）及び「公共建築木造工事標準仕様書」（令和４年版）による。 ○ 15. 内装仕上に使用する材料等の選定について 4) 発生地区に搬入した建設機材等は、付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出を行うこと。

○ 2. 特記事項の適用は次のとおりとする。 1) ホルムアルデヒドを発散する建材については、Ｆ☆☆☆☆の規格に適合すること。 5) 未発生地区においても、発生地区からの土・樹木等の搬入や、建設機材の移動等があった場合は、1)～4)の措置が講じられているかを

1) 項目は ○ 印の付いたものを適用する。 ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議し、承諾を得ること。 確認すること。

2) 特記事項は  印の付いたものを適用する。 対象となる材料（居室に使用する内装材、並びに、造り付け木製家具） ○ 27. 本工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、建築基準法、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、道路交通法及

 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。 木質建材（合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDF等）、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、仕上塗材等 び建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い適切に処理すること。また、必要な届出等は滞りなく行うこと。

 印と  の付いた場合は、共に適用する。 2) クロルピリホスについて ○ 28. 工事現場及びその周囲は危険防止に十分注意し工事を行い、現場周辺の公共物（特に側溝等）の維持管理及び地域住民、通行人への危

3) 特記事項に記載の（　）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の当該項目、当該図、又は当該表を示す。 クロルピリホスを添加しないこと。　クロルピリホスを添加した材料でないこと。 害防止に万全を期すること。万一事故の起きた場合、受注者が復旧し、又、補償をするものとする。

4) 形状寸法の単位は、特記なきかぎりミリメートルとする。 3) 建築材料の種別、種類、数量、及び面積等について ○ 29. 工事現場への通行、諸運搬にあたっては、特に現場周辺の住民・通行人及び児童・生徒等への危害防止に万全を期すること。

 Ⅲ.一  般  事  項 必要書類等 ○ 30. 工事現場内での火気責任者を定め、火気の取扱いには十分注意すること。

適用 ｱ) 施工計画書提出時に、ＪＩＳ、ＪＡＳの表示、又は､国土交通大臣認定書の写し等を添付し監督員の承諾を得ること。 ○ 31. 工事において支障物件がある場合は、その処理方法等は監督員との協議による。

○ 1. 本工事は鹿児島市建設工事請負契約書に基づき、施工するものとする ｲ) 材料搬入時に表示等の確認をし、記録写真を提出すること。 ○ 32. 工事現場の快適な作業環境を確保するため、受注者事務所、監督員事務所、従業員休憩所、便所等は関係法令に従い、適切な材料・構

○ 2. 前払金　　本工事は前払金を契約金額の40%の範囲内で支払うことができるものとするが、令和8年4月以降に請求するものとし、具体的な ｳ) 工事終了後に、内装仕上部分を写した写真を提出すること。 造などのものとすること。

支払時期については、監督員と協議すること。 ※　塗料は、ホルマリン不検出のもので、水性形のものとする。(水廻り及び湿度の高い箇所を除く) ○ 33. 本工事の施工に際しては、地場産業育成の立場から、できるだけ市内の専門業者や作業員を活用し、資材についても市内業者から購入し、

○ 3. 中間前金払 ただし、有機溶剤系塗料を使用する場合は、トルエンやキシレンの放散が極力小さいものとする。 使用するよう努めること。

1) 請負金額が１００万円以上で年度内に完成する工事は，契約時において中間前金払か部分払かのいずれかを選択すること。 ○ 16. 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合について ○ 34. 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出するとともに、工事現場の見やすいところに掲示（デジ

なお，契約に当たり部分払をすることを選択した場合には，中間前金払は行わない。　 1) 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合 タルサイネージによる掲示も可）して公衆の閲覧に供することとし、あわせてインターネットに公表するよう努めるものとする。また、その実施

2) 中間前金払を受けるための要件（全て満たすこと。） 現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下の要件を満たす場合には、工事請負契約第10条第3項 状況を記録した実施書を完成書類に含めて提出するものとする。

ｱ) 請負金額の１０分の４の前金払がなされていること。　　ｲ) 工期の２分の１を経過していること。 の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常 ○ 35. 本工事により発生する建設廃棄物のうち､焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には､産業廃棄物税が課税されるので適正に処

ｳ) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 にとれる体制を確保する必要や、現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。 理すること。

ｴ) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に相当するものであること。 ｱ) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 ○ 36. 暴力団関係者等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅

3) 中間前払金の割合について ｲ) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間 滞なく発注者及び警察に通報すること。また、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協

請負代金の１０分の２以内とする。ただし，中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の額の１０分の６を超えてはならない ｳ) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 議を行うこと。

ものとする。 ｴ) 前３号に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみが残っているなど、工事 ○ 37. 駐車場は建設業者の責任において確保し、周辺道路上への駐車は絶対に行わないこと。

○ 4. 部分払　　部分払については、鹿児島市契約規則による。 現場において作業等が行われていない期間 ○ 38. 工事現場隣接家屋について、事前に状況調査（建物の実情）を実施し写真等記録に残すこと。調査範囲は監督員と打合せをすること。

○ 5. 部分払対象品目 2) 発注者への報告 また、工事完了後家屋、構造物に被害不具合等の申出があった場合は、速やかな対応をすること。

工事の出来形部分並びに、工事現場に搬入した工事材料のうち、次の工事に含まれるものは部分払いの対象とする。ただし、監督員の 上記１)の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打 39. 本工事に伴いスラブに設ける墨出し用の開口部については、建築基準法を満足する工法で確実に塞ぐこと。

検査に合格したものであって確認写真及び出来高等の確認ができるものに限る。 合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。 ○ 40. 工事完成写真の仕様について

1.仮設工事 　2.土工事 　3.地業工事 　4.鉄筋工事 　5.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 　6.鉄骨工事 　7.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　 ○ 17. 現場代理人の兼任について 1) インク、用紙等は普通の使用条件のもとで、５年程度で顕著な劣化が生じないものとすること。

8.防水工事　 9.石工事 　10.ﾀｲﾙ工事 　11.木工事 　12.屋根及びとい工事　 13.金属工事　 14.左官工事 　15.建具工事 1) 現場代理人の兼任を認める工事 2) カラー写真（ネガフィルムタイプ）と電子媒体による写真の混合管理は行わないこと。

16.ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 　17.塗装工事 　18.内装工事 　19.ﾕﾆｯﾄ及びその他の工事 　20.排水工事 　21.舗装工事 　22.植栽及び屋上緑化工事 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する 3) 完成検査若しくは、工事目的物引渡完了後５年間写真管理に利用した電子媒体を保管すること。

○ 6. 火災保険等 一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の ｱ)から ｵ)の全てを満たし、工事 ○ 41. 再生資材（再生クラッシャラン等）については、再資源化施設製造のものを使用すること。

請負契約締結後速やかに次の工事保険に加入し、証券又はこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出すること。 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。 ○ 42. 法定外の労災保険の付保について

保証期間は工期後満２１日間（２４時）までとする。 なお、専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認めら 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※ 火災保険等（工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等に生じる損害を填補） れた工事については、ｲ)、ｴ)、ｵ)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は２件までとする。 なお、当該保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出すること。

（ ※ 火災等 ※ 工事材料等の盗難等 ・ その他（ ) に対応したものを含むこと。） ｱ) 兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の請負金額が４，５００万円※未満であること。ただし、設計変更により、工事の請負 保証期間は工期後満２１日間（２４時）までとする。

※ 請負業者賠償責任保険（工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補） 金額が４，５００万円※以上となり、各々の工事における主任（監理）技術者と現場代理人が異なる場合においては、受発注者協議の上、 ○ 43. 墜落制止用器具の使用について

なお、上記の保険内容が含まれる火災保険、建設工事保険、組立保険等でも可とする。 兼任することが出来る。　※建築一式工事は９，０００万円 高さが2ｍ以上の作業床がない箇所、または作業床の端・開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所における作業については、

その場合、保険証券等により保険内容が確認できるものであること。 ｲ) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること。 労働者の危険を防止する手段として、墜落制止用器具の使用を講じること。

7 住宅瑕疵担保履行法について ｳ) 兼任する工事の相互の移動は、概ね１時間以内であること。 ○ 44. 営繕工事における週休２日工事について

受注者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成１９年法律第６６号）に基づき、保険への加入又は保証金の供 ｴ) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。 実施に当たっては、鹿児島県「営繕工事における「週休２日」工事実施要領（令和７年８月１日施行）（以下、「実施要領」という。）」を準用

託を行うものとする。なお、保険加入の場合は、着工前に保険法人に申し込む必要があるので注意すること。 ｵ) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等 するものとする。なお、実施要領は鹿児島県ホームページから入手できる。

○ 8. 契約不適合担保責任検査 に当たること。 ○ 45. 電子納品

契約不適合担保責任（鹿児島市建設工事請負契約書第41条）の確実な履行を図るため、受注者は、契約不適合責任期間の満了前 2) 手続き 1）本工事は、電子納品試行対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する

に、受注者の負担で、契約不適合担保責任検査を実施すること。受注者は、発注者から契約不適合担保責任検査実施の通知を受けた 現場代理人の兼任を行う場合には、兼任（変更）申請書を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等変更通知書 　こと」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児島市電子納品運用ガイドライン（案）【建築・設備編】（以下、ガイドラインという。）」に定める基

場合は、発注者の指定する方法により速やかに契約不適合担保責任検査の実施日及び報告書提出日を回答したうえで、契約不適合担 により、発注者に通知すること。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。 　準に基づいて作成した電子データを指す。

保責任検査を実施し、その結果を報告すること。なお、履行の追完方法は発注者と協議のうえ、実施すること。 3) 受注者に対する措置請求 2）ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（CD－R又はDVD－R）で正本１部、副本１部の計２部提出する。電子化しない成

○ 9. 施工体制台帳の提出等 安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第１２条に基づき、受注者に対して、 　果品については従来どおりの取扱とする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。

1) 建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督員に遅滞 必要な措置を取るべきことを請求するものとする。 ○ 46. 架空線の防護措置における防護管設置については、受注者が架空線管理者と協議するものとし、防護管設置の必要があるとされた場合は、

なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、 ○ 18. 低入札価格調査に基づく措置について 監督員と協議により設計変更の対象とする。

当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。 低入札価格調査基準価格未満の価格での受注者に対しては、次に掲げる措置を講じるものとする。 ○ 47. 施工体制点検等への協力

2) 工事を施工するために、建設工事の一部又は以下の各号の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場 1) 施工体制の強化 請負代金額が４，５００万円（建築一式工事は９，０００万円）以上の工事においては、「鹿児島市施工体制点検要領」に基づく点検を、また

の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前 ｱ) 低入札価格調査の対象となった工事（以下「調査対象工事」という。）には、専任の主任技術者等を配置すること。 請負代金額が４，５００万円（建築一式工事は９，０００万円）未満の建設工事の下請契約を締結した工事においては、同要領の枠組外におけ

までに）提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作成し提出すること。 ｲ) 調査対象工事を施工する場合において、契約日の属する年度及びその前年度に完成した工事に関し、次のいずれかに る「一括下請負に関する確認」を実施するので、受注者はこれに協力すること。

(1)伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 (2)土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 該当する場合は、配置すべき主任技術者又は監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で１人配置すること。 ○ 48. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出

(3)工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務 (4)その他監督職員が記載を指示した業務等 a) ６５点未満の工事成績評定を通知された場合 工事の施工により発生する産業廃棄物については、処分状況等の記録（Ｅ票の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表）を工事

○ 10. 環境基本計画 b) 工事請負契約書に基づき修補又は損害賠償を請求された場合 完成図書に添付すること。なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、Ａ票、Ｂ２票及び

1) 本工事に伴う環境への影響を抑制するため、工事車両通行往復ルートの分別、交通整理員の配置、走行速度の制限、ルートの設定等の c) 品質管理・安全管理に関し、指名停止又は書面による警告・注意の喚起を受けた場合 Ｄ票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。

対策を講じること。 d) 自らに起因して工期を大幅に遅らせた場合 ただし、この場合においても、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提出すること。

2) 本工事に使用する建設機械については、原則として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づく環境 2) 監督体制の強化 電子マニフェストの場合は，受渡確認表の写しを添付すること。

物品等調達方針に適合するものを使用すること。 ｱ) 受注者は、施工体制台帳を提出し、その内容についてのヒアリングを求められたときはこれに応じなければならない。 ○ 49. 監理技術者等の途中交代

3) 本工事に伴い提出する関係書類については、可能な限り、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づく ｲ) 受注者は、特記仕様書に基づく施工計画書を提出し、その内容についてのヒアリングを求められたときはこれに応じなければなら 監理技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、疾病、退職等、真にやむを得ない場合の他、

環境物品等調達方針適合製品又はエコマーク製品、グリーンマーク製品などの環境ラベリング製品を使用すること。 ない。 下記に該当する場合である。

4) 本工事に伴い提出する関係書類については、写真やメーカー提出の資料等、両面印刷では支障を生ずるものは除き、可能な限り、両面 ○ 19. 「快適トイレ」の試行について 1）受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

印刷とすること。 1) 受注者は積極的に快適トイレの試行に取り組むこと。 2）橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

5) 工事に伴い発生する廃棄物については、缶・ビン、ペットボトル、プラスチック容器類を搬出しやすいような分別ボックスの設置スペース又 2) 快適トイレを設置する場合は、「建設現場における「快適トイレ」設置の試行の改定について(令和３年７月２６日付け鹿児島市建設局 3）ダム、トンネル等大規模な工事で１つの契約工期が多年に及ぶ場合

は分別ヤードを設置するなどして、分別の徹底及びリサイクルに努めること。 通知)」に基づき行うものとする。なお、通知は鹿児島市ホームページから入手できる。 上記の場合にあっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

○ 11. 排出ガス対策型建設機械の使用について ○ 20. 枠組足場の設置について ○ 50. 監理技術者等の途中交代の試行について

本工事において以下の対象機種を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械又は「排出ガス浄化装置」装着機械の使用を原則とする。 枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省平成２１年４月）によるものとする。 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、監理技術者又は主任技術者の途中交代を認める試行工事である。

ただし、①リース業者等が対策型建設機械を供給できない場合、②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが なお、これにより難い場合は、監督員と協議の上、決定することとする。 1）工程上一定の区切りと認められる時点とは、品質管理・出来形管理が必要な工事目的物の施工が完了した時点とし、仮設備の撤去、

妥当でない場合等は、監督員との協議により、未対策型建設機械を使用してもよいものとする。 ○ 21. 交通誘導員について 後片付け及び検査等を行う期間は、監理技術者等の途中交代を認めることとする。

（１）バックホウ　　（２）ホイールローダ　　（３）ブルドーザ　　（４）発動発電機　　（５）空気圧縮機　　（６）油圧ユニット　　（７）ローラ類 本工事の交通誘導員の編成人員は、見積閲覧書によるものとするが、交通管理者等との協議の結果、又は現場条件等により変更が 2）受注者と発注者が協議し、工事の継続性、安全管理、工程等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。なお、総合

（８）ラフテレーンクレーン 生じた場合は別途協議する。 評価落札方式の場合は、当該工事の入札契約手続きにおける競争参加資格を満足する者を配置しなければならない。

なお、排出ガス対策型建設機械又は「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計画書に明示すること。 また、受注者は工事着手前に、実施工程に対応した配置予定図と配置予定時間を施工計画書に記載しなければならない。 ○ 51. 公共工事における現場一斉閉所の実施について

○ 12. 低騒音型建設機械の使用の原則化について 22. 地下工事について 受注者は、公共工事における現場一斉閉所の実施に協力するものとする。なお、現場閉所の実施への協力は、受注者の判断によるもの

本工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年建設省経機発第５８号）に基づき「低騒音型・低振動型建設機械の指定に 地下室等（地下工作物）がある場合等は、周辺地盤や地下水への影響について、建設場所や建物の規模などを考慮した上で観測体 (任意)とし、実施の有無等について発注者への報告は必要ないものとする。なお、県ホームページに本取組みに係るチラシを掲載している

関する規定」（平成９年建設省告示第１５３６号）により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。 制を含めた施工をすること。施工の際は周辺環境に配慮しながら地下水等の観測を行い、異常が生じた場合は必要な措置を行うこと。 ので確認のこと。

なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示すること。 建設場所毎の事前調査等は事前に打合せを行い遺漏のないようにすること。 ○ 52. 道路占用許可申請及び道路使用許可申請について

○ 13. ダンプトラック等による過積載等の防止について ○ 23. 杭打ち・地盤改良工事について 申請については、受注者が道路管理者や警察署と協議するものとし、必要書類については、監督員と協議の上、作成すること。なお、道路

1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 地下水汚濁への影響などについては事前調査を行い（近隣に井戸がある場合や中間に逸水層がある場合）、工法について施工計画 占用料及び道路使用許可申請手数料については、監督員との協議により設計変更の対象とする。

2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 段階で検討し、施工の際は十分に注意しながら施工を行い異常が生じた場合には必要な措置を行うこと。

3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。 ○ 24. 周辺住民への説明等について

4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカ－が、工事現場に出入りすることがないようにすること。 工事現場の周辺住民に対しては、事前に十分な工事内容の説明（作業時間、工法、期間等）を行い協力を得られるように努めるととも

5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第１２条に規定する に、工事期間中は迷惑、紛争等のないように十分注意すること。

団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 （近隣住民から相談・苦情の申立て等があった場合には誠意をもって、速やかに対処すること。）

6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等に ○ 25. 本工事は公共工事であることを十分認識し、工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行うとともに、安全管理を含む諸

よって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 管理に十分留意して作業を行うこと。

7) １)から６)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 Ver.R701003
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 1. 建築工事標準詳細図　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） ○ 18. 建築基準法により定められた風速　Ｖo（　※38　　　・　　　　　） ○ 1. コンクリートの類別　　※Ⅰ類　　・Ⅱ類　 （ ６．２．１）

・ 敷地調査共通仕様書　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和元年版） 1 地表面粗度区分　　　・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　 Ⅲ　　・ Ⅳ 気乾単位容積質量による種類 普通コンクリート ・ 軽量コンクリート （ ６．２．１）

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 適用工種 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　　・ ALCﾊﾟﾈﾙ　　・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　　・ 防水工事 設計基準強度(Ｆc） （ ６．２．２）

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） ・ 石工事　・ 屋根及びとい工事　・ 金属工事 6

・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 19. ・適用する　　　　　　・しない

・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項の規定に基づく評価方法基準の下記項目ごとに示した 捨て 基礎,躯体

公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 等級基準を満たすこと。 軽量コンクリートの設計基準強度　Ｆc（N/m㎡）　・ 15　 ・ 18　 ・ 21　 ・ 24　 ・27　 ・ （　　　　　） （ ６．２．２）

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 性能評価項目 等級評価説明 等級 ※ 構造体強度補正値（普通ポルトランドセメント）　　　その他のセメント種類は（表６．３．２）による

営繕工事写真撮影要領(平成31年版)・同解説 劣化の軽減 劣化対策等級（構造躯体等） ※ 3 ・ （ ） （ ６．３．２）

工事写真撮影ガイドブック(建築工事及び解体工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 維持管理への配慮 維持管理対策等級 ※ 2 ・ （ ）

・ 営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施方針　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 温熱等級 省エネルギー対策等級 ※ 4 ・ （ ）

・ 営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領　：　関東地方建設局営繕部作成 空気環境 ホルムアルデヒド対策 ※ 3 ・ （ ） ○ 2. 普通コンクリート気乾単位容積質量　　　※ 2.3t/m3程度　　　　・ （　　　　　　　　　　　） （ ６．２．３）

○ 2. ※ 適用する (１．３．３) 音環境 重量床衝撃音対策 ※ 2 ・ （ ） スランプ （ ６．２．４）

１ ○ 3. 監督員と協議を行うこと。 (１．３．５) 等価損失等級（外壁開口部）

高齢者等への配慮 高齢者等配慮対策等級 ※ 3 ・ （ ） 所要スランプ(㎝) ※ 15　　　・ 18　　　・ ※ 18　　・

部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法　　※ ６．２．５(1)　　　・（　　　　　　　　　） （ ６．２．５）

○ 1. ※ 設ける（規模：　・ １号(10㎡程度)　　・ ２号(20㎡程度)　　・ ３号(35㎡程度)　　・ ４号(65㎡程度) （２．３．１） 合板使用打放し仕上げ種別 （ ６．２．５）（６．８．２）

4. ・鉄筋施工(鉄筋組立作業)　　・ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工　　・ 型枠施工　　・とび　　・ ﾌﾞﾛｯｸ建築 (１．５．２) 2 　　　　　　　　　　　 ・ ５号(100㎡程度) 　　 設けない

・ 鉄工(　・ 構造物鉄工作業　　・ 製缶作業)　　・ ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工　　・ 石材施工(石張り作業) ・ 仮設便所 ・ 工事用電話 ・ 設置する備品等の種類及び数量（監督員との協議による） ・  A種 ※  表面加工品 ・  B-C ※ 12 ・ 15 ※  有 ・  無

・防水施工(　・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　　・ ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　　・ 合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業 仕上げは下表を標準とする。   B種 図示 ・  表面加工品 ※  B-C ※ 12 ・ 15 ・  有 ※  無

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗装防水工事作業)　　・ ﾀｲﾙ張り　　・ 建築大工　　・ かわらぶき   C種 図示 ・  表面加工品 ※  B-C ※ 12 ・ 15 ・  有 ※  無

・ 建築板金(内外装板金作業)　　・ 左官　　・ ｻｯｼ施工　　・ ｶﾞﾗｽ施工　　・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工 平たんさ ※表６．２．５　　　・ （　　　　　　　　） （ ６．２．５）

・ 建具製作(　・ 木製建具 手加工作業　　・ ｱﾙﾐ製室内建具製作作業　　・ 木製建具 機械加工作業) ○ 3. セメント ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種　　・ （　　　　　　　　　　） （ ６．３．１）（表６．３．１）

・ 内装仕上げ施工(　・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　　・ 鋼製下地工事作業　　・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業 （高炉セメント）（適用箇所：基礎）

・ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業)　　・ 塗装(建築塗装作業)　　・畳製作　　・ 表装　　・ 造園 ・ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄは、JIS R 5210ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄに示された

・ 熱絶縁施工(吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業)　　・ 樹脂接着剤注入施工 ○ 2. 構内既存の施設 ※ 利用できない 利用できる　　（ ※ 有償 ・ 無償 ） 規定の他、右の規定に適合しなければならない。全ｱﾙｶﾘの

○ 5. 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、 (１．１．４) 構内既存の給水設備を利用する場合は、水道局へ臨時給水の申請を行い、水道ﾒｰﾀｰを設置すること。 算出は、JIS R 5210ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(低ｱﾙｶﾘ形)による。

工事実績情報ｼｽﾃﾑ（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「通知書」を作成し ○ 3. 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる　　（ ※ 有償 ・ 無償 ） 骨材 フェロニッケルスラグ骨材及び銅スラグ細骨材　　（　・ 使用する　　　・ 使用しない）

監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以 ○ 4. 平板、周辺設備マンホール等の取り合い。 アルカリシリカ反応性区分（※ Ａ　　・ Ｂ ） （ ６．３．１）

内に、完成時は工事完成後１０日以内に、（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰに登録しなければならない。 ○ 5. ※表示板の大きさ等：　　　　※下図による。 混和材料 ・ 混和剤（　・ ＡＥ剤　　・ ＡＥ減水剤　　・ 高性能ＡＥ減水剤　　・　　　　　　　)

また、登録完了後は、（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ発行の「登録内容確認書」を、監督員に提出しなければな 設置位置は監督員との協議による。また，取付けは，強風等に対し安全な工法とする。 ・ 混和材（　・ フライアッシュⅠ種　　・ フライアッシュⅡ種　　 高炉スラグ微粉末

らない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 （参考例） 　　　　　  　 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ用膨張材　　・　　　　　　　　　　　） （ ６．３．１）

（ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない） ○ 4. 外部コンクリート打放し仕上げ打増し厚さ　　　※ 20mm　　 （　無し　）

○ 6. 本工事に使用する建築材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又はこれらと ひび割れ誘発目地位置等 ※図示による ・ (　　　　　） （ ６．８．１）

同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。なお、｢評価名簿による｣と特記さ 床型枠用鋼製デッキプレート 建築技術評価「鉄筋コンクリートの建築物等における床型枠用鋼製 （ ６．８．３）

れたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開発」において評価を取得したもの又は、評価名簿によるもの。

等評価名簿(最新版)」による。また、評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを監督員に提出し、その ＭＣＲ工法用シート　　・ 使用する　　・ 使用しない

確認をもって、品質・性能の確認があったものとすることができる。 スリーブ材種　・ 鋼管　・ 硬質ポリ塩化ビニル管　・ 溶融亜鉛めっき鋼板　・ つば付き鋼板（ ６．８．２）（ 表６．８．１）

○ 7. 建築工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。　　　　　 5. 種別 ・ １種 ・ ２種 （ ６．１０．１）（表６．１０．１）

○ 8. 建設副産物の処理 (１．３．１１) スランプ ※ 21cm以下 ・ （ ） （ ６．１０．２）

１．本工事より発生する建設副産物については、再生資源の活用を行うことを原則とし、｢廃棄物処理法｣、｢資 気乾単位容積質量（　　　　　　　　　　　　）

源の有効な利用の促進に関する法律」(ﾘｻｲｸﾙ法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建 6. 適用箇所 （　　　　　　　　　　　　　　） （ ６．１４．１）

設ﾘｻｲｸﾙ法）、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守するととも 設計基準強度　　※ 18N/mm2　　・ （　　　　　　　　　） （ ６．１４．１）

に、ﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正処理を行うこと。 スランプ　　※ 15cm　　・ 18cm　　・ （　　　　　　　）

２．建設発生土及び建設廃棄物にあたっては、建設副産物適正処理推進要綱や関係法令を遵守すること。 7. 施工箇所（　屋根スラブ　）

３．建設発生土及び建設廃棄物処理に起因する災害及び苦情については、受注者の責任において処理すること。 スランプ（㎝）　　・ 15　　・ （　　　　　　　　） 混和剤（　活性進化防水剤　）

４．建設廃材処分場は、不燃物は最寄りの処分場、可燃物は最寄りの焼却施設とする。 製造所　　（　監督員の承諾を得るものとする　）

５．建設廃棄物のうち、再生資材として有効利用できるｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、金属くず、木くず等については、最 ○ 1. 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種　　　・ Ｄ種 （３．２．３）（表３．２．１）

寄りの再資源化施設（許可を受けた施設）へ搬出すること。 3 各層厚さ ※ 300mm程度ごとに締め固める

６．ﾏﾆﾌｪｽﾄ（管理票）の備考欄にせっこうﾎﾞｰﾄﾞの有無を明記するとともに、せっこうﾎﾞｰﾄﾞが含まれている場合 ○ 2. 工事完了後の整地は建物周囲２ｍ程度の範囲について水はけよく地均しを行う。 （３．２．４） 1. ※ 製作工場　（グレード　　・ H　　　・ M　　　・ R　　　・ J　　　・ 指定なし） （７．１．３）

は製造会社名等を明記すること。 ただし、仮設等で使用した範囲については原形に復する。 7 施工管理技術者 ※ 適用する ・ 適用しない （７．１．４）

７．特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は図示による。 ○ 3. ※(㈲東秀)処分場へ搬出するものとする。その他処分場にて投棄処分を行う場合は、 （３．２．５） 2. 鋼材 （７．２．１）（表７．２．１）

○ 9. 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。 必ず処理場変更願承諾申請書を提出し、監督員にその承諾を得るものとする。

○ 10. 施工範囲 図示した鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ梁の貫通孔及び鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部で、補強を必要とする貫通孔、開口部の補強、 ・ 構内指示の場所にたい積 ・ 構内指示の場所に敷き均し SS400   図面による ※JIS規格

壁、天井の仕上材、下地材の補強、駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作ｽｲｯﾁ並び 4. ・ 存置する ※ 存置しない （３．３．３） ※JIS規格

に自動開閉装置取付け箇所の切込み及び補強は標準詳細図などのとおりとし、本工事とする。 ○ 1. 材料 再生クラッシャラン ・ 切込砂利及び切込砕石 （４．６．２） ※JIS規格

なお、細部については監督員と協議する。 4 厚さ ※  （ 図示 ） （４．６．３） ※JIS規格

施工図 設備機器の位置、取合いなどの検討のできる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。 再生クラッシャランは、原則としてかごしま認定ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度の認定を受けた製品を使用すること。 ※JIS規格

○ 11. ・ 完成図等を提出する。 2. 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．３） 高力ボルト （７．２．２）

(1) 電子データ ○ 3. 厚さ ※  （ 図示 ） （４．６．２）（４．６．４） ※ トルシア形高力ボルト（セットの種類２種（Ｓ 10 Ｔ）） ・ ＪＩＳ形高力ボルト（セットの種類２種（Ｆ 10 Ｔ））

ⅰ) データ提出媒体：「ＣＤ－Ｒ」又は「DVD－R」とする。 4. 施工箇所　 ※ 建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く） （４．６．２）（４．６．５） ・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト（セットの種類１種（Ｆ 8 Ｔ相当））

ⅱ) データ保存形式：　CADﾃﾞｰﾀ　（国土交通省の「官庁営繕事業に係る電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【営繕業務 材料 ※ ポリエチレンフィルム　　 ・ （ ） 径　（　　　　　　　　）

編】」のＣＡＤﾃﾞｰﾀ交換標準に対応したもの）及び画像ﾃﾞｰﾀ。 厚さ　　　 ※ 0.15 ・ （ 　　　　）　 普通ボルト （７．２．３）（表７．２．３）

ただし、原則に依りがたい場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。 重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりは、250mm程度とする。 ボルト（ ※ 六角ボルト ・ ）

(2) ２つ折製本（Ａ３判)２部を監督員に提出する。装丁や文字の仕上げについては監督員と協議。 1. ※JISG3112　　・JIS3117 （５．２．１）（表５．２．１） ナット （ ※ 六角ナット ・ ）

・ 保全に関する資料　部数１部(監督員の指定する様式）　・取扱い説明書　部数　部　（建設戸数＋2戸分) 5 種 類 の 記 号 呼   び   名   （mm) ボルト径　（　　　　　　　　　）

○ 12. ・ SD295 D16以下 アンカーボルト （７．２．４）

区　　分 分類 規格 撮影枚数 部数 原画の大きさ 備　考 ・ SD345 D19以上 構造用材質   （ ※ ＳＮＲ400　　　・ )

※着工前 ※ カラー ※ L版程度 ※ 1部 24×36以上 ・ SD390 D29以下 建方用材質   （ ※ ＳＳ400　　　　・ ）

・ ・ ・ ・ 形状及び寸法　（　　　　　　　　　　　）

※工事中 ※カラー ※ L版程度 ※ 1部 24×36以上 ・高強度せん断補強筋（建築基準法第37条認定を受けたもの、種別、使用部位、加工：　　（　　　　　　　　　　） ターンバックル （７．２．６）

・ ・ ・ ※ 図面による 　 ターンバックル胴の種類：　　　　　※割枠式　　　・（　　　　　　　　　　）

※完成時 ※ カラー ※ L版程度 枚 ※ 1部 ・ 60×90以上 外観４面 2. ・鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径：　　※ 図示による （５．２．２） 　 ターンバックルボルトの種類：　　  ※羽子板ボルト　　　・（　　　　　　　　　　）

・ ・ キャビネ版 ・ ・ 24×36以上 主要内部 3. 柱及び梁の主筋　（ ※ Ｄ19以上　 ・ 　　　　　） ・ 重ね継手 ※ ガス圧接 （５．３．４） デッキプレート （７．２．７）

・ 実績報告用写真（２部）を監督員に提出する。 その他の鉄筋   　（ ※ Ｄ16以下　 ・ ） ※ 重ね継手 ・ （ ） 構造用材質　　（　　　　)

着工前と完成時の外観４面及び完成時の主要内部その他監督員の指示する工種の状況及び完成写真、そ 形状及び寸法　（　　　　)

の他監督員の指示する工種の状況及び完成写真 4. かぶり厚さは目地底から算定する。 （５．３．５） スタッド （７．２．８）

13. 竣工写真は下記業者の撮影とし、箇所及び方法については監督員の指示による。 ※（表５．３．６）による　　・構造特記仕様書による　　・図示による 種類　　　　　（　　　　)

撮影業者　※ 監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築竣工写真撮影の実績のある業者とする。） ・耐久上不利な箇所及び鉄筋のかぶり厚さ 柱底均しモルタル （７．２．９）

・ 完成後（解体工事の場合は、着工前及び完成後）の航空写真及びその電子データを提出すること。 施　　工　　箇　　所 鉄筋のかぶり厚さ(mm) ・  無収縮モルタル（製造所：評価名簿による）

撮影業者　※ 監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築竣工写真撮影の実績のある業者とする。） スカラップ

○ 14. 工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受け ※ 改良型（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨設計基準｣　別図３．１１） ・ （　　　　　　　　）

て現状に準じて補修する。 5. 形の種別　　　・ Ｈ形　　 ・ Ｗ－１形 ・ ＳＰ形（ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋） ・ 丸形 （別図２．２） 材料試験 （７．２．１０）

15. 揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。 6. ※ 行う ・ 行わない ※ 規格品証明書を提出

また、指針値を上回った場合は、引渡しをするまでの間、換気の繰り返し又はﾍﾞｰｸｱｳﾄ等により濃度の低下に 7. 一 般 壁 ・ Ａ形 ※ Ｂ形 ・ 図示 （別図４．３）（表４．３）（表４．４） 3. 仮組 ・ 実施する ※ 実施しない （７．３．１０）

努め、指針値以下になるようにすること。なお、住宅については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 耐 震 壁 ※ Ｂ形 ・ 図示 高力ボルト及び普通ボルトのゲージ、ピッチ、ヘリあき等（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨

の評価方法基準第５の6-3の(3)の定めにより測定等を行うこと。 8. 補強箇所 ・ 土間 ・ 犬走り　　 ・ （ ） 設計基準｣による）

測定対象 ・　住宅　　（建設戸数の１割以上（１０戸未満の場合は１戸以上）で，各住戸２室以上） 9. 補強形式 ※ Ｈ形 ・ （別図７．１）（表７．１～３）

・　非住宅　（測定対象室（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ））

測定項目 ・　5項目（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ） 10. 検査方法 ・ 引張試験 ※ 超音波探傷試験　　※ 外観試験 （５．4．１０）

・　6項目（上記5項目及びﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ） 11. 図示のないものは、各部配筋参考図による。

16. ・ 有　（部分使用の場所等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

17. ・ 有　（範囲、時期については監督員の指示による　　　　　　　　　　　　　　）
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工事名 　　〇〇〇〇〇〇〇〇新築本体工事

発注者　　鹿児島市長　　〇〇　〇〇

設計者　　鹿児島市〇〇局〇〇部〇〇課

監理者　　鹿児島市〇〇局〇〇部〇〇課

施工者　　○○○○建設株式会社　連絡先　○○

工　期　　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日

90
0(
60
0)
程

度

1800(900)程度



章 適用 章 適用 章 適用

4. 開先形状（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨設計基準｣による） 1. 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 （１１．１．３） 2. しろあり防除工事

7 ・ レ形　　 ・ Ｋ形　　 ・ （　　　　　　　） （７．６．４） 11 位置 外壁（ ※表１１．１．１ ・ 図示による） 屋内 （ ・ ） 12 鹿児島県土木部建築課監修　鹿児島県しろあり防除工事特記仕様書により、社団法人日本しろあり

余盛り高さ　　※ 鉄骨精度検査基準による ・ （　　　　　　　　） （７．６．７） 寸法 ※９．７．３ ・ （ ） 対策協会鹿児島県支所登録施工業者が施工する。（使用薬剤は、非有機リン系薬剤とする）

・鋼製エンドタブを切断する箇所及び範囲　　 ○ 2. ※ 外観の確認 ※ 打診による確認 ・ 引張接着試験 （１１．１．７） 土壌処理 ※ 行う（範囲：　　　　　　　　　　　　　） ・ 行わない

（　　　　　　　　　　　　　　） 木材処理 ※ 行う（範囲：各階のFL+1ｍ以下の下地材（合板等除く） ） ・ 行わない

溶接部の試験 （７．６．１２） ○ 3. タイルの種類 （１１．２．２）（１１．３．２） 防腐・防蟻処理 ・ 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 （１２．３．１）

※外観試験 ・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

（a)（　　　　　　　　　　　　） ・ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 標準 ・ 特注 防虫処理 ・ 行う ※行わない （１２．３．２）

（b)（　　　　　　　　　　　　） ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 土壌処理、木材処理共に行った際は、受注者と白蟻防除工事施工業者連帯の５年保証書を提出する。

※超音波探傷試験　※行う ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 木材処理のみ行った際は、白蟻防除工事施工業者による施工証明書を提出する。

ＡＯＱＬ（工場溶接）　　　 ※ 4.0％　　　　・ 2.5％ ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 3. 木材 （１２．４．１）

検査水準 ※第６水準　　　・（　　　　　　　） 製造所 （　監督員の承諾を得るものとする。　） 間仕切軸組に用いる製材 ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　）

5. 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲（　　　　） （７．８．２） タイル試験張り　　(　・ 実施する　　 実施しない）　　　タイル見本焼き（　・ 実施する　　 実施しない） 床組に用いる製材（土間スラブ類の土台、転ばし大引、転ばし根太）・ ひのき ・ 保存処理木材 ・ （　　　　）

耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲（　　　　）　 4. ・ 既調合モルタル（　　　　　　　　　） （１１．２．３） 床組に用いる製材（上記以外） ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　）

種別 鋼製スリーブ内面（ ※ Ａ種　　　・ Ｂ種 ） （７．８．４）（表１８．３．１） ・　下地及びタイルごしらえ　　（　・ ＭＣＲ工法　　・ 目荒し工法（高圧水洗）） （１１．２．７）（表１１．２．３） 4. 木材 窓、出入口、その他に用いる製材　吊元枠、水掛りの下枠、敷居 ※ ひのき ・ （　　　　）（１２．５．１）

耐火被覆材の接着面　　　（　　　　　　　　） （７．８．４） タイル張りの種別 ・ （　　　　）　　　　　 ・ （　　　　　）　　　　　 その他 ・ 松 ※ 杉 ・ （　　　　）

6. 種類　　（　　　　） （７．９．２） 　　　　　　　 工法 ・ （　　　　）　　　　　 ・ （　　　　　）　　　　　 5. 木材 （１２．６．１）

材料　　（　　　　） ○ 5. ・ 外装タイルにおける目地詰め　（　・行う　・行わない　） （１１．３．３） 縁甲板、上がりがまちに用いる製材 ※ひのき ・ （　　　　） ・ 図示による

工法　　（　　　　）　　 下地及びタイルごしらえ　（　・MCR工法　目荒し工法　） （１１．３．５） 6. 木材 （１２．７．１）

耐火性能（　　　　）　 （７．９．３） ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　） ・ 図示による

7. 建方精度 ※ 鉄骨精度検査基準による　　　 ・ （ ）　 （７．１０．２） 1. 木材 木材については、市内で生産・加工された木材の使用に努めること。市内産材の確保が （１２．２．１）

アンカーボルト　　 ・ 構造用アンカーボルト 形状（　　　　）寸法（　　　　） （７．１０．３） 12 難しい場合でも、可能な限り県産材の使用に努めること。 1. ※ 公共建築木造工事標準仕様書（平成31年版）5章の規定による。

・ アンカーフレーム 形状（　　　　）寸法（　　　　） ・ 地域産材の場所 （ ）地域 12 ※ 建築基準法施行令第46条第4項表1に掲げる軸組を用いて、同4項の壁量を満たす建築物 木標仕（５．１．１）

・ 建方用アンカーボルト ただし、次の部位については「認証かごしま材」又は「認証かごしま材」と同等の基準を満足している l 2. 部材寸法、その他 木標仕（５．２．２）

保持及び埋込工法（　・ A種　　※ B種　　・ C種） （表７．１０．１） 市内産材を使用すること。 1 柱 ： ( 120*120 ) ＠ 950

柱底均しモルタル工法 工法（※Ａ種　・　Ｂ種）　厚さ（　　　　） なお、「認証かごしま材」同等材の使用にあたっては、下記の条件を満足したものとする。 間柱 ： ( 120*60 ) ＠ 455

8. ボルト接合 ※ 普通ボルト接合 ・ （　　　　　　） （７．１１．２） ア． 認証かごしま材の品質（乾燥、寸法、面材品質）と同等の基準を満足している旨及び原木の生 胴縁 ： ( 13*45 ) ＠ 455

9. 亜鉛めっき （７．１２．４）（表１４．２．２） 産地を記載した旨の出荷証明書が添付されたもの 木摺 ： ( 13*75 ) ＠ 455

亜鉛めっき種別 イ． 監督員の立会い検査により、上記アの品質が確認されたもの 天井　吊木受 ： ( 45*120～150 ) ＠ 950

　最小板厚6.0mm以上の形鋼、鋼板類 指定部分 ・ 構造材全て ・ その他（　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　） 吊木 ： ( 45*45 ) ＠ 950

　最小板厚3.2mm以上、6.0mm未満の形鋼、鋼板類 含水率 構造材 ※ ２０％以下とする。 野縁受 ： ( 45*45 ) ＠ 950

　最小板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板類 下地材 ※ A種 ・ B種 野縁 ： ( 45*45 ) ＠ 455

　普通ボルト・ナット類及びアンカーボルト類 造作材 ※ A種 ・ B種 ※但し、下地材の間隔は、使用材料の規格寸法にあわせる。

高力ボルト接合摩擦面 ・ ブラスト処理 ・ （ ） （７．１２．５） 製材 3. 構造材及び下地材に対する釘の打ち込み本数等 木標仕（５．２．４）

「JAS1083」による製材 ※木標仕5章の規定以外は図示による。

1. ブロックの種類　　（　　　　） （８．２．２） 下地用針葉樹製材 樹種、等級、寸法、形状、含水率、保存処理及び材面の品質　※図示による ボルトの径　　（ ※図示 ・ （　 ）　）

8 モデュール呼び寸法（　　　　） 等級 ・ 図示による ※２級 ※木標仕5章の規定以外は図示による。

正味厚さ　　　　　（　　　　） 造作用針葉樹製材 樹種、寸法、等級、形状、含水率、保存処理及び材面の品質 ※図示による ボルトが受ける応力の種類

各部の配筋　※図示による　　 （８．２．５） 板類における等級　 ※枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、 ・ 引張りを受けるボルト　　　（　 ※図示 ・ （　 ）　）

2 ブロックの種類 ※ 表８．３．１ （８．３．２） それ以外は小節以上 ・ せん断力を受けるボルト　（　 ※図示 ・ （　 ）　）

・ 図示による 複合金物の工法等を木材に接合するためのボルト等の種類、形状、寸法及び本数

配筋 （８．３．４） 広葉樹製材 樹種、寸法、保存処理及び材面の品質 ※図示による ※図示及び木標仕5章各節の規定による。

等級 ※１等 ・ 図示による ・ （　　　　） ・ （ ）

含水率 ※１０％以下 ・ 図示による　 ・ （　　　　） ※構造金物はZマーク品又は(公財)日本住宅・木材技術センターにより認定されたものを使用する。

「JAS1083」以外の製材 4. ※「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」（平成12年5月31日　建設省告示第1460号） 木標仕（５．４．２）

壁鉄筋の継手（　　　　）　定着（　　　　）　末端部折り曲げ形状（　　　　） 下地、造作及び仕上げに用いる製材　樹種、寸法、材面の品質、含水率及び防虫処理 ※図示による による。

3 区分（　　　　）単位荷重（　　　　）厚さ（　　　　）幅（　　　　）長さ（　　　　） （８．４．２） 造作材の材面の品質の基準 ※Ａ種 ・ Ｂ種 （表１２．２．２）

耐火性能（　　　　） 造作用集成材 1. （１３．２．２）（１３．２．３）（表１３．２．１）

外壁パネル構法　構法の種別：（・ Ａ種　・ Ｂ種）工法（　　　　）目地幅（　　　　） （８．４．３） 「集成材のJAS」による造作用集成材 13

耐火目地材（　　　　） 造作用集成材 品名、樹種、見付け材面数、寸法 ※図示による ・ 心木なし瓦棒葺 ・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3312） ・ フッソ樹脂塗装 ※ 0.4 ・ 0.5

4 種類（　　　　）形状（　　　　）厚さ（　　　　）幅（　　　　）　 （８．５．２） 見付け材面の品質 ※１等 ・ 図示による ・ 立て平葺 ・ 溶融アルミニウムめっき鋼板（JIS G 3314） ・ 亜鉛めっき塗装 ・ 0.6 ・ 0.8

外壁パネル工法　工法の種別：（・ Ａ種　・ Ｂ種）工法（　　　　）目地幅（　　　　） （８．５．３） 化粧ばり造作用集成材 品名、樹種、化粧薄板の厚さ、見付け材面数、寸法 ※図示による ・ 横葺 ・ 塗装溶融亜鉛－５％アルミニウム合金めっき鋼板 ・ 焼付塗装 ・ 0.8 ・ 1.0

間仕切壁パネル工法　工法の種別：（・Ｂ種　・Ｃ種）　　　 （８．５．４） 見付け材面の品質 ※１等 ・ 図示による 　（JIS G 3318） ・ ・ 1.2 ・

1. （９．４．２～３）（表９．４．１） 化粧ばり構造用集成柱 品名、樹種、化粧薄板の厚さ、寸法、見付け材面の品質 ※図示による ・ 溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

9 　（JIS G 3321）

・ Ｓ－Ｆ１ ・ カラー ・ シルバー　※1.2mm ・ 「集成材のJAS」以外の造作用集成材 ・ 塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

・ Ｓ－Ｆ２ ※1.5mm ・ 造作用集成材 樹種、寸法、見付け材面の品質 ※図示による 　（JIS G 3322）

・ Ｓ－Ｍ１ ・ カラー　 ・ シルバー　※1.5mm ・ 含水率 ※１５％以下 ・図示による　・（　　　　） ・ 鼻隠し・ｹﾗﾊﾞ ・ ※0.6

・ Ｓ－Ｍ２ ※1.5mm ・ 化粧ばり造作用集成材 樹種、寸法、化粧薄板の厚さ、見付け材面の品質 ※図示による 専門工事業者は製造所の指定業者とする

機械的固定方法　建築基準法に基づく風圧力に対応した工法とし監督員の承諾を受けること （９．４．４） 含水率 ※１５％以下 ・図示による　・（　　　　） 塗膜の耐久性の種類 表面 ・ 1類 ・ 2類 ・ 3類 裏面 ・ 1類 ・ 2類 ・ （　　　　）

可塑剤移行防止用シート ※ 発泡ポリエチレンシート ・ （ ） 化粧ばり構造用集成柱 樹種、寸法、見付け材面の品質、化粧薄板の厚さ ※図示による めっき付着量 ・ （　　　　）　　

含水率 ※１５％以下 ・図示による　・（　　　　） 下葺材料 ※ アスファルトルーフィング９４０ ・ 改質アスファルトルーフィング下葺材

○ 2. ウレタンゴム系塗膜防水 （９．５．３）（表９．５．１～２） 造作用単板積層材 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※図示による

「JAS0701（単板積層材）」に基づく造作用単板積層材 横葺きの場合のけらば納め ・ つかみ込み納め ・ けらば納め

・ X-１ ※ 屋根 品名、寸法、表面の品質及び防虫処理 ※図示による 2. 材料 ※ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 （板厚(㎜) ・ 0.6 ・ 0.8  ） （１３．３．２）（１３．３．３）

・ （板厚(㎜) ・ ）

X-２ ※ 屋根 「JAS0701（単板積層材）」以外の造作用単板積層材 寸法 山高　（ ）mm 山ピッチ　（ ）mm

寸法、表面の品質及び防虫処理　※図示による 形式 ※ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・ かん合形

ゴムアスファルト系塗膜防水 含水率 ※１４％以下 ・図示による　・（　　　　） 直接外気の影響を受けない屋内のタイトフレームに使用する材料 ※図示による

JAS3079（直交集成板） 品名、曲げ強度、種別、接着性能（使用環境）、樹種及び寸法 ※図示による 軒先面戸板 ※ 有り ・ 無し

・ Y-１ 地下外壁 合板等 断熱材張り ( 種別 ： 厚さ ： 防火性能 ： ）

・ Y-２ 屋内 保護層 ・ 適用する ・ 適用しない 下地用普通合板 品名、単板の樹種名、防虫処理 ※図示による 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※図示による

厚さ ※５．５ｍｍ ・ 図示による 接着の程度 ※１類 ・ 図示による 3. とい （１３．５．２）（表１３．５．１）

○ 3. シーリングの種類は、表９．７．１による （９．７．２）（表９．７．１） 板面の品質 ※２等以上（広葉樹） ※Ｃ－Ｄ以上（針葉樹） ・ 図示による 材種等 ※図示による

目地寸法 ※ ９．７．３(1)（ｱ～ｳ） ・ （ ） （９．７．３） 外部縦どい受け金物 ※ ステンレス製 ・ 鋼製（亜鉛めっき） （１３．５．２）

接着性試験 ※ 簡易接着性試験　　 ・ 引張接着性試験 （９．７．５） 下地用構造用合板 品名、単板の樹種名、保存処理、防虫処理、強度等級 ※図示による 形状・取付間隔 ※図示による

4. 屋上等の活性進化防水剤入りコンクリートタンピング金ごて押え(防水剤は6章 コンクリート工事による) 厚さ ※１２ｍｍ ・ 図示による　

○ 5. 防水工事の施工については、１０年保証書を提出すること。 接着の程度 ※１類（湿潤箇所を除く） ※特類（湿潤箇所） ・ 図示による 4. 屋根工事の施工については、１０年保証書を提出すること。なお、保証書は、受注者と施工業者の連帯とする。

なお、保証書は、受注者と施工業者の連帯とする(シーリングを除く)。 等級 ※２級以上 ・ （　　　　） 保証書の必要な屋根工事の施工業者は建設業法の許可業者とする。

保証書の必要な防水工事の施工業者は建設業法の許可業者とする。 板面の品質 ※Ｃ－Ｄ以上 ・ 図示による

化粧ばり構造用合板 品名、厚さ、単板の樹種名、接着の程度、防虫処理 ※図示による

1. 石の割付け　・（　　　　）　・図示による　 （１０．１．３） 湿潤状態となる場所に使用する場合の接着の程度 ※特類 ・ 図示による

10 石材の加工　 天然木化粧合板 厚さ、接着の程度、化粧板に使用する単板の樹種名、防虫処理 ※図示による

粗面仕上げの場合　・監督員と協議　　・図示による 特殊加工化粧合板 品目、厚さ、接着の程度、単板の樹種名、化粧加工の方法、防虫処理 ※図示による

ワックスの使用　・使用する　・使用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１０．１．５） パーティクルボード 表裏面の状態による区分、難燃性による区分及び厚さ ※図示による

2. テラゾ （１０．２．１） 曲げ強さによる区分、耐水性による区分、厚さ　

種類及び大きさ ※ 大理石（1.5～12mm ）　　　 ・ （ ） ※厚さ１５ｍｍ、曲げ強さ１３タイプ、耐水性MR1(M)又はMR2(P)タイプ

テラゾブロック 形状 ・ 平物 ・ 役物 構造用パネル 品名、厚さ ※図示による

仕上げ面 ・ 片面 ・ 両面 ＭＤＦ 表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分 ※図示による

寸法  （　図示による　） 難燃性による区分、厚さ ※図示による

表面仕上げ ・ 粗磨き ・ 水磨き ・ 本磨き 接合具等 （１２．２．２）

造作材の化粧面の釘打ち ※隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し

諸金物の形状、寸法、材質 ※１２．２．２（２）（ア）による ・ （　　　　） ・ 図示による

諸金物の形状、寸法、材質 ※１２．２．２（２）（ア）による ・ （　　　　） ・ 図示による
Ver.R701003

と い

保証書及び期間

板厚（mm）

屋
根
及
び
と
い
工
事

接 合 具 等

仕口及び継手の

工 法

長 尺 金 属 板 葺

屋根葺き形式 材              種　（板・コイル） 表 面 処 理

折 板 葺

特            記            事            項

Ａ     種

Ｂ     種

Ｃ     種

材     料 適 用 部 位

施工箇所

階段段鼻

形状・寸法

150×60

有 機 系 接 着 剤

に よ る 壁及び天井下地

ﾀ ｲ ﾙ 張 り

共 通 事 項

木 材

軸
組
構
法
（

壁
構
造
系
）

工
事

接 合 金 物 ・

項      　　目 特            記            事            項 項      　　目 特            記            事            項 項      　　目

溶 接 接 合 共 通 事 項 防 腐 ・ 防 蟻 ・

防 虫 処 理

工 事 現 場 施 工 材 料

軽 量 形 鋼

溶融亜鉛めっ き

工 法

鉄
骨
工
事

タ
イ
ル
工
事

木
工
事

施 工 後 の 確 認

及 び 試 験

材 料

耐 火 被 覆 床 板 張 り

耐凍害性 耐滑り性 役物 色

ＲＣ造等の内部間

仕 切 軸 組 及 び

錆 止 め 塗 装 床 組

ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによる

ﾀ ｲ ﾙ 張 り
窓 、出 入口 その

他

補 強 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ 造

木
工
事

合 成 高 分 子 系

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 工 程 種 別 適 用 箇 所 仕 上 げ 塗 料 塗 り 厚    さ

Ｄ１０－４００＠  １－Ｄ１３  １－Ｄ１３

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ
ッ

ク
工
事

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ

帳 壁 及 び 塀

Ａ Ｌ Ｃ パ ネ ル

押出成形ｾﾒﾝﾄ板

縦    筋 横       筋 開口補強筋（縦横） 端部補強筋

Ｄ１０－４００＠

株式会社NJS 北部清掃工場新揚水ポンプ所(仮称)新築本体その他工事

一級建築士　第 293963号 建築工事特記仕様書　５－３

Ａ－０３
鹿児島市建設局建築部建築課

共 通 事 項

石
工
事 材 料

島　哲郎

屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ防水

保証書及び期間

防
水
工
事

塗 膜 防 水

工 程 種 別 施  工  箇  所 備    考

　（絶縁工法）

　（密着工法）

工 程 種 別 施 工 箇 所

シ ー リ ン グ

備   考



章 適用 章 適用 章 適用

1. あと施工アンカー施工後の確認引張試験 ・ 実施する ・ 実施しない （１４．１．３） 2. （１６．４．２,４,５）（表１６．４．１,２） ・ 耐候性塗料塗り（DP）

14 2. ・ 鉄鋼面上塗り塗料の等級 ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 （１８．７．２）（表 １８．７．１）

・ アルミニウム及びアルミニウム合金 （１４．２．１）（表１４．２．１） ・ 標準型建具 ・ 表１６．４．１を適用する ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ※表１６．４．２による ・ 亜鉛めっき鋼面上塗り塗料の等級 ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 （１８．７．３）（表 １８．７．２）

・ 適用しない ・ Ｓ－６ ・ ・ 適用しない ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面上塗り塗料の等級 （１８．７．４）（表 １８．７．３）

・ ＡB－１種（無着色） ・ 標準型建具 ・ 表１６．４．１を適用する ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ※表１６．４．２による ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級

・ ＡB－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 以外の建具 ・ 適用しない ・ Ｓ－６ ・ ・ 適用しない ・ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G） （１８．８．２～５）（表 １８．８．１～４）

・ ＡC－１種（無着色） 製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ 塗り種別（下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾞﾗｽﾀｰ、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ等） ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ ＡC－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 3. 材料 ※ SUS304 ・ SUS430J1L ・ SUS443J1 ・ （　　　　） （１６．６．３） ・ 塗り種別（下地：鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面） ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ BA－１種（無着色） 表面仕上げ ※ ＨＬ ・ No.8（鏡面） ・ #400 ・ No.2B ・ （　　　　） （１６．６．４） ・ 合成樹脂エマルションペイント塗り（EP） （１８．９．２）（表 １８．９．１）

・ BA－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ （１６．６．５） 塗り種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種

※BB－１種（無着色） アルミ建具 製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ ウレタン樹脂ワニス塗り（UC） （１８．１０．２）（表 １８．１０．１）

・ BB－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 4. 建具材の含水率 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 （１６．７．２）（表１６．７．１） 木部塗り種別(一般木部及びフローリングは１液形) ・ Ａ種　　　※ Ｂ種

・ BC－１種（無着色） かまち戸の樹種 かまち　（　　　　　　　　　　） 鏡板　（　　　　　　　） ・ オイルステイン塗り（OS） （１８．１１．２）（表 １８．１１．１）

・ BC－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） ふすま紙の上張り ・ 新鳥の子 ・ 鳥の子 ・ ビニル紙 ・ 雲花紙 塗料 ・ （　　　　　　） ・図示による

・ C種 枠 ・ 木製枠 ・ 鋼製枠 ・ （　　　　　　　　　　） ・ 木材保護塗料塗り（WP） （１８．１２．２）（表 １８．１２．１）

陽極酸化皮膜着色方法 ※ 二次電解着色   （色合： ） ・ （ ） くつずり ・ ステンレス製（HL仕上げ) ・ ( ） 塗り別 ・ A種 ※ B種

フラッシュ戸 表面板の厚さ ※ 表１６.７.６ ・ （ ） （１６．７．３）

・ 鉄鋼の亜鉛めっき （１４．２．２）（表１４．２．２～４） 見込み寸法 かまち戸（ ※ 36㎜ ・ ） ふすま戸（ ※19.5 ・ 21 ・ 18 ） （１６．７．３）

戸ぶすま（ ※ 30㎜ ・ ） 紙張り障子（ ※30㎜ ・ ） 1. 接着剤 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、ビニル幅木に使用する接着剤は、ホルマリン （１９．２．２）

・ Ａ種 ○ 5. ※建具製作所の仕様による ・ 図示による （１６．８．１,２,３）（表１６．８．１） 19 不検出のもので、水性形のものとする。

・ Ｂ種 マスターキー ※ 製作する ・ 製作しない （１６．８．４） 接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする(水廻り及び湿度の高い箇所を除く)。

・ Ｃ種 鍵箱 ※ 必要  （　　　　　組用） ・ 不要 ビニル床シート

・ Ｄ種 6. （１６．１１．２～５）

・ Ｅ種 ※ FS ・ 無地 ※ ※ 熱溶接 ・ 防滑性ビニル床シート

・ Ｆ種 ・ ・ 50 ・ 80 ※ 上部電動式 ・ 有 ・ 無 ・ ・ 模様 ・ ・ 突付け ・

・ ・ 120 ・ ※

・ ・ 上部手動式 ・ ビニル床タイル

・

・ 単層ビニル床タイル(TT) ・ 無地 ※ 2 ・ 防滑性床タイル

7. 開閉形式 ※ 手動式 ・ 上部電動式（手動併用） （１６．１２．２） ・ 複層ビニル床タイル(FT) ・ 模様 ・ 3

3. 野縁等の種類 屋内 ※ 19形 ・ 25形 （１４．４．２）（表１４．４．１） 耐風圧性能 ・ 50　　　・ 65　　　・ 80　　　・ ・ コンポジションビニル床タイル(KT)

屋外 ・ 19形 ※ 25形 スラットの材質 ※ 塗装亜鉛めっき鋼板又は鋼帯 ・ （　　　　　　　　　　　　　） （１６．１２．３） ・

・ 野縁受、吊ボルト及びインサート間隔（屋外）　（ ） （１４．４．３）（表１４．４．２） スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形 （１６．１２．４） 特殊機能床材

・ 野縁の間隔（屋外）　（ ） 帯電防止床シート又は床タイル 種類  ( ）　   性能（ ）    　厚さ（ ）

・ ダクト等により吊りボルトの間隔が900㎜を超える場合の補強方法※図示による ・ （　　　　）　 （１４．４．４） ○ 8. ＪＩＳ規格品 （１６．１４．２） 視覚障害者用床タイル 種類  ( ）　   形状（ ）

・ 天井ふところが1.5m以上の補強方法 ※図示による ・ （　　　　）　 ※ 材料、厚みは図示による 耐動荷重性床シート 種類  ( ）　    厚さ（ ）

・ 屋外の軒･ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強 ※図示による ・ （　　　　） ○ 9. アルミニウム製建具 ※ シーリング(SR-1) （１６．１４．２,３） ビニル幅木 厚さ（ ※ 1.5mm以上 ・ ）　高さ（ ※ 60mm　 ・ 100mm　　） 種類 （　　　）

4. スタッド、ランナーの種類 （１４．５．１～１４．５．４）（表１４．５．１） ・ ガスケット(グレイジングチャンネル形）(窓に適用) ゴム床タイル 種類（ ）　厚さ（ ）　色柄（ ）　寸法（ ）

鋼製･ステンレス製建具 ※ シーリング(SR-1) （表 ９．７．１） 下地がセメント系及び木質系以外の場合の接着剤種別 ビニル床シート、タイル（　　　　）　

・ 50形 ・ スタッド ・ ランナ 木製建具 ※ シーリング(SR-1) ゴム床タイル（　　　　）

・ 65形 ・ スタッド ・ ランナ 10. JIS A 5212（ガラスブロック(中空)） （ １６．１４．５） 2. ・ 織じゅうたん 種別　（ ・ Ａ種　 ・ Ｂ種 　 ・ Ｃ種 ）　　織り方（　　　　　　　）（１９．３．２～３）（表１９．３．１～２）

・ 90形 ・ スタッド ・ ランナ 表面形状（ ） 呼び寸法（ ） 厚さ  （ ） パイル形状　　（ ・ カットパイル ・ ループパイル ・ ）

・ 100形 ・ スタッド ・ ランナ 壁用金属枠及び補強材    （ ） 帯電性（人体帯電圧 ※ ３kv以下 ・ ）

力骨 ・ タフテッドカーペット パイル形状    （ ・ カットパイル ・ ループパイル ・ ）

5. （１４．６．２）（１４．６．３） パイル長 （ ）　　帯電性（人体帯電圧 ※ ３kv以下 ・ ）

※ ステンレス鋼（SUS304） ※ 径5.5mm ※ はしご形状腹筋及び単筋 工法  ( ・ グリッパー ・ 全面接着 ）

・ ・ ・ ・ タイルカーペット 種類  （ ※ 第１種　　 ・ ）　　　パイル形状（※ ループパイル ・ ）

・ スパンドレル形 ・ 押出し ※ アルミニウム製 シーリング材　( ) 寸法  （ ※ 500mm角 ・ ）　　　　総厚さ（ ※ 6.5mm ・ ）

・ ロール ・ 金属製化粧カバー　　　材質（　　　　　　　）　　寸法（　　　　　　）　　形状（　　　　　　） 平場敷き方    （※ 市松敷き ・ ）

・ パネル形 ※ プレス ガラスブロックの目地幅の寸法 階段敷き方　 （ ※ 模様流し ・ ）

伸縮調整継手 ※設けない ・ 設ける（施工箇所は図示） 平積み ※ 8～15mm ・ （ ） 下敷き材　　　（ ※ JIS L 3204 第２種２号　呼び厚さ８mm ・ ）

6. （１４．７．２）（１４．７．３） 曲面積み ※ 外側15mm以下、内側6mm以上 ・ （ ） 取付け用付属品 見切り 材質  （ ）　    種類（ ）　　  形状（ ）　

伸縮調整目地位置 ※ 6ｍ以下 ・ ( ） 押え金物 材質  （ ）　    種類（ ）　　  形状（ ）　

・ 250形 ・ ＡB－１種 ・ ＡB－２種 ・ ＡC－１種 ・ ＡC－２種 ・ 隅角部及び突当たり部等 目地部の力骨の補強方法 ※ 製造所の仕様 ・ ( ）

・ 300形 ・ BA－１種 ・ BA－２種 ※ BB－１種 ・ BB－２種 の役物は本体製造所の 3. （１９．４．２～３）（表１９．４．４～８）

・ 350形 ・ BＣ－１種 ・ BＣ－２種 ・ C種 仕様による 1. ※ 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は，防火材料の指定がある場合は建築基準法に基づき、指定又は

※工法は建築基準法に基づく風圧力に対応した工法とし監督員の承諾を受けること 18 認定を受けたものとする。基材同等の認定表示のあるものとする。 ・ 弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 ※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・

2. ・ 木部 不透明塗料塗り （ ※ Ａ種　　　・ Ｂ種　） （１８．２．２）（表 １８．２．１） ・ 薄膜流しのべ工法   　（ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

○ 1. 材料 （１５．３．２） 透明塗料塗り （ ・ Ａ種　　　※ Ｂ種　） ・ エポキシ樹脂系塗床材 ・ 厚膜流しのべ工法   　（ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

15 モルタル 現場調合材料 ・ 既調合材料（材料は監督員の承諾による） ・ 鉄鋼面 （ ・ Ａ種 ・ Ｂ種　　 ※ Ｃ種　） （１８．２．３）（表 １８．２．２） ・ 樹脂モルタル工法　   （ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

防水モルタルの防水剤  　　　（耐候性塗料塗り(DP)の場合は、B種とする） ・ 薄膜型塗床材 ・ エポキシ樹脂系塗床材 ・ 平滑仕上げ

製造所（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ 亜鉛めっき鋼面 （ ・ Ａ種　　 ・ Ｂ種　） （１８．２．４）（表 １８．２．３）

・既製目地材 形状（　　　　　　　　　　） ・ モルタル及びせっこうプラスター面 ( ・ Ａ種 ※ Ｂ種　) （１８．２．５）（表 １８．２．４） 4. （１９．５．２～７）（表１９．５．１～５）

・ コンクリート及びＡＬＣパネル及び押出成形セメント板面 ( ・ Ａ種　　 ※ Ｂ種　) （１８．２．６）（表 １８．２．５）

○ 2. 材料 （１５．６．２）（表１５．６．１～２） （耐候性塗料塗り(DP)、２液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り、ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り、 （表 １８．２．６） 単層 ※ フローリングボード  表１９．５．１ ・ なら

JIS A 6909（建築用仕上塗材） 　常温乾燥形ふっ素ｴﾅﾒﾙ塗りについては、表１８．２．６による） ・ A種 ・ さくら

・ せっこうボード及びその他ボード面 継目処理工法 ( ※ Ａ種　　 ・ Ｂ種　） （１８．２．７）（表 １８．２．７） ・ B種  表１９．５．２ ・

薄付け仕上塗材 ※ 外装薄塗材Ｅ 砂壁状 ・ 着色骨材砂壁状 その他 ( ・ Ａ種 ※ Ｂ種　） ※ 釘留め工法 ※ C種

・ 複層仕上塗材 ※ 複層塗材Ｅ ※ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状 3. ・ 錆止め塗料塗り 　　（１８．３．２～３）（表 １８．３．１～６） 単層 ※ フローリングボード  表１９．５．３　 ・ なら

・ 複層塗材ＲＥ 耐候性 ※ 耐候形３種 ・ A種 ・ さくら

・ 防水形複層塗材Ｅ 上塗材 SOP ※Ａ種　　　 見え掛り部分 ※ A種 ・ B種 ・ B種  表１９．５．４ ・

溶　媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 EP-G ・ Ａ種　　　※ B種 見え隠れ部分 ・ A種 ※ B種 ・ C種

樹　脂 ※ アクリル系 1回目 ※ C種 ・ フローリングブロック ※図示による ・ なら

外　観 ※ つやあり ・ つやなし 2･3回目 ※ D種 ・ さくら

・ メタリック SOP ※Ａ種　　　・ B種 鋼製建具　　　　　※ A種 ・ B種 ・ フローリングボード  表１９．５．５ ・

EP-G ※C種 その他 ・ A種 ※ B種 ・ 接着工法

DP ※B種 ・ A種

・ 合成樹脂調合ペイント塗り（SOP） ・ B種  表１９．５．６

○ 1. （１６．２．２,４,５）（表１６．２．１，２） 塗料種類 ※ １種　　　・ ２種 （１８．４．２） ・ C種

16 木部塗り種別 （屋外） ※ Ａ種　 ・ Ｂ種 （１８．４．３）

※  普通ﾄﾞｱ ※  ｺﾝｸﾘｰﾄ系・ ・ Ａ種 Ｂ種 ※ ・ （屋内） ・ Ａ種　 ※ Ｂ種　（多孔質広葉樹の場合を除く）

ｾｯﾄ、ｻｯｼ 鉄骨下地 ・ Ｃ種 ※ ・ 図示 鉄鋼面塗り種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 （１８．４．４）

・ 木下地 ・ D種 ・ E種 ※ ・ クリヤラッカー塗り（CL） （１８．５．２）（表 １８．５．１） 5. 畳の種別 （和室） ・ Ａ種　　　・ Ｂ種　　　・ Ｃ種 （１９．６．２）（表 １９．６．１）

・ 防音ドアセット 遮音性の等級（ ） 塗り種別　　　　　　 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｄ種　( ・  KT-Ⅰ ・  KT-Ⅱ ・ KT-Ⅲ ・ KT-K ・ KT-N ）

・ 断熱ドアセット 断熱性の等級（ ） ・ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（NAD） （１８．６．２）（表 １８．６．１） （柔道場）　　製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　）

・ 耐震ドアセット 面内変形追随性の等級（ ） 塗り種別　　　　　　 ・ Ａ種 ※ Ｂ種

表面処理(表14.2.1による) ※BB-１種 ・ ※AC-１種 ・

網戸防虫網 ※ 合成樹脂製 ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ステンレス(SUS316)製 （１６．２．３）

製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　）
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章 適用 章 適用 章 適用

6. せっこうボード、その他ボード類 （１９．７．２～３）（表 １９．７．１～５） 6. 材種  ※SUS ・ （　　　　　　　　） （２０．２．７）

19 形状 ※ビニルタイヤ又は合成ゴムタイヤ入り ・ ゴムタイヤなし

・ GB-R 天 ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 両端フラットエンド ・ 無 ※ 有

・ GB-S 井 ・ 継目処理　・ 目透し ・ 15.0 ・ 幅（mm） ・ 35 ※ 40

・ GB-F ・ 突付け　　 ・ ・ 9.5 ※ 12.5 取付け工法 ※ 接着工法　　 ・ 埋込み工法(溶接）

・ ・ GB-L ・ 継目処理　・ 目透し ・ 15.0 ・ 7. 床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。 （２０．２．８）

天 ※ 突付け　　 ・  9.5 ・ 12.5 ・ 黄銅製 4×12 ・ ステンレス製 4×12 ※ ステンレス製∩型（幅40 内外厚さ2）

井 ・ 継目処理 ・ 目透し ・ 15.0 ・ 8. （２０．２．９）

・ 突付け　　 ・ ・ 9.5 ※ 12.5

・ 継目処理　※ 目透し ・ 15.0 ・ ・ 黒板 ※ 研出し ※ 緑 ・ 黒 ※ 曲面 ・ スクリーン付引分け

・ ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ※ 不燃 ・ 準不燃 ・ 焼付け ※ 緑 ・ 黒

模様 ・ 継目処理　・ 目透し ※ 455×910 ・ ホワイトボード ※ ほうろう白板 ※ 白 ・ 曲面 ・ スクリーン付引分け

・ (GB-D) ・ 910×910 ※ 白

　 ・ 木目模様 ・ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 黒板及びホワイトボードについて５年保証書を提出すること。なお、保証書は受注者と施工業者の連帯とする。

(裏桟付) ・ 継目処理　※ 目透し ・ 15.0 ・ 　（製品には、製造年月、製作所記名プレートを取り付ける。）

(GB-D) 9. 厚さ ※ 5mm ・ （２０．２．１０）

・ 無石綿けい ・ 突付け ・  6　・ 8　・ 10 10. ・ 対人衝突防止表示 ※ 図示（市販品 ※ ステンレス製 径約30mm ・ ） ・ 無し

　 ・ 継目処理　※ 目透し ・ 12 ・ ・ 誘導標識、非常用進入口等の表示は消防法に適合する市販品とし、その他は共通詳細図による。（２０．２．１１）

・ 難燃木毛 ・ ３０分耐火 ・ 15 ・ 室名表示 ※ 図示による

・ 木毛 セメント板 以上 ・ 20 ※ 25 11. （２０．２．１３）

 （２級以上） ・ 30 ・ 40

・ 断熱木毛 ・ 準不燃 ・ 50

セメント板 ・ 横形 ※ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ※ 25 ・ ※ 鋼製

合板類 ・ 縦形 ・ ｱﾙﾐｽﾗｯﾄ ・ ｸﾛｽｽﾗｯﾄ ※ ２本操作ｺｰﾄﾞ式 ・ 80 ・ 100

・ 生地のまま又は透明塗料塗りの場合 ・ 5.5 ・ 9 ・ ・ A種 12. レール、ブラケットの強さによる区分 ※10-90 ・ （　　　　　　　） （２０．２．１６）（表 ２０．２．１）

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） ※ B種 材料　　カーテンレール ※ アルミニウム及びアルミニウム合金の押出成型材（アルマイト仕上げ）

・ 不透明塗料塗りの場合 ・ ・ 9 ・ ・ A種 ・ ステンレス製

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） ※ B種 工法　　暗幕用カーテン両端、上部及び召合せ重なり ※ 300㎜以上 ・

・ 天然木化粧合板の化粧単板 　化粧単板厚 ※0.3未満 ・ ・ A種 21 ○ 1. 材料 ※図示による

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） 　板厚 ・ 4.2 ・ ※ B種

・ 特殊加工化粧合板の仕上げの種類 　板厚 ・ 4.0 ・ ・ A種 2. 材料 ※図示による

（ ・ ） ※ B種

下地 ・ 軽量鉄骨下地 ・ 木下地 ・

7. （１９．８．２～３） 1. ・厚さ：　　※図面による （２２．３．２）

22 ・材料： ※ 再生クラッシャランRC-40 ・ クラッシャランＣ-40　　 ・ 図面による　 （２２．３．３）

紙 織 物 ビニル 化学繊維 無 機 質 再生クラッシャランは、原則としてかごしま認定ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度の認定を受けた製品を使用すること。

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 2. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．４．２）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ 再生アスファルトの種類 ・ 60～80 ・ 80～100 ・ （　　　　　）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ シールコートの適用： ・ 行う ※行わない （２２．４．３）

・ 表層の加熱アスファルトの混合物の種類： ・ （　　　　　　） （２２．４．４）

8. （１９．９．２～３） ・切取り検査：　　　・ 行う　　　※ 行わない （２２．４．６）

・アスファルト混合物等の抽出試験：　　　・ 行う　　　※ 行わない

※ ２種b ・ 一般部 ・ 特定フロンを使用しないもの 3. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．５．２）

・ 押出法ポリスチレン ・ ・ 45,50 ・寒冷期に施工する場合で早強セメントを用いる場合：　　※ 用いない　　・ 用いる （２２．５．３）

フォーム保温材 ※ ３種b ・ 屋根 ・ ・注入目地材料のタイプ：　　※ 低弾性タイプ　　　 ・ （　　　　　　　　　　）

・ ピット上部 ・ 45,50 ・溶接金網の網目の形状寸法、鉄線の径： 　  ※ 鉄線径 6㎜　網目150㎜

※ 断熱材補修部分 特定フロンを使用しないもの 4. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．７．２）

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 ・ 一般部 ・ 難燃性  ( ※ 3級 ・ ） ・路盤材料：　　フィルター層は良質なシラスとする

　　　（現場発泡断熱材） ・ 熱橋部 ・ 25,40 ※A種１ ・A種1H 5. ・種類：　　・ コンクリート平板舗装　　　・ インターロッキングブロック舗装　　　・ 舗石舗装 （２２．８．１）

製造所　：　監督員の承諾する製造所 ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．８．２）

・ブロックの敷設パターン：　　※ 監督員の指示による　　　・ （　　　　　　　　　　　　）

9. ・ メラミン樹脂化粧板　　　　 厚さ（mm） ※ 1.2　　・ 1.6　　・ 2.5～3.0 6. ・構成及び厚さ：　　※図面による

・ 内装プレハブ工法：　　　製造所の仕様による ・種別：　　・ Ａ種　　　・ Ｂ種 （２２．９．２）

再生クラッシャランは、原則としてかごしま認定ﾘｻｲｸﾙ製品認定制度の認定を受けた製品を使用すること。

1. 床面から仕上げ材天端までの寸法 ※ 100 ・ 110 ・ （２０．２．２）

20 表面仕上材 ※ カーペット ・ 帯電防止ビニル床タイル   （ ・ 置敷タイプ ・ パネル一体タイプ　）

床パネルの材質 ※ アルミ合金ダイカスト製 ・ スチール製又は複合材等 ・

   　　　　　　寸法 ※ 450角以上、600角以下 ・

適用地震時水平震度(Ks) (1階及び地階） ※ 0.6以上 ・

(中間階) ※ 0.6以上、1.0以下 ・

(最上階) ※ 1.0以上 ・

耐荷重性能 ※ 3,000N(製造所は評価名簿による） ・ 5,000N ・

空調用孔あきパネル 枚数 （ ） 材質 （ ）

コンセント開口 適用室    ( ）

ｺﾝｾﾝﾄ部分以外にﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ内からﾌﾛｱ面上へ配線取り出し開口を全ﾊﾟﾈﾙに有すること。

試験方法は、JIS A 1450（フリーアクセスフロア試験方法）による。 

特記以外の仕様は製造所の仕様とする。

2. （２０．２．３）

※ パネル式 鋼板厚さ(mm) ※ 0.5以上 ・ ※ 焼付塗装（常備色程度） ※ 60以上

・ スタッド式 ・ ・ 50

・ 鋼板厚さ(mm) ※ 0.5以上 ・ ※ 焼付塗装（常備色程度） ※ 30以上

スタッド アルミニウム製 40角 ・ ・

品質　　JIS A 6512　又は　評価名簿による

3. パネル操作方法 （ ） （２０．２．４）

パネル表面材の材質 （ ※ 鋼板 ・ ）

パネル表面材仕上げ （ ・ 焼付け塗装 ・ 壁紙張り ・ ）

パネル圧接装置操作方法 （ ） 遮音性能  ( ・ 一般ﾀｲﾌﾟ(36dB未満) ・ 遮音ﾀｲﾌﾟ(36dB以上)）

ハンガーレール　　取付下地補強方法　(※ ２０．２．４(3)(ｳ) ・

　    　　　　　　　　　固定方法    ( ・ あと施工アンカー(材質： 、寸法： ) ・

製造所 評価名簿による

4. 表面仕上げ材 ※ メラミン樹脂系化粧板同等品以上(標準色　アルミ製コーナーエッジ付き） （２０．２．５）

・ ポリエステル樹脂系化粧板

脚部 ※ 幅木タイプ ・ 足金物型

製造所 評価名簿による

○ 5. （２０．２．６）（２０．２．１２）

※ ステンレスSUS304 ※ ＨＬ程度 ・ 鏡面程度 ・ #400

・ 鉄（亜鉛めっき） （外部） ※ Ｃ種 ・ （内部） ・

アルミ （外部） BB-1種 （内部） ・

※ ステンレスSUS304 ※研磨無し ・

・ 鉄（亜鉛めっき） （内外部） ※Ｃ種 ・

ステンレスSUS430を使用する箇所　（　図示　）
Ver.R701003

アスファルト舗装

コンクリート舗装

ブ ロ ッ ク 系 舗 装

砂 利 敷 き

種　　類 寸　法（mm） 色　彩 備　　　考

鏡

表 示

形 式 スラットの材種 開 閉 方 式
スラットの幅

(mm)

ﾍｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

及びﾎﾞﾄﾑﾚｰﾙ

※ ｷﾞﾔ式　　・ ｺｰﾄﾞ式　　・ 操作棒式

舗
装
工
事

透水性ｱｽ ﾌｧﾙﾄ

舗 装

突付けＶ目地 JIS A5430に準拠し

防火認定は準不
燃とし専用軽鉄
下地材付き

酸ｶﾙｼｳﾑ板 たﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄのもの

ボード 突付けＶ目地

床 目 地 棒

黒 板 及 び

項      　　目 特            記            事            項

せっこうボード、 階 段 滑 り 止 め

その他ボード及び 種　　　類 種　　　別 張　　り　　方 厚　　さ 備　　　考

項      　　目 特            記            事            項 項      　　目 特            記            事            項

内
装
工
事

合 板 張 り

・
下地
　張り

突付けＶ目地

ﾎ ﾜ ｲ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ

直  張  り

突付けＶ目地

化粧せっこう

壁
突付けＶ目地

せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ

　GB-D ・
上
　張り

突付けＶ目地

壁
突付けＶ目地

12

・ 特殊合板

屋 外 雨 水 排 水

排
水
工
事

縁 石 及 び 側 溝

路 盤

 継目用金物
監督員の承諾に
よる工場

ブ ラ イ ン ド

セメント板

材　　種 樹　種　な　ど 厚　さ（mm） 工  法

・ 普通合板

12

5.5

カ ー テ ン 及 び

カ ー テ ン レ ー ル

断 熱 ・ 防 露

種     類 施 行 箇 所 厚さ（mm）

壁 紙 張 り

施 工 箇 所 壁　　紙　　の　　種　　類 防火性能の級別

品  質  等

素地ごしらえ

表面板及び厚さ パ ネ ル 仕 上 げ パネル見込み

20

20

15

ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式

移 動 間 仕 切

そ の 他

(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)

フ リ ー ア ク セ ス

フ ロ ア

ユ
ニ
ッ

ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

可 動 間 仕 切

( 既 製 間 仕 切 ) 構 造 形 式

ト イ レ ブ ー ス

手すり及びﾀﾗｯﾌﾟ

株式会社NJS 北部清掃工場新揚水ポンプ所(仮称)新築本体その他工事

一級建築士　第 293963号 建築工事特記仕様書　５－５

Ａ－０５
鹿児島市建設局建築部建築課

種　　類 材 料 の 種 別 表面処理(14.2.1～3、表14.2.1～2 による）

手すり

タラップ
島　哲郎
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敷地面積　求積表 

記 号 計 算 式（底辺×高さ） 敷地面積

56.535×1.896 107.190360

55.289×2.341 129.431549

53.464×2.167 115.856488

51.435×1.972 101.429820

49.214×1.756 86.419784

46.815×1.519 71.111985

44.254×1.259 55.715786

41.550×0.977 40.594350

38.726×0.400 15.490400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

123.365×40.896 5045.135040

123.365×7.422 915.615030

122.705×1.385 169.946425

154.374×17.037 2630.069838

154.374×5.516 851.526984

160.578×8.881 1426.093218

161.022×1.621 261.016662

167.455×39.786 6662.364630

11

12

13

14

15

16

17

181.783×44.155 8026.628365

48.578×4.338 210.731364

43.490×7.437 323.435130

36.402×4.317 157.147434

181.800×2.047 372.144600

181.800×2.004 364.327200

181.262×15.873 2877.171726

180.411×9.779 1764.239169

177.181×1.991 352.767371

176.602×9.686 1710.566972

175.352×3.801 666.512952

242.485×113.781 27590.185785

157.696×2.588 408.117248

157.696×8.226 1297.207296

242.485×25.596 6206.646060

228.770×39.036 8930.265720

223.169×38.031 8487.340239

214.930×24.651 5298.239430

212.499×16.181 3438.446319

212.499×4.229 898.658271

212.169×1.784 378.509496

212.169×1.698 360.262962

211.868×122.758 26008.491944

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

129.102×9.927 1281.595554

11.608×1.250 14.510000

8.348×0.761 6.352828

123.485×24.485 3023.530225

91.427×9.949 909.607223

51.234×2.895 148.322430

9.510×0.411 3.908610

47.397×4.702 222.860694

39.413×2.093 82.491409

8.183×0.356 2.913148

34.494×2.228 76.852632

26.713×1.553 41.485289

9.742×0.337 3.283054

201.097×12.030 2419.196910

7.171×0.547 3.922537

10.817×1.015 10.979255

52.582×3.625 190.609750

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

54.809×3.024 165.742416

56.187×3.049 171.314163

203.550×54.259 11044.419450

208.096×12.030 2503.394880

215.233×10.262 2208.721046

224.906×8.136 1829.835216

224.906×44.919 10102.552614

192.208×56.787 10914.915696

173.169×21.433 3711.531177

63

64

65

66

67

68

69

70

71

記 号 計 算 式（底辺×高さ） 敷地面積

133.548×1.361 181.758828

131.121×1.824 239.164704

129.447×2.289 296.304183

41

42

43

128.202×3.268 418.964136

129.102×5.239 676.365378

44

45

小 計

177720.456837×1/2

177720.456837

88860.228419

(88860.228m2)

Ａ

56.535×1.896

56.535

55.289×2.341

53.464×2.167

51.435×1.972

49.214×1.756

46.815×1.519

44.254×1.259

41.550×0.977

38.726×0.400

< Ａ  >

2

3

4

5

6

7

8

9

10

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

新揚水ポンプ所株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎 鹿児島市建設局建築部建築課

敷地求積図 A-09

(1/1,000)

1/2,000

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



水槽側壁

水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂塗装
JWWA K 143適合

内　部　仕　上　表　

外　部　仕　上　表

室　　　　名
詳細番号 高さ 詳細番号 詳細番号高さ 詳細番号 柱型仕上

腰    壁幅　　　　木床

梁型仕上

壁 天　　　　　　井

詳細番号詳細番号 詳細番号
備   考

共  通  事  項 略　　号 外部付属物及び詳細番号 内部付属物及び詳細番号

下地 仕　　上下地 仕　　上 仕　　上下地 仕　　上下地 仕　　上下地

ポーチ・床 外    壁腰

外部仕上表及び内、外部付属物の適用分類、詳細番号は、・ 印のついたものを適用する。

仕上表に記載の詳細番号のうち、（例）１－０２－３は建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房

１．

２．
コンクリートブロック下地

木造下地

軽量鉄骨下地

せっこうボード

木目化粧せっこうボード

ロックウール化粧吸音板　トラバーチン模様

ロックウール化粧吸音板　凹凸模様

押出法ポリスチレンフォーム保温材

木質系セメント板

テラゾーブロック

外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材

内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材

内装けい酸質系薄付け仕上塗材

けい酸カルシウム板（タイプ２）

シージングせっこうボード

コンクリート下地（打放シＢ）

コンクリート下地（打放シＣ）

モルタル

軽量骨材仕上塗材

不燃積層せっこうボード（化粧無し：下地張り用）

強化せっこうボード

ＤＲ（凹凸） ロックウール化粧吸音板　凹凸模様

ロックウール化粧吸音板　軒天井用：凹凸模様

不燃積層せっこうボード（化粧有り：トラバーチン模様）

ロックウール化粧吸音板　軒天井用：トラバーチン模様

ＣＢ

Ｗ

Ｓ

ＧＢ-Ｒ

ＧＢ－ＮＣ（Ｎ）

ＧＢ－ＮＣ（ＮＴ）

ＧＢ-Ｄ（Ｗ）

ＧＢ-Ｓ

ＧＢ-Ｆ

ケイカル板

ＤＲ

ＤＲ（凹凸）

ＤＲ（軒天）

ＤＲ（軒天凹凸）

ＰＦ板

木毛板

ＴＢ

内装薄塗材（Ｓｉ）

内装薄塗材（Ｅ）

Ｃ（Ｂ）

Ｃ（Ｃ）

Ｍ

軽量吹付

複層塗材　（ＣＥ） ポリマーセメント系複層仕上塗材

複層塗材　（Ｅ） 合成樹脂エマルション系複層仕上塗材

複層塗材　（ＲＥ） 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材

・ 屋上点検口 ・ ５－２１－１

・ 屋上管類貫通部 ・ ５－２２－１

・ クーリングタワー基礎 ・ ５－２２－２ ・ ５－２２－３

　テレビアンテナ基礎

・ 屋上換気塔 ・ ５－２１－２ ・ 図　示

・ 煙　突 ・ 図　示

・ タラップ

・ と　い ・ ５－３１．３２．３３

・ ルーフドレン ・ ５－３２－１

・ ５－３３－１

・ トップライト ・ Ｅ－０２－３ ・ 図　示

・ ＥＸＰ．Ｊ金物 ・ 既製品

・ 手すり ・ アルミ

・ ステンレス（図示）

・ スチール（図示）

・ 図　示・ 旗　竿

・ くつふきマット

・ Ｈ－１２－１

・ Ｓ－１３

・ 笠木兼用避雷導体 ・ Ｅ－０１－１

・ Ｈ－２１－１・２・３

・ ８－２１－１・２・３

・ Ｈ－１３－

・ Ｈ－１４－

・ Ｇ－０２－１

・ くつ洗い流し ・ ８－２２－１ ・ ８－２２－２

・ Ａ－０４－１・２・３・４

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ －（　　）

・ 電気用ハンドホール蓋

・ 文字板

・ 庁名板

・ 郵便受

・ 目地

・ 図　示

・ 図　示

・ 図　示

・ 図　示

・ Ｂ－０１

・ Ｈ－１９－

・ グレーチング

・ 図　示

・ 流し台 ・ 図　示

・ フード ・ 図　示

・ コンロ台 ・ 図　示

・ 流し上部水切り

・ つり戸だな ・ 図　示

・ 水切りだな ・ ６－１１－５ ・ 図　示

・ 脱衣箱 ・ ６－３２－１

・ 天井点検口 ・ ３－４２－２

・ 床点検口 ・ 既製品

・ 一般便房 ・ ６－２２

・ 便所手すり

・ トラフ ・ １－２１－

・ くつふきマット

・ タラップ

・ 図　示

・ フック

・ Ｓ－２１－１

・ グレーチング受枠

・ 浴室まわり ・ ６－３１－

・ Ｆ－０１－１

・ Ｆ－０１－２

・ Ｆ－０１－１

・ Ｆ－０１－３

・ Ｆ－０１－４

・ 背もたれ付　Ｈ－１６－２

・ Ｈ－１６－１

・ Ｕ型　Ｈ－１７－１

・ ６－２８－１・２・３・４・５

・ Ａ－０３－

・ Ｈ－２１－

・ Ｈ－１５－

・ ８－２１－

・ 既製品　　　　　　

・ 車いす使用者

・ オストメイト用便房

・ ６－２３－１・２・３

・ ６－２４－１・２・３・４

・ 車いす使用者便房 ・ ６－２５－１

・ 多機能便所 ・ ６－２６－１・２・３・４

・ Ａ－０４－

・ 図　示

   簡易型便房

・ カーテンボックス ・ 鋼　製

・ アルミ製 ・ ３－３１－３

・ Ｃ－０１－１

・ Ｃ－０１－２
・ 屋内掲示板 ・ 既製品

・ 手すり ・ アルミ

・ 図　示　　

・ 階段手すり ・ アルミ　　　　　　

・ 図　示

・ 吸音壁

・ 断熱材打込み ・ ７－０１－１

・ 押　入

・ ホイストレール

・ クレンガーダー ・ 図　示

・ 搬入口 ・ 図　示

・ マンホール蓋 ・ 図　示

・ 室名札 ・ ８－４３－１

・ ピクトグラム ・ ８－４４－１

・ ８－４２－１

・ 下足箱 ・ 図　示

・ ７－１２－

・ 庁舎案内板、

・ Ｈ－１３－

・ Ｈ－１２－１

・ Ｈ－１２－１

・ Ｈ－１４－

・ Ｈ－１３－２

・ 図　示

・ ６－４６－１

・ Ｓ－１５－１

・ Ｂ－０２－

・ Ａ－１３－１

      各階案内板

・ ３－３１－１・２

・ ３－３２－５・６・７

階
高さ

Ｃ コンクリート下地

ＥＣＰ 押出成形セメント板下地

備   考

ＷＰ

複層塗材　（Ｓｉ） けい酸質系複層仕上塗材

ＬＥ

ＮＡＤ

ＡＣ

ＧＰ

ＳＯＰ

ＯＳ

ＵＣ

ＥＰ－Ｔ

ＥＰ－Ｍ

ＥＰ

ＤＰ（ＦＵＥ）

ＤＰ（ＡＳＥ）

ＤＰ（ＵＥ）

ＡＥ

ＦＥ

ＣＬ クリアラッカー塗り

フタル酸樹脂エナメル塗り

アクリル樹脂エナメル塗り

２液形ポリウレタンエナメル塗り

アクリルシリコン樹脂エナメル塗り

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント塗り

多彩模様塗料塗り

合成樹脂エマルション模様塗料塗り

ウレタン樹脂ワニス塗り

オイルステイン塗り

合成樹脂調合ペイント塗り

グラファイトペイント塗り

アクリル樹脂ワニス塗り（アクリル樹脂クリヤ塗り）

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

ラッカーエナメル塗り

木材保護塗料塗り

（上塗材：フッ素樹脂）

押え・仕上下地・防水層

屋   根
パラペット 庇 バルコニー ハンドホール

・ ブラインドボックス

官庁営繕部監修）を示す。

特記以外の木、鉄部の塗装はＳＯＰとする。但し、和室回りは除く。３．

付属物のうち、室名札、床点検口、掲示板、案内板、ピクトグラフ、階段表示板等は、４．

平面図による。

付属物のうち、カーテンボックス、ブラインドボックス、ブラインド、天井点検口等は５．

ＰＦ板、木毛板等打込み箇所は、別図による。６．

７．

８．

天井伏図による。

内壁の見え掛りとなるＰＦ板打込み部分は、ＧＢ厚１２．５直張り（継目処理工法）とし、

塗装は、その部屋の壁面と同様とする。

９．

直接地業工事に接する内部床のコンクリート下地には、防湿層としてポリエチレンフィ

ルム厚０．１５の敷込みを行う。ただし、床仕上げがビニル床タイル、ビニル床シート及

び合成樹脂塗床、床用塗料の場合とする。

打放し仕上げの出隅部分は、面取りを行う。

天井回り縁は、アルミ製、天井付き目地とする。

天井仕上ボード張りのうち、ＧＢ－ＮＣ（NＴ）及びＤＲ（下地ＧＢ共）は突付け張りとし、

壁のボード張りは水平方向には原則として継手は設けない。

１０．

１１．

ＥＰ－Ｇ

１Ｆ 1-01-3

　ポ ン プ 棟 仕 上 表

・ ８－３１－２

・ 背もたれ付　８－３１－３

段鼻：磁器質ノンスリップタイル

床： Ｃ(Ｂ)
【ポンプ井屋根】

【ポンプ室屋根】

下　地：Ｃ直均し

下　地：Ｃ直均し

防水層：塗膜防水（Ｘ-２）

笠木：Ｃ直均し 天端：Ｃ直均し 塗膜防水（Ｘ-２）

鼻：Ｃ(Ｂ)の上

外装薄塗材（Ｅ）

外装薄塗材（Ｅ）

外装薄塗材（Ｅ）

裏：Ｃ(Ｃ)の上

150×60（垂れなし）

ポンプ室

１０１２けい酸カルシウム板（タイプ２） ＮＭ－８５７８仕上

下地
GB－Ｒ

１２．５ １２．５

９．５

１２

１２．５

１２．５

下地

９．５

GB-NC（Ｎ）

GB-NC（ＮＴ）

GB（Ｗ）

ＤＲ

特記なき限り

材 料 名 材 料 名

仕
上
材
料
の
厚
さ

壁（m/m）天井（m/m）

ＮＭ－８６１３

ＮＭ－８５９９

ＮＭ－８６１９

又は同等

ＮＭ－８６１４

備  考種別

２５

Ｃ

ＡＭ

土木工事

建築機械設備工事

建築電気設備工事

プラント機械設備工事

プラント電気設備工事

ＡＥ

ＰＭ

ＰＥ

：

：

：

：

＜　　　　　＞

＜　　　　　＞

＜　　　　　＞

＜　　　　　＞

＜　　　　　＞

：

２５

種別

工
事
区
分
略
号

押出法ポリスチレンフォーム保温材

壁             紙

壁（m/m）天井（m/m） 備  考

グラスウール吸音板 ２５２５仕上 ＮＭ－８６０６(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ張り)

7,
80

0

3
,9

00
3,

9
00

Ａ

Ｂ

Ｃ

7,
80

0

3
,9

00
3,

9
00

Ａ

Ｂ

Ｃ

１ ３

9,500

75

１ ２

4,775

7,
95

0

75
75

１ ３

9,500

4,775

75

Ａ

水槽

Ｂ

２

4,800 4,800

4,750 4,750 4,750 4,750

Ｃ直均し

ポンプ井
無筋Ｃ
t=600
～350

水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂塗装
JWWA K 143適合

1-01-3

Ｃ
2-02-72-02-7 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂塗装

JWWA K 143適合
壁と同じ 天井と同じＣ

3-01-11

木毛セメント板打込み

 t=25

外装薄塗材Ｅ

3-01-10直天

直天

2-02-7 2-02-7壁と同じ Ｃ

２

1,000
325

３
7,

95
0

75
75

アルミ手摺 H=1100

ステンレス蓋（通気口付き） 開口800×800
ステンレスタラップ（背もたれ付き）

Ｃ

Ｃ(Ｂ)

Ｃ(Ｂ)
塗膜防水（Ｘ-２）

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

37.9612537.96125

３

２

１

×

建築面積

×

×

7.800 4.800

(           ) (           )

(           )

4.775

75.40㎡37.96㎡

37.96125

37.44

Ａ

記 号場 所 計 算 式 施工床面積

面積算定表

Ｂ

×

×

建築基準法上の床面積

１階 7.800 4.800
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アルミ手摺　詳細図

設計条件

形状設計条件部材名 荷重方向

下部のバラスター1.5ｋN/m設計耐力 支柱間隔 笠　木 高　さ 控　柱すき間中心間隔

水平方向 1,800500Ｎ/mで1/500以下かつ5mm以下
1,100 100 廊下・バルコニーたわみ量 又は2,000

局部荷重500Nで1/100以下
笠木 1,100 100 屋　上

1.0ｋN/m設計耐力

 900  50階　段500Ｎ/mで1/500以下かつ5mm以下垂直方向
たわみ量

局部荷重500Nで1/100以下 部材厚 3mm以上 3mm以上 3mm以上

設計耐力 2.7ｋNまたは3.0ｋN
支柱 水平方向

たわみ量 局部荷重500Nで1/100以下

単位(mm）

仕様

１）　材種は、JIS H4100によるA6063SｰT5またはA6063S-T6またはA6061S-T6とし　

押し出し形材を使用する。

１）　現場取付作業以外の組立などは工場製作とする。 　　

伸縮目地は必要に応じて設ける。

２）　切断面の処置はバリ等を適切な方法で除去する。 JIS G3101によるSS400とし亜鉛めっきはJIS H8610の

端部の小口は同材にてふたをして仕上げる。 5級（クロメート被膜はJIS H8625のCM2C）以上とする。

４）　小ネジの類はステンレス製（SUS304、SUS305J1またはSUSXM7）とする。３）　設計耐力及びたわみ量は、工場にて試験を行い監督職員に報告する。

なお、公的試験場の試験成績書をもって、これに代える事が出来る。

アルミ手摺
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２）　表面処理は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）14章2節［表面処理］のBB-1種とする。

３）　支柱、笠木、控柱には補強材を使用しない。その他の部位に使用する補強材は

下水道施設標準図(詳細)令和2年度 H-12～H-14参照
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A-15部分詳細図（２）
図示

基礎詳細図

六角ボルト M10
強度区分4.6以上水抜孔 支柱
絶縁プッシュ付

ベースアングル
SS400L50×50×4

1
00

固定式

水抜孔 支柱

モルタル充填
モルタル充填

100以上
100以上

20
0

ベースアングルタイプ埋込タイプ

2050

20

1
5 3

0

15

水切部

庇

外壁目地・面取り　詳細図

足掛金物詳細図

35
0

35
0

Ｈ
１

35
0

35
0

35
0

Ｈ
２

記号 Ｗ１ Ｈ１ Ｈ２

T-1  370

本数 箇所数 足掛金物総数 備考

2500

Ａ

Ａ
φ

φ

スリップ止め

ポリプロピレン

φ+8

4 4

芯材

ＷＨ

Ｌ
2

Ｌ
1

Ｗ

足掛金物選定表

品種

300

400

Ｌ1 Ｌ2 Ｈ φ

250

300

100

150

50

50

19

22

ピ
レ
ン

ポ
リ
プ
ロ

4700

下水道施設標準図(詳細)令和2年度 H-15-1参照

屋上取合い 詳細図

25
0

30

28
0

3
20 屋根：Ｃ直均し

塗膜防水（X-2）

90

２

水上

水下

+148.06

+147.96

70
0

1
00

60
0

１　ポリプロピレン製の形状寸法は製造メーカーの

　　仕様による。

３　壁に100mm以上埋め込む。

４　足掛り部のすべり止め加工は150mm以上とする。

２　芯材の材質は、SWCH12R,SUS304又はSUS403とする。

一般事項

※　Ｈ２の寸法は350程度とする。

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(S=1/20･10)、S=1/40・20

(S=1/10)　S=1/20

(S=1/2)　S=1/4

13 26

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所
図示

部分詳細図（３）

鋼製グレ－チング溝蓋、受枠詳細図

（滑り止め加工品）

2
00

鋼製グレーチング 蓋

床用 3.5kN/m2荷重

２　受枠は、SS400とし、アンカー筋(φ13mm)で躯体の鉄筋に溶接して固着する。

３　設計荷重は、床用3.5KN/㎡以上車両用T荷重以上とする。

４　許容たわみ量は、床用1/300以下車両用1/500以下とする。

１　グレーチングは、SS400電気圧接式溶接構造とし表面処理はJIS H 8641の2種55溶接亜鉛メッキを行う。

　　固着点は、偶角部については角を構成する辺に1点づつ、辺については500mm以内の等間隔とする。

一般事項

５　受枠・受梁は蓋の材質・仕上げと同じとする。 アンカ－は受枠と同素材とする。

SS400 1

取付場所記号 Ｗ Ｌ 材質 個数 荷重条件 備考

G-1 建築工事ポンプ室 1,700 3.5kN/㎡

止水板 詳細図

１階　平面図 S=1/100

ポンプ井

ポンプ室

ポンプ井

１ ２ ３

(水槽壁下)

断面図 S=1/50

A-16

排水溝

400 4,400 400

200 4,800 200

Ｃ

Ｂ

Ａ

40
0

3,
50

0
4
00

4
00

3
,5

0
0

2
00

3
,9

0
0

3,
90

0
2
00

20
0 20
0

固定ｱﾙﾐ・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ廻り詳細図

85

5

ａ

1
00

40

800

755

3
0

40
0

3
70

30

80
0

80

固定ｱﾙﾐ・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ廻り詳細図  S=1:10

※特記なき限り材質はSUS316とし仕上げは 2B程度とする。
網枠FB30×2

ａ部詳細図  S=1:2

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ板 t=2

防鳥網受枠L-40×40×5

10ﾒｯｼｭｸﾘﾝﾌﾟ網

ﾅｯﾄ全溶接

化粧ﾅｯﾄ M6

30

30

30

30

780

720

7
10

6
50

165 165 165 165 30

55
1
35

13
5

1
35

13
5

55

防鳥網詳細図 S=1:10

10
0

1
00

5

8
0

4
0

4
0

80

40

800

755

7
30

6
50

固定ｱﾙﾐ・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ廻り平面詳細図  S=1:10

網枠FB30×2

防鳥網受枠L-40×40×5

ﾌﾟﾛﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ t=5

化粧ﾅｯﾄ付ﾎﾞﾙﾄ M10 N=10

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ t=2

網枠FB30×2

10ﾒｯｼｭｸﾘﾝﾌﾟ網

9ｷﾘ

防鳥網受枠L-40×40×5

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ t=2

建具廻り防水ﾓﾙﾀﾙ詰め

ﾌﾟﾛﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ t=5

化粧ﾅｯﾄ付ﾎﾞﾙﾄ M10 N=10

四方ｱﾙﾐ額縁

SUS防虫網ｱﾙﾐ枠

ｱﾙﾐ固定ｶﾞﾗﾘ700×700

70
0

1
5

15

73
0

(水槽壁下)

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(S=1/5)　S=1/10 設計荷重床用3.5kN/㎡以上　許容たわみ床用1/300以下 (S=1/100・50)　S=1/200・100

(S=1/10）　S=1/20

（歩行用 W=150用）

排水溝勾配ﾓﾙﾀﾙ

1
9

150

歩行用（W=150）

鋼製グレーチング 蓋

（滑り止め加工品）

（歩行用）

150

打継用止水板(CF200×5)

打継用止水板(CF200×5)

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

70

60
0

1,
2
00

30
0

2
,9

00
1
00

水上

水下

+148.06

+147.96

1FL+145.06

Ｃ（Ｂ）

柱　型

梁　型

天　井

備　考

Ｃ（Ｂ）

Ｃ（Ｂ）

木毛セメント板打込み t=25 外装薄塗材Ｅ

4,750

３２

Ａ面

3,900 3,900

ＡＢＣ

Ｂ面

4,750

３ ２

Ｃ面

3,9003,900

Ａ Ｂ Ｃ

Ｂ面

室　名

床

壁

幅　木

ポンプ室

ポンプ室

水槽側壁：Ｃ（Ｂ） 塗膜防水（X-2）

600 1,800 1,500 2,200 1,200 500

4
0

2,
0
00

30
0

550

670 350

1
,8

25
35

0

700

350 550

5
0 1
503

0

100

150150

無筋Ｃ t=300 Ｃ直均し

30
0 1
00

5
00

70
0

700 300 700 320 350 1,030

20
0

1
00

460 380 1,475 650 900 650 1,585 400 700 450

15
0

350 1,275

2,
00

0
2
00

150

1,100

2,
00

0

φ100

30
0

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂塗装 JWWA K 143適合

木毛セメント板打込み t=25

Ｃ（Ｃ）

外装薄塗材Ｅ

外装薄塗材（Ｅ）

Ｃ（Ｂ）

展開図・天井伏図

ポンプ室

ポンプ井

ａ

ｄ

ｄ

ｄ

ｃ

ｂ

ｂ

3
,9

0
0

3
,9

00

7,
80

0

Ｃ

Ｂ

Ａ

70
0

85
0

80
0

1,
05

0
5
00

5
00

1,
0
50

80
0

85
0

70
0

4,750 4,750

9,500

３１ ２

545

800

2,300 400 2,050

ポンプ井

ａ

50A

φ150 φ300

φ150 φ300

50A

590 1,100

A-17

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/50)

1/100
１階 天井伏図

(S=1/50)
S=1/100

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



附属金物一式

70

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

建具金物

その他

場所

見込　　　（ランマ）

符号　・　名称　・　個数

枠記号　沓摺（水切）記号

見込取合　　沓摺

ガラリ

硝子　　　（ランマ）

建具枠

建具

仕上（枠共）

建具　リスト

形状・寸法

１
1
AD 外部用アルミ両開きドア

メーカー仕様による

メーカー仕様による

附属金物一式,フランス落し
ＤＣ,レバーハンドル ,シリンダー本締り錠

ポンプ室

附属金物一式

ＢＢ－１

メーカー仕様による

70

1

ポンプ室

1
AW 引き違い窓

Ｎ　t=6.8

ガラス繊維網戸

（ｸﾚｾﾝﾄ　FL+1500以下）

FL

1,200

6
00

1
,2

0
0

FL

40
2,

00
0

1,800

ＢＢ－１

メーカー仕様による

70

1AG アルミガラリ

ロ－１　開口率30%

ポンプ室

1

FL 50
0

Ｐ

５．　特記なき限り外部に面するガラリは防鳥網付きとする。

６．　アルミニウム製窓の締り金物、排煙口操作レバーの位置は床から１，５００以内とする。

７．　大型、気密鋼製建具はシリンダ本締り錠付きとする。

　８．　特記なき限り内部建具ガラリはイ型とする。（枠廻り

詳細による。）

　９．　特記なき限り鋼製戸の見込みは４０ｍｍとする。

１０．　防火戸の位置は建具配置図による。

１１．　特記なき限り気密扉・簡易気密扉の吸音材の充填は

　　　　行なわないものとする。

１２．　アルミ製建具の性能等級はＢ種以上とする。

１．　特記なき限り外部はシリンダ箱錠（内部サムターン）とし内部は本締り付きモノロックとする。

　　　但し、押板、押棒の場合は、シリンダ本締りとする。

２．　パイプスペース、ダクトスペースの点検扉の鍵はシリンダ本締り錠（特記なき限り同一キー）とする。

３．　便所等の施錠を必要としない箇所は空錠とし、押板、押棒の場合は錠不要とする。

４．　ＡＨ、ＦＨを除きＤＣの有無にかかわらず出入口には戸当り、あおり止め（防火戸を除く）をつける。

　　　壁仕上げボード類等の場合は床付とする。（但し、通行に支障のあるものは除く。）

種     別

ア ル ミ ニ ウ ム 製

鋼     製

鋼  製  軽  量

ス テ ン レ ス 製

木   製

型板ガラス

フロート板ガラス

網入型板ガラス

網入みがき板ガラスＮＰ

Ｎ

Ｐ

Ｆ

ＳＳＤ ＳＳＷ

ガラリ窓

ＡＤ

ＳＤ

ＬＤ

ＡＷ

ＳＷ ＳＧ

ＷＧＷＷＷＤ

ＳＳＧ

ＡＧ

戸

ＡＯＤ

ＳＯＤ

紙障子 ふすま 網戸

ａＷＡＳ

ＳＳ

ＬＳ

ＳＳＳ

Ｈ

ＤＣ　

ＡＨ　

ドアクローザー

オートヒンジ

フロアヒンジ

ピポットヒンジＰＨ　

ＦＨ　

ヘッドドア
オーバー

シャッター

１３．　表中の〈特防〉は１０９条の　特定防火設備を示す、

また、〈防〉は　防火設備を示す。

ガ
ラ
ス
略
号

建
　
具
　
略
　
号

金
 
物
 
記
 
号

共
　
　
通
　
　
事
　
　
項

ポンプ井

ポンプ井

ポンプ室

AD
1

Ａ

Ｂ

Ｃ

２ ３１

1
AW

建具配置図・建具表

700

70
0

1
AG

額縁:アルミ 25×40（3方向） 額縁:アルミ 25×40 額縁:アルミ 25×40

ＢＢ－１

枠：Ａ-3-2   水切：ａ-１(W=165)枠：Ａ-3-2   水切：ａ-１(W=165)

Ａ-3-2

平面

断面

アルミ製建具

アルミニウム製

ａ－１

水切り

４－５１－１

イ－１　ＡＧ　　開口率　３０％ 　－１　ＡＧ　　開口率　３０％

イ－１ ロ－１ ハ－１

ガラリ形状

ハ－１　ＡＧ　　開口率　３０％

ステンレス防虫網付き

A-18

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/50･100)

1/100･200

１階 建具配置図
(S=1/100)
S=1/200

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



管理道路 +106.00

+145.20

38
,6

00

法面保護（モルタル吹付）

地　山

17,000

+101.19

+144.60

+90.93 水路

53
,6

70

30°

法面保護（モルタル吹付）

14
,
25

0
72,200

41,000

67,000

46,200

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

新揚水ポンプ所株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎 鹿児島市建設局建築部建築課

A-19崖断面図（参考図）

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/200)

1/400

地盤改良

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

新揚水ポンプ所株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎 鹿児島市建設局建築部建築課

1/100

144.37

144.52
144.26

144.14

144.07

143.86

143.79

144.41

144.56

144.61

144.79

144.80

146.05

146.04

146.05

144.50

144.69

144.33

144.32

144.74

落
蓋
側
溝
300×

300

落
蓋
側
溝
300×

300

S-8

144.162

1000/700×
700

Ｅ

水

As

Co
Co

As

As

As

As

As

落蓋側溝300×300

KBM.2　H=144.526m

ポンプ室

ポンプ井 ポンプ井

１

4
,7

50
4
,7

50

２

３

3,
90

0

共通仮設計画図（参考）

3,900 3,900

Ａ Ｂ Ｃ

クロスゲート（H=1.8ｍ）

L=6.0ｍL=100.0ｍ

仮囲い（成形鋼板H=2.0ｍ）

現場事務所

仮設トイレ

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事

A-20



144.37

144.26

144.14

144.07

143.86

143.79

144.56

144.61

144.79

146.04

146.05

144.50

144.69

144.33

144.32

144.74

落
蓋
側
溝
300×

300

落
蓋
側
溝
300×

300

S-8

144.162

1000/700×
700

Ｅ

水

As

Co
Co

As

As

As

As

KBM.2　H=144.526m

ポンプ室

ポンプ井 ポンプ井

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

新揚水ポンプ所株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎 鹿児島市建設局建築部建築課

3,900

Ａ Ｂ Ｃ

A-21舗装撤去範囲図

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

1/200

（1/100）

特　記

◎51.舗装の切断作業時に発生する排水の具体的な処理方法

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。

回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については、変更契約できるものとする。

「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、

適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならないほか、

４７.産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出に従い、処分状況等の記録（Ｅ票の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表）を工事完成図書に添付すること。

２

15
.4

5

15.75

3.60

9.19

12.13

2

3

19
.1
3

面積表

番 号 底辺(m) 高さ(m) 倍面積（m2)

1

2

3

舗装撤去面積

計

15.75 3.60

19.13

19.13

12.13

9.19

56.7

232.0

175.8

464.5

232.3

11.50

A

15
.3

0

3,66

舗装切断長さ

A ＋ ＋ ＋B C D

落蓋側溝300×300

600

8020
0

平面図

80

200

15
0

50
10

0

断面図

既設車止め詳細図（撤去）
（S=1/20）S=1/40

1

車止め撤去：14個

＝15.45＋15.30＋11.50＋3.66

＝45.91ｍ

B

CD

15.16

0
.0

2
1
5.

3
0

2.783.900.923.66

15.16

0.
13

3.
60

4
.7

5
4
.7

5
2
.2

2

1
5,

45

１

３

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



壁

柱

壁

ｄ

Ｄ

Ｄ

ｄ

Ｄ

ｄ

ｄ

ｄ

ｄ

Ｄ
Ｄ

ｄ

Ｄ
ｄ

１ ０ ０ mm

４ ｄ 以上かつ６ ０ mm以上

６ ｄ 以上かつ ６ ０ mm以上

かぶり 厚さ

厚さ

増打

あば ら 筋

かぶり 厚さ

かぶり 厚さ

かぶり 厚さ

かぶり 厚さ

シ ーリ ン グ

帯筋

躯体面

土木工事

建築工事

ａ

ａ   部

ａ

柱 梁 基礎

かぶり 厚さ

かぶり

かぶり 厚さ

かぶり 厚さ

かぶり 厚さ
かぶり 厚さ

かぶり 厚さ

増打

かぶり 厚さ

打継ぎ

４
ｄ

以
上

９ ０ °

１ ３ ５ °

Ｄ

１
０

０
mm

１
２

ｄ
以

上
４

ｄ
以

上

（ 馬筋）

直交方向に ９ ０ °

ｄ

θ

躯
体

面

Ｄ

ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ

Ｄ

ｄ

Ｄ

曲げ
角度

梁

壁

曲げ 内法
直径

位　 置
折曲げ図及び

曲げ
角度

折曲げ後の余長

備　 考

場合を 含む

壁の一部と なる

２ ） 継手部

１ ） 末端部

１ ） 末端部

２ ） 継手部

２ ） 継手部

１ ） 末端部

１ ） 末端部

２ ） 継手部

　  出来ない柱頭部

１ ） 末端部

１ ） 末端部

１ ） 末端部

１ ） 末端部

３ ． １ ． １ 表参照

３ ． ９ ． １ 図参照

３ ． ２ ５ ． １ 図参照

３ ． １ ２ ． １ 図参照

１ ） 最上階の柱頭

　  引き 通す事が
１ ） 下階の柱主筋を

３ ． ８ ． ２ 図参照

３ ． ８ ． １ 図参照

折曲げ 鉄筋１ ０ ｄ 以上

５ ｄ 以上

５ ｄ 以上

５ ｄ 以上

５ ｄ 以上

５ ｄ 以上

ラ ーメ ン 隅角部

使 用 箇 所

２ ０ ｄ 以上

５ ｄ 以上

最上階

一般階

位　 置

中間部

末端部

部　 　 位

柱

梁

継手方式

重ね継手 圧接継手

幅止め鉄筋

帯鉄筋、

定着末端部

帯筋( Ｈ Ｏ Ｏ Ｐ )

(Ｓ Ｔ Ｐ )

四隅の主筋

断面が異な

ン グ基礎の

幅止め筋

煙突の鉄筋

使 用 箇 所

９ ０ °
１ ３ ５ °

９ ０ °

９ ０ °

θ＜９ ０ °

９ ０ °

１ ３ ５ °

１ ８ ０ °

９ ０ °

９ ０ °

上下階の柱

る 場合

あばら 筋

独立フ ーチ

底版筋

砂利または砕石

砂利または砕石

均し コ ン ク リ ート

捨てコ ン ク リ ート

※ １ ０ ０

※ ２ ０ ０

※ ５ ０

※ ６ ０

・  

厚さ （ mm）種　 　 別部　 位

建 築 工 事

土 木 工 事

１ ： 部位によ り 最小かぶり 厚さ の判断が困難な場合は、 監督職員の指示を 得る 。

２ ： 杭基礎の底版・ フ ーチン グ下端筋のかぶり 厚さ は、 ７ . 杭基礎の補強を 参照する 。

部 位

水中・ 土中等

環　 境

大気中

水中・ 土中等

大気中

水中・ 土中等

大気中

部位

７ ０

－

７ ０

－

(注) 梁： 大梁、 小梁、 基礎梁、 片持梁を いう 。

・  

・  

環境 床版・ スラ ブ・ 梁 柱・ 壁 底版・ フ ーチン グ

７ ０

５ ０

７ ０

７ ０

７ ０

－

底版・ フ ーチン グ柱・ 壁

５ ０

７ ０５ ０

５ ０

床版・ スラ ブ・ 梁

対策区分

Ⅰ

Ⅱ, Ⅲ

１ ） 土木工事特記仕様書

２ ） 土木工事共通仕様書

３ ） コ ン ク リ ート 標準示方書・ 施工編

４ ） コ ン ク リ ート 標準示方書・ 設計編

全国上下水道コ ン サルタ ン ト 協会

国土交通省**地方整備局

土木学会

土木学会
事

工
木

土

工

事

築
建

（ 別紙に よ る 。 )

（ 令和 　  年版）

（  2017年版 ）

（  2017年版 ）

基
杭

礎

設計基準

(Ｎ /mm  )

スラ ン プ

（ cm）

※ 普通コ ン ク リ ート

※ 普通コ ン ク リ ート

・

※ 普通コ ン ク リ ート

※ 普通コ ン ク リ ート

・

※ 普通コ ン ク リ ート

※ ２ ４

・   ３ ０

・

※ ２ ４

※ ２ ４

※ １ ８

・

※ １ ８

※ １ ２

・

※ １ ８

※ １ ５

※ １ ２

・

※ １ ５

※ 高炉セメ ン ト Ｂ

・   普通ポルト ラ ン ド セメ ン ト

・   低熱ポルト ラ ン ド セメ ン ト

※ 普通ポルト ラ ン ド セメ ン ト

※ 高炉セメ ン ト Ｂ

・   普通ポルト ラ ン ド セメ ン ト

・

※ 普通ポルト ラ ン ド セメ ン ト

土木

分　 類

鉄筋コ ン ク リ ート

地上

建築
地下

基礎梁
 基礎、

リ ート

鉄　 筋
コ ンク

土木 無筋コ ン ク リ ート

無筋コ ン ク リ ート建築

コ ン ク リ ート 種別 強　 　 度 セメ ン ト の種類

種　 別
径

※ Ｓ Ｄ ３ ４ ５

・   Ｓ Ｄ ３ ９ ０

・   Ｓ Ｄ ４ ９ ０

※ Ｄ １ ３ 以上

・

下記以外

Ｓ Ｄ ２ ９ ５

Ｓ Ｄ ３ ４ ５

重ね継手

ガス圧接

機械式継手

※ Ｄ １ ９ 以上の柱、 梁主筋

※ Ｄ １ ６ 以上の増設端の床、 壁鉄筋

・

・  図面に よ る 。

※ Ｄ １ ６ 以下

※ Ｄ １ ９ 以上

※ Ｄ １ ９ 以上、 Ｄ ２ ９ 以下

　 　 の柱、 梁主筋

土　 木 建　 築

鉄筋の種類

鉄筋の継手

スタ ーラ ッ プ 、

フ ープ 筋　 等

床版

底版

あばら 筋、 帯筋
スパイ ラ ル筋

折曲げ 図
曲げ 内法

直径

区分 径 Ｄ １ ０ Ｄ １ ３ Ｄ １ ６ Ｄ １ ９ Ｄ ２ ２ Ｄ ２ ５ Ｄ ２ ９ Ｄ ３ ２

土　 　 木

建　 　 築

又は建築によ る 。

・
記　 号

符　 号
内　 　 容 ※印の説明及び注意事項

※１ Ｇ ※２

※１ Ｂ ※２

※１ Ｋ ※２

※１ Ｓ ※２ ※３

※１ Ｗ※２

Ｆ ※

※１ Ｃ ※２

Ｃ Ｇ ※

Ｃ Ｂ ※

Ｃ Ｂ ※

（ ※）

Ｓ Ｔ Ｐ

Ｈ Ｏ Ｏ Ｐ

Ｓ . Ｈ Ｏ Ｏ Ｐ

幅止筋

組立筋

フ ーチン グ断面種別

片持小梁断面種別

床用積載荷重

あばら 筋、 スタ ーラ ッ プ

帯筋、 帯鉄筋、 フ ープ

スパイ ラ ル筋、 ら せん筋

幅止め筋

組立て筋

柱断面種別

大梁断面種別

片持大梁断面種別

小梁断面種別

壁配筋種別

床版配筋種別

階段の配筋種別

コ ン ク リ ート ブ ロ ッ ク 壁

打ち 増し 範囲

梁・ 床版の上がり 下がり

※　 番号

積載荷重の値（ ｋ Ｎ ／m  ）

梁、 基礎梁、 小梁

柱

柱

柱、 梁、 壁

床版、 底版

※１ 　 階数

※２ 　 その階の番号

※１ 　 階数、 地中大梁はＦ と する

※２ 　 その階の番号

　 　 　 Ｘ 方向１ ， ２ ， ３ ‐ ‐ ‐ ‐

　 　 　 Ｙ 方向Ａ ， Ｂ ， Ｃ ‐ ‐ ‐ ‐

※　 番号、 階別区分はし ない

※１ 　 地中小梁のみＦ と する

　 　 　 地中小梁を 除く

※　 番号、 階別区分はし ない

　 　 　 Ｄ ： 土圧、 水圧を 受ける 壁

　 　 　 階別区分はし ない

※２ 　 壁厚（ cm）

※２ 　 床版厚（ cm）

※３ 　 配筋種別（ 英大文字）

　 　 　 階別区分はし ない

※１ 　 片持床版のみＣ と する

　 　 　 Ｂ ： 二辺固定床版形

※１ 　 Ａ ： 片持床版形

※２ 　 配筋種別（ 数字）

　 　 　 階別区分はし ない

※　 壁厚（ cm）

一般に は基準Ｆ Ｌ よ り の＋、 －に

応じ た凡例によ り 表示

※２ 　 階別区部はし ない

※１ 　 Ｅ ： 耐震壁、 Ｋ ： 階段壁

2

2

※本図面は（ 一社） 全国上下水道コ ン サルタ ン ト 協会が著作権を 有する も ので ある 。

   使用に あたっ ては、 上記協会への使用願いの提出と 、 配布番号の記載が必要である 。

   枠外右下の【 協会員番号】 と 【 配布番号】 の記載が無い 図面は無効と する 。

３ ． ２ ． １ 図の　  印

３ ． ２ ． １ 図の　  印

１ ） 建築工事特記仕様書

国土交通省大臣官房官庁営繕部

（ 別紙に よ る 。 )

（ 令和　 4　 年版）

（ 令和　 　 　 年版)３ ） 建築工事一般仕様書

４ ） 公共建築工事標準仕様書（ 建築工事編）

（ 別紙に よ る 。 )２ ） 建築改修工事特記仕様書

国土交通省大臣官房官庁営繕部 （ 令和　 4　 年版）５ ） 公共建築改修工事標準仕様書（ 建築工事編）

３ ． １ ． ２ 表　 鉄筋曲げ 加工（ ２ ）

（ １ ） 設計図は監督職員の承諾を 得なければ変更し てはなら ない。

　 　  変更の必要を 生じ た場合は、 監督職員と 協議する こ と 。

（ １ ） 本構造細目共通図は、 下水道施設における 処理場、 ポン プ場の複合構造物に適用する 。

（ ２ ） 土木工事と 建築工事の区分は図面によ る 。

（ ３ ） 図面及び構造細目共通図に記載さ れていない事項は、 下記に基づく も のと し 、 こ れら に

　 　  相違がある 場合は監督職員に確認し 指示を受ける 。

土木の鉄筋の種類及び継手は１ ． ２ ． １ 表によ る 。 　

平 面

３ ． ２ ． １ 図　 異形鉄筋の末端部

（ １ ） Ｄ は、 折曲げ内法直径を示す。

（ ２ ） ｄ は、 鉄筋直径（ 呼び名） を示す。

３ ． ２ ． １ 表　 フ ッ ク を 設け る 位置

３ ． １ ． １ 表　 鉄筋曲げ 加工（ １ ）

１ ． ４ ． １ 表　 砕石及び均し コ ン ク リ ート 、 捨てコ ン ク リ ート の仕様

※　 通常の施工の場合

・ 　 塩害対策地域の施工の場合

３ ． ３ ． １ 図　 鉄筋のかぶり 厚さ

３ ． ３ ． １ 　 かぶり 厚さ

３ ． ３ ． １ 表　 鉄筋の最小かぶり 厚さ ( mm)

（ ３ ． ３ ． １ 図） を いう 。

かぶり 厚さ と は、 一番外側の鉄筋（ 幅止め筋を 除く ） の外面から 躯体面ま での距離

を加えた厚さ 以内に納める も のと する 。

均し コ ン ク リ ート の厚さ を含ま ない。

３ ． ３ ． ２ 　 最小かぶり 厚さ

最小かぶり 厚さ は、 ３ ． ３ ． １ 表によ る 。

床版、 梁、 基礎及び擁壁で、 直接土に接する 部分のかぶり 厚さ には、

砕石及び均し コ ン ク リ ート 、 捨てコ ン ク リ ート の厚さ は１ ． ４ ． １ 表によ る 。

設計図中で 使用する 記号及び符号は、 ２ ． １ ． １ 表及び２ ． １ ． ２ 表を 標準と する 。

鉄筋の折曲げ加工は、 ３ ． １ ． １ 表及び３ ． １ ． ２ 表を標準と する 。

異形鉄筋の末端部には、 ３ ． ２ ． １ 表によ り フ ッ ク を設ける 。

１ ． ３ ． １ 表　 コ ン ク リ ート の仕様　

土木のコ ン ク リ ート の仕様は１ ． ３ ． １ 表によ る 。 　

注１ ： 無筋コ ン ク リ ート には均し コ ン ク リ ート 、 捨てコ ン ク リ ート を含む。

１ ． ２ ． １ 表　 鉄筋の種類及び継手

　 　 　 適用する 。 ・  印と  ※ 印のある 場合は、 共に適用する 。

（ ４ ） 項目は、 ・  印のついたも のを適用する 。 ・  印のない場合は、 ※ 印のある も のを

２ ． １ ． １ 表　 鉄筋の断面表示　

２ ． １ ． ２ 表　 一般凡例

（ 用語の定義）

・ 床版と は、 常時荷重及び地震時荷重を負担する 主部材を いう 。 壁式構造のボッ ク ス

 カ ルバート やラ ーメ ン 構造の頂版や底版がある 。

・ スラ ブと は、 常時荷重のみを 負担する 梁に支持さ れる 副部材を いう 。

建築の鉄筋の種類及び継手は、 別紙建築工事特記仕様書又は建築改修工事特記仕様書　

に よ る 。 　

建築のコ ン ク リ ート の仕様は、 別紙建築工事特記仕様書又は建築改修工事特記仕様書

に よ る 。 　

※1 【 064-005追記】  「 下水道施設」 、 「 処理場」 は、 それぞれ「 水道施設」 、 「 浄水場」 に読替える こ と 。

※1

１ ． １ 　 適用範囲

２ ． １ 　 記号及び符号

１ ． ２ 　 鉄筋の仕様

１ ． ３ 　 コ ン ク リ ート の仕様　

２ ． ２ 　 一般注意事項

１ ． ４ 　 砕石及び均し コ ン ク リ ート 、 捨てコ ン ク リ ート

３ ． １ 　 鉄筋の折曲げ 加工

３ ． ２ 　 異形鉄筋の末端部

３ ． ３ 　 鉄筋のかぶり 及び間隔１ 　 特記事項

構 造 細 目 共 通 図（ 複合構造物）

２ 　 共通事項

３ 　 土木工事

＜ 令和４ 年版 ＞

Ａ ＷＳ Ｃ Ｊ （ 第５ 版） －０ ６ ４ －０ ０ ５

鉄筋組立後のかぶり 厚さ は、 最小かぶり 厚さ 以上を 確保し 、 最小かぶり 厚に許容誤差10mm

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所
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Ａ ＷＳ Ｃ Ｊ （ 第５ 版） －０ ６ ４ －０ ０ ５

ｂ : かぶり 厚さ

Ｄ : 梁のせい

ａ : 上下の柱幅の差( a≦１ ５ ０ ）

全長

全長

折曲げ 半径

（ ※２ ）

（ ※１ ）

（ ※1） ： 柱せいの３ /４ 倍以上かつ２ ０ ｄ 以上

余長１ ２ ｄ 以上

※破線部は、 同一平面にある 鉄筋の上端と 下端と で 重ね継手位置を 交互に する こ と 、

並びに同一断面に ある 鉄筋で は、 奥行き 方向に 重ね継手位置を 交互と する こ と を

それぞれ示す。
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３ ． ４ ． １ 　 梁・ 壁・ 床版

鉄筋相互のあき は、 下記（ １ ） 、 （ ２ ） 、 （ ３ ） の最大値以上と する 。

（ １ ） 粗骨材の最大寸法の４ /３ 倍

３ ． ４ ． ２ 　 柱

鉄筋相互のあき は、 下記（ １ ） 、 （ ２ ） 、 （ ３ ） の最大値以上と する 。

（ １ ） 粗骨材の最大寸法の４ /３ 倍

（ ２ ） 最小のあき ４ ０ mm

（ ３ ） 柱、 梁の交差部（ パネルゾ ーン ） の帯筋のせん断補強比は、 ０ ． ２ ％以上を 確保し 、

（ １ ） フ ッ ク 及び継手の位置は交互と する 。

　 　  補強筋間隔は１ ． ５ Ｐ 以下と する 。

３ ． ８ ． ２ 図　 上下の柱断面が異なる 柱主筋の折曲げ及び定着

３ ． ５ ． ３ 　 梁主筋の柱内定着

（ １ ）  同一断面での継手は軸方向に相互にずら す。

（ ２ ）  ずら す距離( Ｌ ) は、 太いほう の鉄筋径の２ ５ 倍以上と する 。

（ ４ ）  継手部の鉄筋のあき は、 粗骨材の最大寸法以上と する 。

（ ３ ）  前記（ ２ ） を確保でき ない場合等は、 監督職員の承諾を 得て、 ガス圧接継手又は機械式

継手工法を採用する こ と ができ る 。

３ ． ６ ． １ 図　 重ね継手工法

３ ． ６ ． １ 　 鉄筋の重ね継手

（ １ ） 柱の継手及び圧接中心位置は、 梁上端から ５ ０ cm以上、 １ ５ ０ cm以下かつ

（ ２ ） 梁の継手及び圧接中心位置は下記によ る 。

（ ３ ） 通常の応力と 異なる 場合の継手位置は、 ３ ． ７ ． １ 図によ ら ず図面によ る 。

継手及び圧接中心位置は図面にない場合は、 ３ ． ７ ． １ 図によ る 。

　 　  ３ /４ h   （ h   は柱の内法高さ ） 以下と する 。

　 　  上端筋　 中央： Ｌ   /２ 以内

３ ． ８ ． １ 　 一般事項

（ １ ） 継手長さ はＳ   と し 、 定着及び余長は、 ３ ． ８ ． １ 図によ る 。

（ ２ ） 柱頭定着長さ Ｓ   が確保出来ない場合は、 図面によ る 。

（ ３ ） 上下の柱断面が異なる 場合の柱主筋の折曲げ及び定着は、 ３ ． ８ ． ２ 図によ る 。

（ ４ ） 柱脚定着長さ ２ ５ ｄ (余長１ ２ ｄ 以上)または３ ５ ｄ が確保出来ない場合は、 図面によ る 。

３ ． ８ ． １ 図　 柱主筋の継手、 定着及び余長

（ １ ） 帯筋の形状は、 ３ ． ９ ． １ 図と し 、 種別は図面によ る 。 図面になければ下記によ る 。

　 　  （ ａ ） Ｈ 形と する 。

３ ． ９ ． １ 図　 帯筋組立の形

３ ． ６ ． ２  鉄筋のガス圧接およ び機械式継手

鉄筋のガス圧接継手及び機械式継手は「 鉄筋定着・ 継手指針[2020年版]」 (土木学会)による 。

機械式継手は、 ねじ ふし 鉄筋継手工法と する 。 ま た、 ねじ ふし 鉄筋工法以外の機械式継手を

採用する 場合は、 監督職員の承諾を得る こ と 。

３ ． ５ ． ３ 図　 小梁及びスラ ブ上端筋の梁内折曲げ定着要領

３ ． ５ ． ２ 図　 梁主筋の柱内定着要領

（ ２ ） 最小のあき ２ ５ mm

（ ３ ） 隣り 合う 鉄筋の平均径（ 呼び名の数値） の１ ． ５ 倍

（ ３ ） 隣り 合う 鉄筋の平均径（ 呼び名の数値） の１ ． ５ 倍

（ １ ）  同一断面での継手は軸方向に相互にずら す。

（ ２ ）  ガス圧接の場合のずら す距離(Ｌ )は、 太い方の鉄筋径の２ ５ 倍以上と する 。

（ ３ ）  機械式継手の場合のずら す距離（ Ｌ ） は、 太いほう の鉄筋径の２ ５ 倍以上と する 。

（ ４ )　 機械式継手を イ モ継ぎ 部に使用する 場合は、 構造計算等によ り 当該箇所に塑性ヒ ン ジ が発生

し ないこ と を 確認する 必要がある 。 施工上やむを 得ず機械式継手によ る イ モ継ぎ と なる 場合

は、 継手部が所要の耐震性を有し ている こ と を、 適切な実験や解析等で照査し なければなら

３ ． ６ ． ３ 図　 機械式継手における イ モ継手位置

３ ． ６ ． ２ 図　 ガス圧接継手工法及び機械式継手工法

３ ． ７ ． １ 図　 継手及び圧接中心位置

　 　  下端筋　 両端： 柱面よ り 梁せい（ Ｄ ） 以上離し 、 Ｌ 　 /４ を加えた範囲以内

３ ． ４ ． １ 図　 鉄筋のあき

（ １ ） 鉄筋の重ね継手長さ は３ ． ５ ． １ 表、 定着の長さ は３ ． ５ ． ２ 表によ る 。

３ ． ５ ． １ 　 継手長及び定着長の基本

３ ． ４ ． １ 表　 鉄筋径と 鉄筋間隔の関係一覧

３ ． ５ ． １ 表　 鉄筋の重ね継手長さ

３ ． ５ ． ２ 表　 鉄筋の定着長さ

　 　 　 １ 　 本表の適用は、 鉄筋種類Ｓ Ｄ ３ ４ ５ 、 鉄筋径Ｄ １ ３ ～Ｄ ３ ２ と する 。

３ ． ５ ． ２ 　 継手の特記事項

（ １ ）  継手は極力応力の小さ い位置に設ける 。

（ ２ ）  異なる 径の鉄筋をガス圧接する 場合、 鉄筋径の差が５ mmを超える 圧接をし てはなら ない。

３ ． ５ ． １ 図　 フ ッ ク のある 場合の継手及び定着要領

　 　  を含まない。

（ ３ ） 径が異なる 鉄筋の継手長さ は、 細い鉄筋の径によ る 。

（ ４ ） 継手は相互にずら すこ と を原則と する 。

（ ５ ） フ ッ ク のある 場合の継手長及び定着長には、 ３ ． ５ ． １ 図に示すよ う にフ ッ ク 部分Ｌ ３ ． １ ０ ． １ 図　 帯筋の割付け

（ ２ ） 帯筋の割付けは、 ３ ． １ ０ ． １ 図によ る 。 ただし 、 図面にある 場合は図面によ る 。

（ ２ ） Ｓ   , Ｓ   , Ｓ   の適用区分を 以下に 記す。

　 　  Ｓ  ： 小梁、 スラ ブ(地震力を受けない部材)。

　 　  Ｓ  ： (最上層) 大梁上端、 基礎梁上端、 床版(壁構造)、 床版上端( ラ ーメ ン 構造) 、 底版。

　 　  Ｓ  ： 柱、 壁、 (中間層) 大梁上端、 大梁下端、 床版下端(ラ ーメ ン 構造)、 基礎梁下端。

0

1

ない。 詳細は「 鉄筋定着・ 継手指針[2020年版]（ 土木学会） 」 によ る 。

３ 　 土木工事

３ ． ４ 　 鉄筋相互のあき

３ ． １ ０ 　 帯筋の割付け

３ ． ９ 　 帯筋の形状３ ． ７ 　 継手及び圧接中心位置（ 柱、 大梁）

３ ． ８ 　 柱筋の継手及び定着

３ ． ６ 　 隣り 合う 継手の位置

３ ． ５ 　 鉄筋の継手及び定着

柱、 梁の交差部の配筋例（ ０ ． ２ ％確保）

は継手を 設けても よ い位置を示す

異形鉄筋

      ｄ ： 鉄筋径（ 呼び名）

（ 注） Ｄ ： 鉄筋の最外径

鉄筋相互のあき ： ａ 最小鉄筋芯間隔

４ ７ mm

５ １ mm

５ ４ mm

５ ８ mm

５ ４ mm

５ ８ mm

６ １ mm

６ ５ mm

６ ８ mm

７ ７ mm

鉄筋径 最外径

鉄筋径 (mm)

Ｄ １ ３

Ｄ １ ６

Ｄ １ ９

Ｄ ２ ２

Ｄ ２ ５

Ｄ ２ ９ ３ ３

２ ８

２ ５

２ １

１ ８

１ ４

（ 梁） （ 柱）
ａ ＋Ｄ ａ ＋Ｄｄ Ｄ

鉄筋の

種　 類
鉄筋径 設計基準強度

Ｓ 　 ： 重ね継手長

鉄筋中心間隔２ ０ ０ mm以上 １ ０ ０ mm以上２ ０ ０ mm未満

フ ッ ク なし

Ｓ Ｄ ３ ４ ５

Ｄ １ ６ 以下

Ｄ １ ９ ～Ｄ ２ ２

Ｄ ２ ５ ～Ｄ ３ ２

２ ４ 以上

（ Ｎ /mm ）
２ ７ 未満

４ ０ ・ ｄ

４ ５ ・ ｄ

５ ０ ・ ｄ ４ ０ ・ ｄ

３ ５ ・ ｄ

３ ０ ・ ｄ

フ ッ ク あり フ ッ ク なし

５ ０ ・ ｄ

６ ０ ・ ｄ

６ ５ ・ ｄ ５ ５ ・ ｄ

５ ０ ・ ｄ

４ ０ ・ ｄ

フ ッ ク あり

Ｓ  ： 定着長 Ｓ  ： 定着長 Ｓ  ： 定着長

フ ッ ク なし フ ッ ク あり フ ッ ク なし フ ッ ク あり フ ッ ク なし フ ッ ク あり
設計基準強度鉄筋径

鉄筋の
種　 類

４ ０ ・ ｄ ３ ０ ・ ｄ ３ ５ ・ ｄ ２ ５ ・ ｄ ３ ５ ・ ｄ ２ ５ ・ ｄ

５ ０ ・ ｄ ４ ０ ・ ｄ ４ ０ ・ ｄ ３ ０ ・ ｄ ３ ５ ・ ｄ ２ ５ ・ ｄ

６ ０ ・ ｄ ５ ０ ・ ｄ ４ ５ ・ ｄ ３ ５ ・ ｄ ３ ５ ・ ｄ ２ ５ ・ ｄ

Ｓ Ｄ

３ ４ ５

Ｄ １ ６

Ｄ １ ９ ～

Ｄ ２ ５ ～

以下

Ｄ ２ ２

Ｄ ３ ２

２ ４ 以上

（ Ｎ /mm ）
２ ７ 未満

６ ６ mm

７ ７ mm

柱： ４ ０ mm

梁： ２ ５ mm
粗骨材
最大径

の場合
２ ５ mm

３ ３ mm

（ １ ）
粗骨材径×４ /３ 倍

（ ２ ）
最小あき

（ ３ ）
鉄筋径×１ . ５

２ ０ mm

２ ４ mm

２ ９ mm

３ ３ mm

３ ８ mm

４ ４ mm

パネルゾ ーン

Ｄ １ ３  ＠１ ５ ０≦５ ０ ０

≦６ ０ ０ Ｄ １ ３  ＠１ ５ ０

Ｄ １ ３  ＠１ ５ ０≦７ ０ ０

≦８ ０ ０ Ｄ １ ３  ＠１ ５ ０

Ｄ １ ３  ＠１ ２ ５≦９ ０ ０

≦１ ０ ０ ０ Ｄ １ ３  ＠１ ２ ５

Ｄ １ ３  ＠１ ０ ０≦１ １ ０ ０

≦１ ２ ０ ０ Ｄ １ ３  ＠１ ０ ０

柱幅( mm)

1

2

2 3 4

2

ＣＬ ＣＬ

ＣＬ

Ｌ  /２0

Ｌ 0

Ｌ 0

※1. 5P 、 1. 5P のピ ッ チは１ ５ ０ mm以下と する 。21

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所
－

構造細目共通図（複合構造物）(2) S-02

　 　 　 ２ 　 定着長は折曲げ加工後の直線部分で確保する 。

　 　 　 ３ 　 壁、 床版、 底版の主鉄筋の中心間隔が１ ０ ０ mm未満の場合は、 別途図示によ る 。

2      　 3       4

2

3

4

0

0    　    0

3

　 　  （ ｄ ） Ｓ Ｐ 形に おい て、 柱頭及び柱脚の端部は、 １ ． ５ 巻以上の添巻き を 行う 。

　 　 　 　 　 の場合は１ ０ ｄ 以上と し 、 組立前に 行う 。

　 　  （ ｃ ） 溶接する 場合の溶接長さ Ｌ は、 両面フ レ ア溶接の場合は５ ｄ 以上、 片面フ レ ア溶接

　 　  （ ｂ ） Ｈ 形の１ ３ ５ ゜ 曲げ のフ ッ ク が困難な場合は、 Ｗ－Ⅰ形と する 。
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２ －Ｄ １ ３

２ －Ｄ １ ３
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≦Ｐ ＠

Ｐ ＠Ｐ ＠Ｐ ＠

梁

Ｄ

梁

≦Ｓ

コ ン ク リ ート 打継ぎ

（ ホ）（ ロ ） （ ハ） （ ニ）（ イ ）

二段筋

ｂ

Ｓ Ｓ

Ｓ

下端筋

上端筋

二段筋Ｓ

(※１ )

柱

梁

平面

断面

梁

柱 柱

梁

ｅ

ｂ 部曲げ 内法直径

２ ０ ｄ

ａ 部曲げ 内法直径

２ ０ ｄ (余長) ２ ０ ｄ (余長)

Ｄ

Ｓ Ｓ

Ｓ

１ ２ ｄ
(余長)

全長Ｓ

１ ２ ｄ
(余長)

(※１ )

５ ｄ

Ｓ

Ｄ

ｅ

≧１ ２ ｄ

≧６ ｄ かつ６ ０ mm

Ｐ ＠

≦Ｐ ＠

Ｐ ' ＠ Ｐ ＠ Ｐ ' ＠
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腹筋

幅止め筋

２ －Ｄ １ ３

２ －Ｄ １ ３

１ ２ ｄ ( 余長) ｂ

ａ

Ｓ

(※１ )

(余長)

１ ２ ｄ

１ ５ ｄ ( 余長) １ ５ ｄ ( 余長)

(※１ )

( ※１ )

( ※１ )

柱
(※１ )

(※１ )

Ｓ

ｅ

ｅ

Ｓ

ｅ
Ｓ

柱

( ※１ )

ａ

土木工事

全長＝Ｓ
全長＝Ｓ

(※１ )(※１ )

全長Ｓ 全長Ｓ

( ※１ ) (※１ )
１ ５ ｄ ( 余長)

Ｓ

５ ｄ

ｂ 部曲げ 内法直径（ 継手）
Ｓ

Ｓ

（ 余長） （ 余長）

Ｓ
(継手）

Ｄ二段筋

（ 余長）

ｂ(※１ )

(※１ )
２ ０ ｄ

１ ２ ｄ ( 余長)

１ ５ ｄ １ ５ ｄ

(※１ )

(※１ )

全長Ｓ

１ ２ ｄ ( 余長)

全長Ｓ

梁

柱

梁

Ｄ ≦１ ０ ０

ま たは同径のも のを２ 本重ねたも のと する 。
つり 上げ筋は、 一般のあばら 筋よ り １ サイ ズ太い鉄筋、

梁

柱

Ｓ

全長Ｓ

二段筋
１ ２ ｄ
(余長)

全長Ｓ

２ ０ ｄ

ａ 部曲げ 内法直径

ａ ａ

１ ５ ｄ ( 余長)

(※１ )

(※１ )

( ※１ )

(※１ )

土木工事

全長＝Ｓ 全長＝Ｓ

≒３ ０ ≒３ ０

≒３ ０

≦Ｐ ＠≦Ｐ ＠

2

2 2
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3 3

3

3 3
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3 3

3

3

3

2

3

1

0

≒３ ０≒３ ０

＋（ ※１ ） ＋（ ※１ ）

＋（ ※１ ）
＋（ ※１ ）

１ ２ ｄ
(余長)

Ｌ 　 /４0

全長Ｓ 3 全長Ｓ 3

１ ２ ｄ
(余長)

ｂ

１ ２ ｄ
(余長)

Ｌ 　 /４0Ｌ 　 /４0

Ｌ 　 /４0Ｌ 　 /４0 Ｄ

１ ５ ｄ ( 余長)

全長Ｓ 3

ｅ

Ｄ

(※１ )

(※１ )

Ｓ 2

(※１ )

ｅ

Ｄ

(※１ )

Ｓ 3

≧６ ｄ かつ６ ０ mm

≧１ ２ ｄ ≧１ ２ ｄ

Ｄ

Ｄ

≒３ ０
Ｌ 　 /４0 Ｌ 　 /４0

３ ． １ １ ． １ 　 一般事項

ａ ）  腹筋及び幅止め筋

（ ３ ） 梁の端部で間隔の異なる 場合

（ １ ） 一般の梁

３ ． １ ２ ． ４ 　 腹筋及び幅止め筋

３ ． １ ２ ． ４ 図　 あばら 筋の割付け（ その３ ）

６ ０ ０ ≦Ｄ ＜９ ０ ０

３ ． １ ２ ． ５ 図　 腹筋及び幅止め筋

９ ０ ０ ≦Ｄ ＜１ ２ ０ ０ １ ２ ０ ０ ≦Ｄ ≦１ ５ ０ ０

（ ２ ） 特殊な梁

腹筋及び幅止め筋は、 図面によ る 。

３ ． １ ２ ． １ 　 一般事項

（ １ ） 腹筋に継手を設ける 場合の継手長さ は、 １ ５ ０ mm程度と する 。

（ ３ ） 土圧、 水圧を受ける 梁は、 図面によ る 。

（ ４ ） 幅止め筋及び受け用幅止め筋は、 Ｄ １ ３ －１ ０ ０ ０ mmピ ッ チ程度と する 。

（ ５ ） 破線は柱内定着の場合を 示す。

３ ． １ ２ ． ２ 　 あばら 筋組立の形及びフ ッ ク の位置

（ １ ） 形は、 ３ ． １ ２ ． １ 図（ イ ） を標準と する 。

　 　  ただし 、 （ イ ） によ る こ と が出来ない場合は、 下記の方法によ る こ と が出来る 。

（ ２ ） フ ッ ク の位置

　 　  ａ ． 床版が片側に付く 場合は、 （ ロ ） 又は（ ハ）

　 　  ｂ ． 床版が両側に付く 場合は、 （ ロ ） ～（ ニ）

　 　  ａ ． （ イ ） の場合は交互と する 。

３ ． １ ２ ． ３ 　 あばら 筋の割付け

（ １ ） 間隔が一様でハン チのない場合

（ ２ ） 間隔が一様でハン チのある 場合

３ ． １ ２ ． ３ 図　 あばら 筋の割付け（ その２ ）

３ ． １ ２ ． ２ 図　 あばら 筋の割付け（ その１ ）

一般階 最上階

（ ２ ） ｅ /Ｄ ＞１ /６ の場合

３ ． １ １ ． １ ０ 図　 鉛直段差梁（ その２ ）

（ ２ ） 壁梁の場合、 腹筋の継手長さ はＳ    、 定着長さ を Ｓ   と する 。

３ ． １ ２ ． １ 図　 あばら 筋組立の形及びフ ッ ク の位置

３ ． １ １ ． ４ 　 水平段差のある 場合

（ １ ） 水平段差のある 場合

３ ． １ １ ． ３ 　 ハン チのある 場合

（ １ ） 最上階の場合

（ ２ ） 一般階の場合

（ １ ） ｅ /Ｄ ≦１ /６ の場合

３ ． １ １ ． ５ 　 鉛直段差（ ｅ ） のある 場合

３ ． １ １ ． ８ 図　 大梁の定着及び余長（ 水平段差のある 場合）

３ ． １ １ ． ７ 図　 ハン チのある 大梁の定着及び余長（ 一般階）

３ ． １ １ ． ５ 図　 大梁の重ね継手、 定着及び余長（ 一般階その２ ）

３ ． １ １ ． ６ 図　 ハン チのある 大梁の定着及び余長（ 最上階）

３ ． １ １ ． ９ 図　 鉛直段差梁（ その１ ）

３ ． １ １ ． ４ 図　 大梁の重ね継手、 定着及び余長（ 一般階その１ ）

（ ２ ） 一般階の場合

　 　  鉄筋の本数が異なる 場合には、 ３ ． ５ ． ２ 図のよ う に柱内に定着する 。 ただ し 、 やむを 得ず

　 　  梁内に定着する 場合は、 ３ ． １ １ ． １ 図によ る 。

　 　  下端筋： 原則と し て曲げ上げる 。

　 　  上端筋： 曲げ下ろ す

　 　  梁主筋ののみ込み長さ は、 柱せいの３ /４ 倍以上かつ２ ０ ｄ 以上を 確保する 。 （ ※１ ）

　 　  梁主筋の柱内定着は、 ３ ． ５ ． ２ 図に よ る 。

（ １ ） 継ぎ 手長さ 、 定着長さ 及び余長は、 ３ ． １ １ ． １ 図から ３ ． １ １ ． １ ０ 図によ る 。

（ ２ ） 梁主筋は、 連続端で柱に接する 梁の主筋が同数のと き は柱をまたいで引き 通すも のと し 、

（ ３ ） 梁主筋を柱内に折り 曲げて定着する 場合は次によ る 。

（ ４ ） 梁にハン チをつける 場合、 その傾斜は図面によ る 。 図面になければ１ ： ４ と する 。

（ ５ ） 　 　 　 　 　 印は、 継ぎ手及び余長を示す。

（ ６ ） 破線は柱内定着の場合を 示す。

（ ７ ） ３ ． ２ 異形鉄筋の末端部で定めた鉄筋にはフ ッ ク をつける 。

（ ８ ） 段違い梁は３ ． １ １ ． ２ 図によ る 。

３ ． １ １ ． ２ 図　 段違い梁

３ ． １ １ ． １ 図　 梁主筋を梁内定着

３ ． １ １ ． ２ 　 ハン チのない場合

（ １ ） 最上階の場合

３ ． １ １ ． ３ 図　 大梁の重ね継手、 定着及び余長（ 最上階）

31

３ ． １ １ 　 大梁筋の継手及び定着

３ 　 土木工事

３ ． １ ２ 　 梁のあばら 筋、 腹筋及び幅止め筋

※あばら 筋は、 柱面の位置から 割付ける 。

※あばら 筋は、 柱面の位置から 割付ける 。

※あばら 筋は、 柱面の位置から 割付ける 。

定着の長さ は、 ３ ． １ １ ． ２ 図に準ずる

Ｂ ： 柱幅
： 柱芯

Ｂ ： 柱幅
： 柱芯

ＣＬ ＣＬ

ＣＬ

Ｌ 0

ＣＬ ＣＬ

Ｌ  /２0

Ｌ 0

ＣＬ ＣＬ

ＣＬ ＣＬ

ＣＬ

Ｌ 0

Ｌ  /２0Ｌ  /４0 Ｌ  /４0

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所
－

構造細目共通図（複合構造物）(3) S-03

　 　  ｂ ． （ ロ ） の場合　 床版が片側に付く 場合は床版の付く 側、 床版が両側に付く 場合は交互

　 　  ｃ ． （ ハ） の場合は床版の付く 側を９ ０ ゜ 折曲げる 。

　 　  ｄ ． （ ホ） は梁の上下にスラ ブが付く 場合で、 かつ梁せいが１ ． ５ m以上

　 　 　 　  の場合に適用する こ と が出来る 。 (基礎梁)

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事
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１ ５ ｄ 以上

壁

４ －Ｄ ※

床版

４ －Ｄ ※

壁

４ －Ｄ ※

４ －Ｄ ※

床版

底盤
壁

壁

壁

壁

壁

( 継手長)

Ｓ

Ｓ
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≦Ｐ ＠ ≦Ｐ ＠
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梁
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主筋位置

梁
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( 継手長)

Ｌ

主筋位置

床版

梁

柱
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端部

端部 Ｓ

Ｌ   /４

連続端Ｓ

１ ０ ｄ 以上

Ｌ   /６

２ ０ ｄ ( 余長)

７ Ｌ   /１ ２

Ｓ

Ｌ

ｂ
１ ０ ｄ 以上

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ

Ｓ

※鉄筋径及び本数は、 図面によ る

４ －Ｄ ※

４ －Ｄ ※

(※１ )

(継手）

Ｓ  (継手)

２ ０ ｄ ( 余長)２ ０ ｄ ( 余長)

(※１ )

(※１ ) １ ５ ｄ
（ 余長）

(継手）

Ｓ

(※１ ) (※１ )
Ｓ

２ ０ ｄ ( 余長) Ｓ (継手）
Ｓ

(※１ )

鉄筋と 鉄骨のあき は３ ． ４ によ る 。

配筋を 曲げ 通し 筋と する 。
Ｓ Ｓ

図面(又はＬ   /４ )

( ※１ ) Ｓ地中梁

地中梁

Ｓ

地中梁

柱

地中梁

１ ５ ｄ ( 余長) Ｓ １ ５ ｄ ( 余長)

( ※１ )
(※１ )

かつ１ ５ ｄ

１ ５ ｄ (余長) １ ５ ｄ (余長)

２ ０ ｄ ( 余長) ２ ０ ｄ ( 余長) ２ ０ ｄ ( 余長)

１ ５ ｄ ( 余長) １ ５ ｄ ( 余長) Ｓ   (定着)

１ ５ ｄ (余長) １ ５ ｄ (余長)

１ ５ ｄ 以上

１ ０ ｄ 以上 ２ ０ ｄ ( 余長)２ ０ ｄ (余長)

１ ５ ｄ ２ /３ Ｌ
２ ０ ｄ 以上

Ｓ

Ｓ

１ ０ ｄ 以上

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

壁

床版

床版

壁 壁

Ｓ

４ －Ｄ ※

４ －Ｄ ※

壁筋による

壁壁

２ －Ｄ ※
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Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＳＳ

壁

４ －Ｄ ※

壁筋による

２ －Ｄ ※

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

床板

Ｓ

Ｓ ＳＳ
Ｓ

４ －Ｄ ※
Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

２ ０ ｄ ２ ０ ｄ

： 柱芯

≒４ ５ ゜

Ｓ

Ｓ

片持梁

先端小梁

片持梁筋
折下げ 片持梁

Ｓ

Ｓ

（ ３ ）  中間部の交差部（ ２ ）  中間部の交差部（ １ ）  中間部の交差部

(頭つなぎ 梁)

先端小梁

Ｓ

1

1

2

3

1

1
2

2

3

2 2

0

4

4
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4

4

4
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2
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2
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2 2

2

2

2 2 2

2

2

2

2

2

2
3

22

2

2

2

2

2 2 2 2

2

2

Ｌ 　 /４0 Ｌ 　 /４0Ｌ 　 /２0

Ｌ 　 /４0 Ｌ 　 /４0Ｌ 　 /２0

Ｓ 3

Ｌ 　 /４0 Ｌ 　 /４0Ｌ 　 /２0 Ｌ 　 /４0 Ｌ 　 /４0Ｌ 　 /２0

連続端

Ｓ 4

Ｌ 　 /４0 Ｌ 　 /４0Ｌ 　 /２0

Ｌ 　 /４0 Ｌ 　 /４0Ｌ 　 /２0

Ｌ   /６0 Ｌ   /６0２ Ｌ   /３0

Ｓ 4

Ｓ 4Ｓ 4Ｓ 4

Ｓ 4Ｓ 4

≒４ ５ ゜

片持梁筋
折下げ

壁

３ ． １ ３ ． １ 　 一般事項

（ ２ ） 壁と 床版の交差部は３ ． １ ５ ． ４ 図によ る 。

ａ ． 交差部補強筋径Ｄ ※はＤ １ ６ 以上、 かつ壁配力筋と 同径と する 。

　  を参照のこ と 。

　  構造細目共通図（ 土木構造物） （ ２ ） の「 ６ ． １ ． ４ 　 壁と 床版・ 底板の交差部」

※３ ． １ ５ ． ４ 図は、 柱梁構造の場合である 。 地下階が壁式構造の場合は、

３ ． １ ５ ． ４ 図　 壁と 床の交差部及び端部の配筋

３ ． １ ５ ． １ 　 一般事項

（ ２ ） 土圧及び水圧など を受ける 壁及び耐震壁と し て、 図面に示さ れたも のは、

　 　  継手長さ をＳ   、 定着長さ をＳ   と する 。

（ ３ ） 幅止め筋は、 縦、 横と も Ｄ １ ３ －＠１ ０ ０ ０ mmを 標準と する 。

　 　 　 重ね継手を設ける 場合は、 ３ ． ６ 項に従う も のと する 。

３ ． １ ５ ． ２ 　 耐震壁の開口

（ １ ） 耐震壁等の開口は、 図面以外は設けてはなら ない。

（ ２ ） やむを 得ず開口をあける 場合は、 構造上安全である こ と を 構造計算によ っ て確認する こ と 。

３ ． １ ５ ． ３ 　 壁開口部の補強

　 　  を標準と する 。

（ ２ ） 開口寸法が配筋間隔以下で、 鉄筋を 緩やかに曲げる こ と によ り 、 開口部を 避けて配筋出来る

　 　  を 場合は、 補強筋を 省略する こ と ができ る 。

３ ． １ ５ ． ４ 　 壁の交差部及び端部

（ １ ） 壁と 壁の交差部は３ ． １ ５ ． ３ 図によ る 。

　 　  ａ ． 交差部補強筋径Ｄ ※はＤ １ ６ 以上、 かつ壁配力筋と 同径と する 。

３ ． １ ５ ． ３ 図　 壁と 壁の交差部及び端部の配筋

３ ． １ ５ ． ２ 図　 壁開口部の補強要領

（ １ ） 壁開口部の補強は、 図面によ る 。 補強筋の長さ 及び位置は、 ３ ． １ ５ ． ２ 図

３ ． １ ５ ． １ 図　 壁の配筋

断面

３ ． １ ４ ． １ 　 一般事項

（ １ ） 図面にない事項は大梁、 梁のあばら 筋、 及び基礎梁の項に準ずる 。

３ ． １ ４ ． ２ 　 小　 梁

梁内の定着筋において梁せいが小さ く 垂直で余長が取れない場合、

斜めに し ても よ い。

一般階

（ １ ） 連続小梁の場合

（ ２ ） 単独小梁の場合

３ ． １ ４ ． ３ 　 片持梁筋の定着

（ １ ） 先端に小梁のない場合

　 　  ａ ． 先端の折曲げの長さ ｂ は、 梁せいよ り かぶり 厚さ を除いた長さ と する 。

　 　  ｂ ． 梁筋を 引き 通さ ない場合は、 取り 合い部材に定着する 。 ただし 、 柱に取り 合う 場合

　 　 　 　  は、 全数を 引き 通すこ と がで き る 場合でも 、 上端筋は、 ２ 本以上を 柱に定着する 。

（ ２ ） 先端に小梁がある 場合

　 　  ａ ． 上端筋は、 先端小梁内に斜めに定着する 。

　 　  ｂ ． 先端小梁終端部の主筋は、 片持梁内に水平定着する 。

　 　  ｃ ． 先端小梁の連続端は、 片持梁の先端を 貫通する 通し 筋と し てよ い。

３ ． １ ４ ． ４ 図　 片持梁主筋の定着

３ ． １ ４ ． ３ 図　 片持梁主筋の定着及び余長（ 先端に小梁がない場合）

３ ． １ ４ ． ２ 図　 小梁主筋の継手、 定着及び余長（ その２ ）

３ ． １ ４ ． １ 図　 小梁主筋の継手、 定着及び余長（ その１ ）

（ ４ ） 一般部壁筋は、 ３ ． １ ５ ． １ 図によ る こ と と し 、 隣接する 壁の鉄筋と

３ ． １ ３ ． ２ 　 基礎梁の場合

（ ２ ） 柱幅＜梁幅の場合

（ ａ ） 交差部のスタ ーラ ッ プを設ける 場合は、 図面によ る 。

３ ． １ ３ ． ３ 　 連続基礎及びべた基礎の場合

（ １ ） 柱幅≧梁幅の場合

（ １ ） 基礎梁の継手及び定着

３ ． １ ３ ． ２ 図　 主筋の継手、 定着及び余長（ その２ ）

３ ． １ ３ ． １ 図　 主筋の継手、 定着及び余長(その１ )

（ １ ） 鉄骨造のＢ Ｏ Ｘ 柱等が埋め込まれる 場合の端部と 中央部の断面の異なる 場合

３ ． １ ３ ． ４ 　 梁形を 設けない場合の基礎底版

３ ． １ ３ ． ４ 図　 主筋の継手、 定着及び余長（ その４ ）

３ ． １ ３ ． ３ 図　 主筋の継手、 定着及び余長（ その３ ）

（ １ ） 壁配筋の継手長さ をＳ   、 定着の長さ は、 Ｓ   と する 。1                                      3

1 2

３ ． １ ３ 　 基礎梁及び底版の継手及び定着

３ 　 土木工事 ３ ． １ ５ 　 壁の配筋要領３ ． １ ４ 　 小梁及び片持梁の配筋要領

　 確保する 。

　 ずれの場合も 曲げ加工後の直線部にて

　 着長Ｓ   を確保する 。 定着長Ｓ  　 は、 い

　 に 指示があ る 場合は、 曲げ加工後に定

　 チ筋は直筋と する こ と がで き る 。 図面

　 に 指示がない場合はＳ   を 省略し 、 ハン

※ハン チ筋を設ける 場合の配筋は、 図面

　 も 曲げ加工後の直線部にて確保する 。

　 定着長Ｓ   を 確保する 。 定着長Ｓ  　 は、 いずれの場合

　 でき る 。 図面に指示がある 場合は、 曲げ加工後に

　 場合はＳ   を省略し 、 ハン チ筋は直筋と する こ と が

※ハン チ筋を設ける 場合の配筋は、 図面に指示がない

ハンチを設け定着し た場合のＬ 形交差部一般の場合のＬ 形交差部

一般の場合のＴ 形交差部

小梁連続端部小梁外端部

小梁が連続する 場合 小梁の終端部

最下階の交差部 最下階中間部の交差部

一般で最上階の交差部 ハン チを 設け定着し た場合の最上階の交差部

（ ｄ ： 太いほう の鉄筋径）
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（ ４ ）

（ ５ ） 破線は柱内定着の場合を 示す。

（ ６ ） 図内（ ※１ ） は、 ３ ． １ １ ． １ によ る 。

（ １ ） 梁筋は、 連続端で柱に接する 梁筋が同数の時は柱をま たいで引き 通すも のと し 、 鉄筋の

（ ２ ） 梁筋を 柱内に定着する 場合は、 ３ ． １ １ ． １ （ ３ ） によ る 。

（ ３ ） 柱幅＜梁幅の場合の定着は、 ３ ． １ ３ ． ３ 図によ る 。

本数が異なる 場合は柱内に定着する 。 やむを 得ず梁内に定着する 場合は、 ３ ． １ １ ． １ 図

に準ずる 。

印は、 継ぎ 手及び余長を 示す。

（ ２ ） 印は、 余長位置を 示す。

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



Ａ ＷＳ Ｃ Ｊ （ 第５ 版） －０ ６ ４ －０ ０ ５

Ａ 部　 柱取り 合い
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こ の範囲で 曲げ を 行う （ ３ ． ８ ． ２ 図参照）
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３ ． １ ８ ． ３ 　 出隅部の配筋方法

（ １ ） 補強の配筋は図面によ る 。 配筋方法は、 ３ ． １ ８ ． ６ 図によ る 。 特記にない場合は、

　 　  Ｄ １ ３ ＠１ ０ ０ ダブル程度と する 。

（ １ ） 壁配筋は、 図面によ る 。

（ ２ ） 階段主筋は、 壁の中心線を越えてから 縦に曲げ降ろ す。

３ ． １ ９ ． １ 図　 片持スラ ブ形階段配筋の定着

３ ． ２ ０ ． １ 　 柱

（ １ ） 増し 打ち コ ン ク リ ート の補強は、 ３ ． ２ ０ ． １ 図に よ る 。

　 　  ただし 、 ａ ＜７ ０ の場合は補強は行わない。

（ ２ ） 増し 打ち 部分での鉄筋は、 定着長さ と し て認めない。 ただし 、 躯体と 一体打ち の場合を 除く 。

（ ３ ） 増し 打ち 部分の帯筋の定着長さ は、 Ｓ   以上と する 。

（ ４ ） 増し 打ち 部分主筋の定着， 重ね長さ は、 柱の主筋によ る 。

３ ． ２ ０ ． ２ 　 梁

　 　  行わない。

（ １ ） 基礎梁と スラ ブを 一体打ち と し ないで、 打ち 継ぎを 設ける 場合。

（ ３ ） 増し 打ち 部分のあばら 筋の定着長さ は、 Ｓ   以上と する 。

（ ２ ） 増し 打ち 部分での鉄筋は、 定着長さ と し て認めない。 ただし 、 躯体と 一体打ち の場合を除く 。

（ ４ ） 増し 打ち 部分の主筋の定着、 重ね長さ は、 梁の主筋による 。

（ ５ ） 梁の上下の増し 打ち が途中で終わる 場合。

（ ２ ） 出隅受け部分(図のハッ チ部分)の配筋は、 図面(幅はｂ   /２ と する ） によ る 。

３ ． ２ ０ ． １ 図　 柱の増し 打ち 補強配筋

３ ． ２ ０ ． ２ 図　 梁の増し 打ち 補強配筋

３ ． ２ １ ． １ 　 壁縦筋の取り 合い

（ １ ） 差し 筋の仕様は建築工事仕様と する 。 （ 径は図面によ る ）

（ ２ ） Ｌ   及びＬ   は４ ． ５ ． １ 表に よ る 。

３ ． ２ １ ． １ 図　 壁縦筋の取り 合い差し 筋

（ １ ） 土木工事の外壁に面する 柱主筋のかぶり は、 ３ ． ３ ． １ 表によ ら ず、

　 　  ３ ． ２ １ ． ３ 図に よ る 。

３ ． ２ １ ． ２ 図　 柱主筋の取り 合い差し 筋

３ ． ２ １ ． ３ 図　 柱主筋かぶり 厚の取り 合い

（ １ ） 鉄筋の継手長さ は、 Ｓ   と する 。

３ ． １ ８ ． １ 　 一般事項

３ ． ２ １ ． ２ 　 柱主筋の取り 合い

３ ． ２ １ ． ３ 　 柱主筋かぶり 厚の取り 合い

３ ． ２ ０ ． ３ 　 土間スラ ブの打継ぎ補強

（ ６ ） 梁の側面の増し 打ち が途中で終わる 場合。

３ ． ２ ０ ． ４ 図　 梁の側面の増し 打ち 補強配筋（ 途中で終わる 場合）

３ ． ２ ０ ． ３ 図　 梁の上下の増し 打ち 補強配筋（ 途中で終わる 場合）

（ １ ） 増し 打ち コ ン ク リ ート の補強は、 ３ ． ２ ０ ． ２ 図によ る 。 ただし 、 ａ ＜７ ０ の場合、 補強は

　 　  図面になけ れば３ ． ２ ０ ． ５ 図によ る 。

（ ３ ） 基礎梁と 床版を一体打ち と し ないで、 打ち 継ぎを設ける 場合の補強は図面によ る 。

及び受け筋（ その２ ）及び受け筋（ その１ ）

（ ２ ） ラ ーメ ン 構造の床版の定着長さ 及び受け筋は、 ３ ． １ ８ ． １ 図による 。 ただし 、 引き 通す

　 　  こ と ができ ない場合は、 ３ ． １ ８ ． ２ 図、 ３ ． １ ８ ． ３ 図によ り 梁内に 定着する 。

　 　  なお、 スラ ブ筋の場合は、 ３ ． １ ８ ． １ 図～３ ． １ ８ ． ３ 図の定着長さ Ｓ   、 Ｓ   を、 Ｓ   と

　 　  読み替える 。

３ ． １ ８ ． １ 図　 床版筋の定着長さ ３ ． １ ８ ． ２ 図　 床版筋の定着長さ

３ ． １ ８ ． ３ 図　 床版筋の定着長さ 及び受け筋（ その３ ）

３ ． １ ８ ． ２ 　 片持床版

（ １ ） 片持床版の配筋

３ ． １ ８ ． ６ 図　 片持床版出隅部の補強配筋

　 　  小梁を 設ける 事を 原則と する 。

（ ３ ） 片持スラ ブの場合は、 ３ ． １ ８ ． ６ 図の定着長さ Ｓ   、 Ｓ    を 、 Ｓ    と 読み替える 。

３ ． ２ ０ ． ５ 図　 土間スラ ブの打継ぎ補強配筋（ ダブル）

（ １ ） 開口の最大径≦７ ０ ０ の場合は、 開口によ っ て切ら れる 鉄筋と 同量の鉄筋で周囲を補強し 、

　 　  隅角部には、 斜め方向に主筋径以上の鉄筋２ 本を上下筋の内側に配筋する (３ ． １ ８ ． ８ 図)。

　 　  開口の最大径＞７ ０ ０ の場合は図面によ る 。

３ ． １ ８ ． ５ 　 床版及びスラ ブ開口部の補強

（ ２ ） 開口寸法が配筋間隔以下で、 鉄筋を 緩やかに曲げる こ と によ り 、 開口部を 避けて配筋

　 　  を 出来る 場合は、 補強筋を 省略する こ と がで き る 。

３ ． １ ８ ． ８ 図　 床版及びスラ ブ開口部の補強配筋

３ ． １ ８ ． ７ 図　 段差のある 床版の補強配筋

３ ． １ ８ ． ４ 　 段差床版の補強

（ １ ） 同一床版に段差がある 場合、 ３ ． １ ８ ． ７ 図の補強を 行う 。 ただし 、 Ｈ ＞１ ５ ０ の場合は、

３ ． １ ８ ． ５ 図　 先端に壁が付く 場合の配筋

（ ２ ） 先端に小梁がなく 壁が取り 付く 場合

３ ． １ ８ ． ４ 図　 片持床版の配筋

（ ２ ） 段差スラ ブ の場合は、 ３ ． １ ８ ． ７ 図の定着長さ Ｓ   、 Ｓ   を 、 Ｓ   と 読み替える 。
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（ １ ） 最上部の柱主筋は、 １ 階建築部分の柱断面に 応じ 、 ３ ． ２ １ ． ２ 図の圧接位置ま で 延ばすこ と 。

３ ． ２ １ 　 土木部分と 建築部分の取り 合い３ ． ２ ０ 　 柱及び梁の増し 打ち 要領

３ ． １ ８ 　 床の配筋要領

３ 　 土木工事

３ ． １ ９ 　 階段の配筋要領

※かぶり 厚さ ７ ０ （ ８ ０ ） mmは、 柱部材の

　 外壁に面する 部分のみに 適用する 。

（ 　 ） 内は、 塩害対策地域に適用する 。

ｂ ＝地下かぶり

ａ ＝地上かぶり

ｃ ＝地上かぶり ＋増し 打ち （ ３ ０ ）

一般部

一般床版

※片持スラ ブの場合は、 ３ ． １ ８ ． ４ 図及び図３ ． １ ８ ． ５ 図の定着長さ Ｓ    、 Ｓ    を、 Ｓ    と 読み替える 。

※先端の折り 曲げ 長さ ｂ は、 片持部材の厚さ よ り かぶり 厚さ を 除いた長さ と する 。

垂れ壁のない場合 垂れ壁のある 場合

※鉄筋径及び本数は、 図面によ る

（ 出隅受け部配筋）（ 出隅部分補強配筋）

Ｈ ≦７ ０

ａ ≦３ ０ ０ mmの場合

※１ ． あばら 筋と 同径・ 同ピ ッ チと する 。

Ｄ ※： 鉄筋径は、 図面によ る 。
７ ０ ＜Ｈ ≦１ ５ ０

７ ０ ≦ａ ≦２ ０ ０ ７ ０ ≦ａ   、 ａ   ≦２ ０ ０

７ ０ ≦ａ ≦２ ０ ０ ７ ０ ≦ａ ≦２ ０ ０

７ ０ ≦ａ   、 ａ   ≦２ ０ ０７ ０ ≦ａ ≦２ ０ ０

※１ ． 帯筋と 同径・ 同ピ ッ チと する 。

※床版に段差のない場合は、 主筋を 引き 通し て床版ま たはスラ ブに 定着し ても よ い。

ｎ  

（     /2） 本

本

ｎ  

（     /2） 本ｎ  
ｎ  本

ＣＬ

ＣＬ
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基礎底版筋

基礎底版筋

基礎底版筋

６ ｄ かつ６ ０ mm以上

１ ２ ｄ 以上

６ ｄ かつ６ ０ mm以上

せん断補強鉄筋

１ ２ ｄ 以上

Ｄ

ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ Ｄ

ｄ

Ｄ
６ ｄ かつ６ ０ mm以上

６ ｄ かつ６ ０ mm以上

補強鉄筋（ ｄ ）

帯鉄筋
Ｄ １ ３ －１ ５ ０ ＠

ずれ止め
※１

基礎底版鉄筋

Ｄ  /４

※２

基礎下面

組立鉄筋

１ ５ mm以上

中詰めコ ン ク リ ート

１ ０ ０

１ ０ ０

１ ０ ０

基礎底版鉄筋

基礎下面

１ ０ ０

１ ０ ０
２ ０ ０

Ｄ １ ３ 以上、 間隔１ ５ ０ ＠以下

帯鉄筋

主鉄筋径ｄ

帯鉄筋

Ｄ １ ３ 以上、 間隔３ ０ ０ ＠以下

基礎底版主鉄筋

１ ０ ０

１ ０ ０

帯筋かぶり  １ ５ mm以上
補強鉄筋かぶり １ ． ０ ｄ 以上

１ ５ mm以上
かつ杭体内補強鉄筋径以上

基礎下面

帯鉄筋

Ｄ １ ３ －１ ５ ０ ＠

Ｌ ≧Ｌ  ＋１ ０ ｄ

中詰めコ ン ク リ ート

ソ イ ルセメ ン ト

中詰めコ ン ク リ ート
補強鉄筋（ ｄ ）

帯鉄筋
Ｄ １ ３ －１ ５ ０ ＠

ずれ止め
※１

基礎底版鉄筋

基礎下面

※２

組立鉄筋

１ ５ mm以上 補強鉄筋かぶり １ ． ０ ｄ 以上

１ ０ ０

１ ０ ０

１ ０ ０

Ｄ

基礎上端鉄筋

補強鉄筋

中詰めコ ン ク リ ート

基礎下面

基礎底版鉄筋

１ ０ ０
１ ０ ０

帯鉄筋

Ｄ １ ３ －１ ５ ０ ＠

１ ２ ｄ 以上

Ｓ

Ｄ

３ －Ｄ １ ６

≧１ ５ ０

Ｓ

Ｓ

Ｄ

３ －Ｄ １ ６

Ｓ

≧１ ５ ０

梁幅梁幅

基礎梁あばら 筋
と 同径・ 同間隔

Ｌ p

１
０

０

基礎底版筋

基礎底版筋

基礎底版筋

１ ２ ｄ 以上

６ ｄ かつ６ ０ mm以上

せん断補強鉄筋

補強鉄筋かぶり １ ． ０ ｄ 以上

Ｄ １ ３ －１ ５ ０ ＠

帯鉄筋

Ｌ ≧Ｌ   +１ ０ ｄ

中詰め補強鉄筋（ ｄ ）

Ｓ

Ｓ

１ ０ ０

１ ０ ０

基礎底版鉄筋

帯鉄筋

Ｄ １ ３ －１ ５ ０ ＠

中詰めコ ン ク リ ート

中詰め補強鉄筋

基礎下面

杭体内補強鉄筋

Ｐ Ｃ 鋼材 杭体内補強鉄筋

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｌ ≧Ｌ  ＋１ ０ ｄ

Ｌ s
Ｌ c

Ｄ p

Ｄ p

Ｌ ≧２ ． ５ Ｄ p+１ ０ ０

Ｄ p

Ｌ ≧Ｌ   ＋１ ０ ｄ

Ｌ ≧２ ・ Ｄ p

Ｌ s≧Ｌ  ＋１ ０ ｄ

Ｌ c≧Ｄ p＋１ ０ ０

Ｌ ≧Ｌ  ＋１ ０ ｄ

Ｄ p

Ｌ ≧Ｌ   ＋１ ０ ｄ

Ｌ c≧Ｄ    ＋１ ０ ０

Ｌ s≧Ｌ  +１ ０ ｄ

Ｄ    /４

Ｄ sp

Ｄ sc

Ｌ ≧Ｌ  ＋１ ０ ｄ

0

0

p

0

0

0

0

0

0

sp

0

4

4

2

2

2

2

2

2

4

4

Ｄ    /４sp
sp

６ ｄ かつ６ ０ mm以上

Ｄ  /４p

鉄筋

コ ン ク リ ート

コ ン ク リ ート

鉄筋

鉄筋種別
内法直径　 Ｄ

Ｓ Ｄ ４ ９ ０

Ｓ Ｄ ３ ９ ０

Ｓ Ｄ ３ ４ ５ ５ ． ０ ｄ

６ ． ０ ｄ

７ ． ０ ｄ

ずれ止め厚さ

９

１ ６

１ ２

Ｔ ｙ ｐ ｅ 　 Ｂ

※材質はＳ Ｓ ４ ０ ０

杭　 径

補強鉄筋の曲げ

注１ ． φは、 Ｐ Ｃ 鋼材径と する 。

※壁厚なら びに 配筋は図面によ る 。

カ ッ ト オフ する 場合

カ ッ ト オフ し ない場合

杭頭処理形態

Ｌ s≧５ ０ φ＋Ｌ  ＋１ ０ ｄ

Ｌ c≧２ ． ５ Ｄ p＋１ ０ ０ 、 かつ５ ０ φ＋Ｌ   ＋１ ０ ｄ ＋（ かぶり １ ０ ０ ）

Ｌ s≧Ｌ  ＋１ ０ ｄ

（ Ｄ p）

Ｄ p ＜ ８ ０ ０

８ ０ ０ ≦ Ｄ p ＜１ ２ ０ ０

１ ２ ０ ０ ≦ Ｄ p ＜１ ５ ０ ０

Ｌ c≧２ ． ５ Ｄ p＋１ ０ ０ 、 かつＬ   ＋１ ０ ｄ ＋（ かぶり １ ０ ０ ）

断 面 図

※１ ： ずれ止めの大き さ は、 ３ ． ２ ４ ． １ 表に よ る 。

※２ ： 全周現場すみ肉溶接

２ ０ ０ ＜Ｄ ≦１ ０ ０ ０ ０ ＜Ｄ ≦２ ０ ０

※１ ： ずれ止めの大き さ は、 ３ ． ２ ４ ． １ 表に よ る 。

※２ ： 全周現場すみ肉溶接

断　 面　 図

平　 面　 図

（ 呼び名）

※ｄ ： 鉄筋直径

※鉄筋径及び間隔は図面に よ る 。

※鉄筋径及び間隔は図面に よ る 。

※鉄筋径及び間隔は図面に よ る 。

Ｄ ＝５ ｄ

Ｄ ： 曲げ 内法直径

ｄ ： せん断補強鉄筋直径（ 呼び名）

断 面 図

0

0

0

0

３ ． ２ ４ ． １ 　 一般事項

３ ． ２ ４ ． １ 図　 Ｐ Ｈ Ｃ 杭の杭頭補強

　 　 　 定着する 基礎底版コ ン ク リ ート の設計基準強度を３ ０ Ｎ /mm  以上と する 。

　 　 　 Ｓ Ｄ ４ ９ ０ では４ １ ｄ 以上と する 。

３ ． ２ ５ ． ３ 　 杭基礎の場合のフ ーチン グ配筋方法

（ １ ） 杭基礎の場合のフ ーチン グ配筋方法は、 ３ ． ２ ５ ． ３ 図と する 。

（ ２ ） 杭頭処理の方法は、 ３ ． ２ ４ 項に基づく も のと する 。

　 　 　 １ ． ０ Ｄ （ Ｄ は杭径） 以上と する 。

３ ． ２ ５ ． １ 　 フ ーチン グの補強

（ １ ） 補強方法は図面によ る 。

（ ２ ） 基礎底版筋の配筋は、 図面によ る 。

３ ． ２ ３ ． １ 　 底版、 床版

（ １ ） 底版、 床版のせん断補強要領は３ ． ２ ３ ． １ 図及び３ ． ２ ３ ． ３ 図によ る 。

３ ． ２ ３ ． ２ 　 壁

（ １ ） 壁のせん断補強要領は３ ． ２ ３ ． ２ 図及び３ ． ２ ３ ． ３ 図による 。

（ １ ） 補強鉄筋にＳ Ｄ ３ ９ ０ ま たはＳ Ｄ ４ ９ ０ を 用いる 場合、 中詰めコ ン ク リ ート 及び補強鉄筋が

（ ２ ） 鉄筋種別、 径・ 本数は、 図面に よ る 。

（ ４ ） 杭頭補強鉄筋が底版厚よ り 長く なる 場合は、 ３ ． ２ ４ ． ６ 図によ る 。

（ ５ ） 杭体内補強鉄筋は必要に応じ 配置する 。

３ ． ２ ５ ． ３ 図　 杭基礎の場合のフ ーチング配筋方法

３ ． ２ ５ ． ２ 図　 基礎接合部の補強配筋

３ ． ２ ４ ． ５ 図　 鋼管ソ イ ルセメ ン ト 杭の杭頭補強

３ ． ２ ５ ． １ 図　 独立基礎の補強配筋

３ ． ２ ４ ． ２ 図　 鋼管杭の杭頭補強

３ ． ２ ４ ． ４ 図　 Ｓ Ｃ 杭の杭頭補強

３ ． ２ ３ ． ３ 図　 せん断補強筋加工要領図

３ ． ２ ３ ． １ 図　 底版、 床版のせん断補強要領図

（ ３ ） 杭芯と フ ーチング外端面と の距離（ Ｌ p） は、 場所打杭、 打込み杭、 埋め込み杭は

３ ． ２ ５ ． ２ 　 基礎接合部の補強

３ ． ２ ４ ． ６ 図　 杭頭補強筋が底版厚よ り 長く なる 場合の杭頭補強

３ ． ２ ４ ． １ 表
杭体内外ずれ止めプ レ ート の肉厚

３ ． ２ ３ ． ２ 図　 壁のせん断補強要領図

（ ３ ） 杭基礎の補強鉄筋の定着長Ｌ   は、 主筋の材質がＳ Ｄ ３ ４ ５ およ びＳ Ｄ ３ ９ ０ では３ ５ ｄ 以上、

３ ． ２ ４ ． ３ 図　 場所打ち 杭の杭頭補強

2

0

３ ． ２ ５ 　 独立基礎の補強

３ ． ２ ４ 　 杭基礎の補強

３ ． ２ ３ 　 せん断補強鉄筋

３ 　 土木工事
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ジベル筋（ 接着系）

あ と 施工ア ン カ ー（ 接着系）

アン カ －筋（ ナッ ト 付き ）

ジベル筋（ 接着系）

（ Ｄ １ ３ 以上）

既存躯体 増設補強壁

a Ｌ e

接合面
接着剤

Ｄ
a

Ｌ Ｌ n

Ｌ

アンカ －筋

ｄ

接着剤
接合面

Ｄ
a

Ｌ Ｌ n＝Ｓ   +５ ｄ

アン カ －筋

はし あき

（ ５ ｄ   以上）

ピ ッ チ

（ ７ ． ５ ｄ   以上かつ３ ０ ０ mm以下）

（ ２ ． ５ ｄ   以上かつ主筋の内側）

ゲージ

（ ５ ． ５ ｄ   以上）

ゲージ

（ ４ ｄ   以上）

へり あき

（ ２ ． ５ ｄ   以上かつ主筋の内側）

かぶり コ ン ク リ ート せん断補強筋

あと 施工ア ン カ ー

主筋 可( ○)

不可( ×)

２
０

０
mm

以
上

無収縮モルタ ル圧入

＠

＠

（ Ｄ １ ３ 以上）

壁周辺目荒し

埋込長

あと 施工ア ン カ ー（ 接着系）

ア ン カ －筋（ ナッ ト 付き ） ジベル筋（ 接着系）

（ Ｄ １ ３ 以上）

φ ａ

ｗ
溶接部

回し 溶接をし ない

２ ０ mm

鉄筋

２ ０ mm

鉄筋

回し 溶接をし ない

１ ０ ｄ

埋込長

あと 施工ア ン カ ー（ 接着系）

ア ン カ －筋（ ナッ ト 付き ）

２
０

０
mm

以
上

無収縮モルタ ル圧入

アン カ －筋（ ナッ ト 付き ）

壁周辺目荒し

幅止め筋（ Ｄ １ ３ 以上）

あ と 施工ア ン カ ー（ 接着系）

フ レ ア 溶接

（ 片面１ ０ ｄ ）

はつり 範囲

（ 鉄筋径による ）

後打ち コ ン ク リ ート

はつり 範囲

（ 鉄筋径によ る ）

無収縮モルタ ル圧入

２
０

０
mm

以
上

２
０

０
mm

以
上

ｄ

d

1

a
ｄ

a

a

既存躯体 増設補強壁

a Ｌ eｄ

はし あき

（ ５ ｄ   以上）

ピ ッ チ

（ ７ ． ５ ｄ   以上かつ３ ０ ０ mm以下）

へり あき

はし あき

（ ５ ｄ   以上）

ピ ッ チ

（ ７ ． ５ ｄ   以上かつ３ ０ ０ mm以下）

フ レ ア 溶接

（ 片面１ ０ ｄ ）

フ レ ア 溶接

（ 片面１ ０ ｄ ）

３ ． ２ ６ ． １ 　 適用範囲

（ １ ） 本構造細目共通図は、 下水道施設における 処理場、 ポン プ場の土木構造物の耐震補強に

　 　  適用する 。

（ ２ ） 図面及び構造細目共通図に記載さ れていない事項は、 下記に基づく も のと し 、 こ れら に相違

　 　  がある 場合は監督職員に確認し 指示を 受け る 。

３ ． ２ ６ ． ２ 　 鉄筋の仕様及び継手

鉄筋の種類及び継手は３ ． ２ ６ ． １ 表によ る 。 　

３ ． ２ ６ ． ３ 　 鉄筋の継手長及び定着長

Ｓ Ｄ ３ ４ ５ 以外の鉄筋と の継手長・ 定着長については図面による 。

３ ． ２ ６ ． ４ 　 あと 施工アン カ ー（ 接着系）

（ １ ） アン カ ー径は、 Ｄ １ ３ 以上、 Ｄ ２ ２ 以下と する 。

（ ２ ） ア ン カ ーの打設は、 増設壁が接合する 四周の柱、 梁に 行う こ と を 原則と する 。

３ ． ２ ６ ． １ 表　 鉄筋の種類及び継手

(ナッ ト 付き ）

(ナッ ト なし ）

３ ． ２ ６ ． １ 図　 あと 施工アンカ ー埋め込み・ 定着図

３ ． ２ ６ ． ７ 　 開口閉塞

（ １ ） 既存壁と 増設壁と の接合は、 開口周囲のコ ン ク リ ート を はつり 、 鉄筋同士を フ レ ア溶接

　 　  で 行う 。

（ ２ ） 閉塞部分が既存梁、 柱と 接する 部位は全てあと 施工アン カ ーで接合する 。

３ ． ２ ６ ． ８ 　 フ レ ア溶接

（ １ ） 特記なき 鉄筋のフ レ ア溶接の継手形状を３ ． ２ ６ ． ６ 図に示す。

(詳細は「 鉄筋定着・ 継手指針[2020年版]」 (土木学会)による 。 )

３ ． ２ ６ ． ６ 図　 フ レ ア溶接継手形状

３ ． ２ ６ ． ５ 図　 開口閉塞要領図

（ ３ ） 閉塞部分の頂部２ ０ ０ mm以上は、 無収縮モルタ ル圧入と する 。

（ ２ ） 継手長さ は鉄筋径の１ ０ 倍と し 、 回し 溶接は行わない。

（ ３ ） あと 施工アン カ ーは接着系と し 、 開口補強部を除き 、 アン カ ー筋はナッ ト 付き と する 。

３ ． ２ ６ ． ６ 　 増打ち 補強壁ほか

（ １ ） 増打ち 補強壁の配筋は３ ． ２ ６ ． ４ 図を 標準と する 。

（ ２ ） あと 施工アン カ ーは接着系と し 、 開口補強部を 除き 、 アン カ ー筋はナッ ト 付き と する 。

（ ３ ） 増打ち 部と 接する 既存の壁面を目荒し する ほか、 新旧の壁面にジベル筋を設ける も のと し 、

　 　  配置間隔は図面によ る 。

（ ４ ） 増打ち 壁の頂部２ ０ ０ mm以上は、 無収縮モルタ ル圧入と する 。

（ ５ ） 梁下端部や垂れ壁下端部の施工では、 コ ン ク リ ート のブリ ーディ ン グや沈下を 考慮し て、

　 　  打継目が一体と なる よ う に留意する 。

３ ． ２ ６ ． ４ 図　 増打ち 補強壁要領図

(あと 施工アン カ ーの位置と 間隔)

３ ． ２ ６ ． ２ 図　 あと 施工アン カ ー配置図

３ ． ２ ６ ． ２ 表　 あと 施工アン カ ー埋め込み・ 定着長さ

（ ３ ） アン カ ーの埋め込み・ 定着長さ を３ ． ２ ６ ． ２ 表に示す。

３ ． ２ ６ ． ５ 　 新設補強壁

（ １ ） 新設補強壁の配筋は３ ． ２ ６ ． ３ 図を 標準と する 。

（ ２ ） 新設部と 接する 既存の壁面には目荒し を施す。

（ ４ ） 新設壁の頂部２ ０ ０ mm以上は、 無収縮モルタ ル圧入と する 。

３ ． ２ ６ ． ３ 図　 新設補強壁要領図

下記以外

※ Ｄ １ ３ 以上

・  Ｄ １ ９ 以上の柱、 梁主鉄筋

・  Ｄ １ ６ 以上の増設端の床・ 壁鉄筋

・  図面に よ る

　 　 　 Ｓ Ｄ 材と の継手にガス圧接を 使用し てはなら ない。

※１ ）

※

Ｓ  ： 補強筋と の継手長

Ｌ n： 有効定着長さ

Ｌ  ： アン カ -筋の全長

Ｌ e： アン カ -の有効埋め込み長さ

ｄ   ： アン カ －軸部の直径、 アン カ －筋の呼び名

Ｄ a： 既存コ ン ク リ －ト 躯体への穿孔径

Ｌ  ： コ ン ク リ －ト の穿孔深さ 、 または接着系アン カ －の埋め込み長さ

・  Ｄ １ ３ 以上

種　 別

Ｓ Ｄ ３ ４ ５

重ね継手

　 ガス圧接

　 フ レ アー溶接

機械式継手

鉄筋の継手

鉄筋の種類

径

※１ ） 既存の鉄筋種別がＳ Ｒ ２ ３ ５ ， ２ ９ ５ 及びＳ Ｄ ２ ９ ５ Ａ の場合は、

はつり 範囲例　 　 mm

はつり 幅壁の鉄筋径

Ｄ １ ３ ２ ０ ０

２ ０ ０Ｄ １ ６

Ｄ １ ９ ３ ０ ０

３ ０ ０Ｄ ２ ２

Ｄ ２ ５ ３ ０ ０

区 分

一般部

曲げモーメ ン ト

せん断力

曲げモーメ ン ト

せん断力

-

-

カ ッ ト

先端形状４ ５ °

用 途 長 さ 備 考

１ ２ ・ ｄ

７ ・ ｄ

１ ２ ・ ｄ

１ ０ ・ ｄ

２ ０ ・ ｄ

Ｓ  ＋ ５ ・ ｄ ナッ ト なし

ナッ ト あり

位 置

一般部

開口補強部

開口補強部

有効定着長
（ Ｌ n）

（ Ｌ e）
有効埋め込み長

１ ） 土木工事特記仕様書

２ ） 土木工事共通仕様書

３ ） コ ン ク リ ート 標準示方書・ 施工編

４ ） コ ン ク リ ート 標準示方書・ 構造性能照査編

５ ） 官庁施設の総合耐震診断・ 改修基準及び同解説

６ ） 鉄筋定着・ 継手指針

７ ） 2017年改訂版　 既存鉄筋コ ン ク リ ート 造建築物の

８ ） あと 施工アン カ ー連続繊維補強設計・ 施工指針 国土交通省

土木学会

全国上下水道コ ン サルタ ン ト 協会

国土交通省**地方整備局

土木学会

土木学会

建築保全セン タ ー

（ 2006年版　 ）

（ 2017年版　 ）

（ 2020年版　 ）

（ 平成  8年版）

（ 2002年版　 ）

（ 2017年版　 ）

（ 令和    年版）

（ 別紙によ る 。 ）

日本建築防災協会
　 　 耐震改修設計指針・ 同解説

（ ａ ） シ ン グル配置

（ ｂ ） ダブ ル配置

（ ｃ ） 千鳥状配置

（ ｄ ） 断面配置

ｗ ： 溶接ビ ード の幅

ａ ： のど 厚

φ： 鉄筋径（ 呼び径）
フ レ ア溶接継手の形状

d

a

1

1

a

a

a

a

a

a

a a

a

a

a

a

a a

a a

３ 　 土木工事

３ ． ２ ６ 　 耐震補強

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所
－

構造細目共通図（複合構造物）(7) S-07

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



Ａ ＷＳ Ｃ Ｊ （ 第５ 版） －０ ６ ４ －０ ０ ５

（ ロ ） 折曲げ定着（ イ ） 直線定着

帯筋

ａ

打継ぎ

かぶり 厚さ

増打

躯体面

かぶり 厚さ

あばら 筋

定着起点

ｂ

Ｌ 余長

全長

Ｌ   （ ただし 、 梁幅の

Ｌ    、 Ｌ    又はＬ

Ｌ   、 Ｌ   又はＬ

Ｌ   （ ただし 、 柱せいの

　 　 　 　 　 　 　 １ /２ 倍以上）

Ｌ

　 　 　 　 　 　 　 ３ /４ 倍以上）

あき
ａ

Ｄ Ｄ

間隔

Ｌ  

かぶり 厚さ

かぶり 厚さ

かぶり 厚さ

増打

シーリ ン グ

かぶり 厚さ

躯体面

Ｌ

余長

壁

壁
柱

１ ３ ５ °９ ０ °

ｄ Ｄ

４ ｄ 以上

ｄ

６
ｄ

以
上

８
ｄ

以
上

Ｄ

ｄ

４
ｄ

以
上

Ｄ
ｄ

Ｄ

ｄ

４
ｄ

以
上

柱 梁

ａ   部

b

a

Ｄ

ａ
かぶり 厚さ

かぶり 厚さ

定着起点

全長

かぶり 厚さ と は、 一番外側の鉄筋（ 幅止め筋、 組立筋を 除く ） の外面から 躯体面

ま で の距離（ ４ ． ３ ． １ 図） を いう 。

鉄筋組立後のかぶり 厚さ は、 最小かぶり 厚さ 以上を確保し 、 最小かぶり 厚さ に許容

施工誤差１ ０ mmを加えた厚さ 以内に納める も のと する 。

最小かぶり 厚さ は、 ４ ． ３ ． １ 表によ る 。

定着の方法は４ ． ５ ． ２ 図に よ る 。

て定着する 鉄筋の定着長さ Ｌ が、 ４ ． ５ ． ２ 表のフ ッ ク あり 定着の長さ を 確保でき な

い場合は、 全長を ４ ． ５ ． ２ 表に示すフ ッ ク なし 定着長さ と し 、 かつ、 余長を ８ ｄ 、

仕口面から 鉄筋外面ま での投影定着長さ を ４ ． ５ ． ３ 表に示す長さ を のみ込ま せる 。

４ ． ５ ． １ 　 鉄筋の重ね継手

（ １ ） 鉄筋の重ね継手及び定着の長さ は、 ４ ． ５ ． １ 表によ る 。

（ ２ ） 径が異なる 鉄筋の重ね継手の長さ は、 細い鉄筋の径によ る 。

４ ． ３ ． １ 　 かぶり 厚さ

４ ． ３ ． １ 図　 鉄筋のかぶり 厚さ

４ ． ３ ． ２ 　 最小かぶり 厚さ

（ １ ） 床版、 梁、 基礎及び擁壁で、 直接土に接する 部分のかぶり 厚さ には、 捨てコ ン ク

　 　  リ ート の厚さ を 含ま ない。

（ ２ ） 柱及び梁の主筋にＤ ２ ９ 以上を 使用する 場合は、 主筋のかぶり 厚さ を 径の１ ． ５ 倍

　 　  以上確保し て最小かぶり 厚さ を定める 。

（ ３ ） 溶接金網にも 適用する 。

（ １ ） 粗骨材の最大寸法の１ ． ２ ５ 倍

（ ３ ） 異形鉄筋の直径（ 呼び径） の１ ． ５ 倍以上

（ ２ ） 最小のあき ２ ５ mm

４ ． ５ ． ４ 　 定着の方法

なお、 （ ロ ） 折曲げ定着の梁主筋の柱内折曲げ定着において、 仕口内に縦に折曲げ

４ ． ５ ． ２ 　 継手の特記事項

（ １ ）  継手は、 極力応力の小さ い位置に設ける 。

４ ． ５ ． ３ 　 鉄筋の定着

（ １ ）  鉄筋の定着の長さ は、 ４ ． ５ ． ２ 表によ る 。

４ ． ４ ． １ 図　 鉄筋のあき

４ ． ５ ． ２ 図　 定着の方法

４ ． ５ ． ３ 表　 鉄筋の投影定着長さ

４ ． ５ ． ２ 表　 鉄筋の定着の長さ

４ ． ５ ． １ 表　 鉄筋の重ね継手の長さ

４ ． ３ ． １ 表　 鉄筋の最小かぶり 厚さ ( mm)

４ ． ４ ． １ 表　 鉄筋径と 鉄筋間隔の関係一覧

平 面

４ ． ２ ． １ 図　 異形鉄筋の末端部

４ ． ２ ． １ 表　 フ ッ ク を 設け る 位置

（ １ ） Ｄ は、 折曲げ内法直径を示す。

（ ２ ） ｄ は、 鉄筋直径（ 呼び名） を示す。

４ ． １ ． １ 表　 鉄筋の折曲げ形状及び寸法（ 末端部）

鉄筋の折曲げ加工は、 ４ ． １ ． １ 表を標準と する 。

異形鉄筋の末端部には、 ４ ． ２ ． １ 表によ り フ ッ ク を設ける 。

鉄筋相互のあき は、 下記の最大値のも の以上と する 。 ただし 、 機械式継手及び溶接継手

のあき は、 図面によ る 。

（ ３ ） 主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さ は、 ４ ０ ｄ と する 。 ただし 、 Ｓ Ｄ ３ ９ ０ 、

　 　  Ｓ Ｄ ４ ９ ０ を 使用する 場合は特記によ る 。

４ ． ５ ． １ 図

（ 注） １ ． Ｌ 　 ： 梁主筋の柱内折曲げ 定着の投影定着長さ

塩害区分

構造部分の種別

１ ： 打継目地部分は目地底よ り 最小かぶり 厚さ を確保する 。

２ ： 仕上なし の場合を標準と する 。

床､耐力壁以外の壁

柱、 梁、 耐力壁

底版

柱、 梁、 床、 壁

底版、 基礎

種　 別

鉄筋の

Ｓ Ｄ ２ ９ ５

Ｓ Ｄ ３ ４ ５
３ ０

１ ５ ｄ

１ ５ ｄ

２ ０ ｄ

１ ５ ｄ

Ｌ Ｌ

１ ５ ｄ

１ ５ ｄ

１ ５ ｄ

１ ５ ｄ

３ ０

設計基準強度

２ ４ 　 ２ ７

２ ４ 　 ２ ７

（ 注） １ ． Ｌ   、 Ｌ    ： フ ッ ク なし 重ね継手の長さ 及びフ ッ ク あり 重ね継手の長さ

　 　 　 ２ ． フ ッ ク あり の場合のＬ    は、 ４ ． ５ ． １ 図に 示すよ う にフ ッ ク 部分Ｌ を 含まない。

Ｓ Ｄ ２ ９ ５

Ｓ Ｄ ３ ４ ５

２ ４ 　 　 ２ ７

３ ０

２ ４ 　 　 ２ ７

３ ０

３ ５ ｄ

３ ５ ｄ

４ ０ ｄ

３ ５ ｄ

２ ５ ｄ

２ ５ ｄ

３ ０ ｄ

２ ５ ｄ

―

鉄筋の
種　 別

１ ０ ｄ
かつ

以上

フ ッ ク なし フ ッ ク あり

２ ５ ｄ

２ ５ ｄ

３ ０ ｄ

２ ５ ｄ ２ ０ ｄ

２ ５ ｄ

２ ０ ｄ

２ ０ ｄ

１ ０ ｄ

Ｌ

スラ ブ小梁
ＬＬ

Ｌ

スラ ブ小梁

２ ０ ｄ

Ｌ

３ ０ ｄ

３ ０ ｄ

３ ５ ｄ

３ ０ ｄ３ ５ ｄ

４ ０ ｄ

３ ５ ｄ

３ ５ ｄ

Ｓ Ｄ ３ ４ ５

Ｓ Ｄ ２ ９ ５

　 　 ５ ． フ ッ ク あり の定着の場合は、 ４ ． ５ ． ２ 図(イ )に示すよ う にフ ッ ク 部分bを含ま ない。

　 　 ４ ． Ｌ   ： 小梁の下端筋のフ ッ ク あり 定着の長さ

　 　 ３ ． Ｌ   ： 小梁及びスラ ブの下端筋の直筋の直線定着長さ (基礎耐圧スラ ブ及びこ れを受ける 小梁は除く 。 ）

　 　 ２ ． Ｌ   、 Ｌ    ： 割裂破壊の恐れのない個所への直接定着の長さ 及びフ ッ ク あり の定着の長さ

　 　 　 （ 注） １ ． Ｌ    、 Ｌ     は、 ４ ． ５ ． ３ 表の鉄筋の投影定着長さ を示し 、 下記の条件を満たすも のと する 。

最大径

の場合

粗骨材

（ ３ ）

３ ２ mm

２ ５ mm

Ｄ １ ９

Ｄ ２ ２

Ｄ ２ ５

Ｄ ２ ９

Ｄ １ ６

Ｄ １ ３

１ １

１ ４

１ ８

２ １

２ ５

２ ８

３ ３ ４ ４ mm

３ ８ mm

３ ３ mm

２ ９ mm

２ ４ mm

２ ０ mm

４ ３ mm

４ ６ mm

５ ０ mm

５ ３ mm

５ ８ mm

６ ６ mm

７ ７ mm

２ ５ mm

（ １ ）

鉄筋相互のあき ： ａ鉄筋径 (mm)

鉄筋径 最外径

Ｄ １ ０

（ ２ ）
最小鉄筋芯間隔

１ ５ mm

３ ０

４ ０

４ ０

４ ０

６ ０

６ ０

４ ０

５ ０

５ ０

５ ０

７ ０

７ ０

一　 　 般

土、 水に
接する 部分

煙突等高熱を受ける 部分

２ ４ ， ２ ７

３ ０

２ ４ ， ２ ７

３ ０

Ｌ

　 　 　 ２ ． Ｌ   ： 小梁及びスラ ブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ

異形鉄筋

（ 注） Ｄ ： 鉄筋の最外径　 ｄ ： 鉄筋直径（ 呼び名）

コ ン ク リ ート の

Ｆ c（ Ｎ /mm  ）

かぶり 厚さ

１ ） 最上階の柱頭部

１ ） 下階の柱主筋を
　  引き通すこ と が
　  できない柱頭部

４ ． ７ ． １ 図参照

４ ． ２ ． １ 図の　  印

図参照

２ ） 継手部

１ ） 末端部 １ ） 末端部 ４ ． ８ ． １ 図参照

４ ． １ １ ． １１ ） 末端部
１ ） 末端部

２ ） 継手部

１ ） 末端部

２ ） 継手部
１ ） 末端部

壁の一部と なる

４ ． １ ． １ 表参照

場合を 含む図参照

部　 　 位

四隅の主筋

柱

梁

煙突の鉄筋

幅止め筋

圧接継手

継手方式
備　 考

帯筋( Ｈ Ｏ Ｏ Ｐ )

断面が異な

重ね継手

上下階の柱

る 場合

あばら 筋
(Ｓ Ｔ Ｐ )

以下
Ｄ １ ９

柱、 梁の主筋
Ｄ １ ６ 以上の鉄筋

Ｔ 形及びＬ 形の梁の
あばら 筋

幅止め筋

４ ｄ 以上

４ ｄ 以上

４ ｄ 以上

４ ｄ 以上

～Ｄ ３ ８

３ ｄ 以上

３ ｄ 以上

３ ｄ 以上

３ ｄ 以上

Ｄ １ ６

　 　 　 ２ ． ９ ０ °未満の折曲げ の内法直径は図面によ る 。

　 　 　 　 　 を 用いる 場合に は、 余長は４ ｄ 以上と する 。

使　 用　 箇　 所Ｓ Ｄ ２ ９ ５ ， Ｓ Ｄ ３ ４ ５

折曲げ 内法直径（ Ｄ ）

折　 曲　 げ 　 図
曲げ

角度

（ 注） １ ． 片持ち スラ ブ先端、 壁筋の自由端側の先端で９ ０ °フ ッ ク 又は１ ３ ５ °フ ッ ク

１ ５ ０ mm

１ ８ ０ °

１ ３ ５ °

９ ０ °

９ ０ °

１ ３ ５ °

Ｄ １ ３ 以下の鉄筋
あばら 筋、 帯筋、 スパイ ラ ル筋

　 　 ・ 梁主筋の柱内定着に おいては、 原則と し て、 柱せいの３ /４ 倍以上

　 　 ・ 小梁主筋の大梁内定着においては、 原則と し て大梁幅の１ /２ 倍以上

　 　 ・ スラ ブ の梁内定着に おいては、 原則と し て梁幅の１ /２ 倍以上

鉄筋の Ｌ Ｌ

（ フ ッ ク なし ） （ フ ッ ク あり ）種　 別

ｄ Ｄ 粗骨材径×１ ． ２ ５ 最小あき 鉄筋径×１ ． ５
ａ ＋Ｄ

設計基準強度
コ ン ク リ ート の

Ｆ c（ Ｎ /mm  ）

設計基準強度
コ ン ク リ ート の

Ｆ c（ Ｎ /mm  ）

※ 通常の施工の場合
必要と する 場合

・  塩害対策を

フ ッ ク なし 梁主筋の柱内曲げ定着

小梁及びスラ ブの上端筋の梁内折曲げ定着フ ッ ク あり

2

1 1h

1h

1 2

3

2 1h 2h

3h

2

ba

４ ． ７ ． ２ 図参照

４ ． ２ ． １ 図の　  印

図参照

４ ． １ 　 鉄筋の折曲げ加工

４ ． ３ 　 鉄筋のかぶり 及び間隔

４ ． ４ 　 鉄筋相互のあき 及び間隔

４ 　 建築工事

４ ． ２ 　 異形鉄筋の末端部

４ ． ５ 　 鉄筋の継手及び定着
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1 1h(注)１ ． Ｌ   、 Ｌ    ： ２ ． 以外の直線定着の長さ 及びフ ッ ク あり の長さ

2

3

2h

3h

また中間部での折曲げは行わない。

a b

1       2           3

1h       2h          3h

a

b

　 　 　 　 　 （ 基礎梁、 片持ち スラ ブ を 含む。 ）

　 　 　 　 　 （ 片持ち 小梁及び片持ち スラ ブを除く 。 ）

　 　 なお、 片持小梁及び片持スラ ブ の場合は２ ０ ｄ 及び１ ０ ｄ を ２ ５ ｄ 以上と する 。

1        1h

1h
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直交梁位置

（ ロ ）（ イ ）

（ ロ ）

（ ロ ）（ イ ）

（ イ ）

（ ハ）

（ ハ）

（ イ ）

（ ロ ）

・ 丸形

（ ニ）

以上の

添巻

≧６ ｄ

ｄ

ｄ ｄ ｄ

≧６ ｄ

１ ． ５ 巻

５ ０ ｄ

５ ０ ｄ

ｄ

≧８ ｄ

ＬＬ

≧６ ｄ

≧４ ０ ｄ

Ｐ
＠

Ｐ
＠

Ｐ
＠

Ｐ
＠

≧６ ｄ

Ｌ

定着の 長さ

鉄筋

一節半以上かつ
継手の重ね長さ
一節半以上かつ

１ ５ ０ mm以上

Ｌ Ｌ

１ ５ ０ mm以上

かぶり 厚さ

か
つ

１
５

ｄ
か

つ
１

５
ｄ

ｈ
ｈ

ｈ
  

/２
＋

１
５

ｄ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
  

以
上

５
０

０
以

上
か

つ
１

５
０

０
以

下
５

０
０

以
上

か
つ

１
５

０
０

以
下

≦
３

/４
・

ｈ
≦

３
/４

・
ｈ

ｈ
  

/２
＋

１
５

ｄ

継手 定着

≧１ ５ ０ mm≧１ ５ ０ mm

１
６Ｄ

ａ

ａ

≦

差し 筋

ｂ
Ｄ

１
６

≦ａ
Ｄ

Ｌ
  

以
上

６

差し 筋

ｂ

１ａ

Ｄ
＞

か
つ

１
５

ｄ

Ｌ
  

以
上

２ ＠
以下

帯筋

２ ＠Ｐ

重ねる 。

１ ＠
以下

梁面よ り 割付ける 。
１Ｐ ＠

１ ＠
以下

０ . ２ ％以上、

０ ． ２ ％以上、

０ ． ２ ％以上、
かつ１ ． ５ Ｐ

かつ１ ． ５ Ｐ

かつ１ ． ５ Ｐ

一般の場合

上下の柱断面寸法が異なる 場合、

帯筋は、 一般の帯筋よ り １ サイ ズ

太い鉄筋または同径のも のを２ 本

二段筋

Ｄ

継手長さ

継手長さ

１ ５ ｄ (余長) １ ５ ｄ (余長)

１ ５ ｄ (余長)

２ ０ ｄ (余長)

Ｄ

Ｌ a※

１ ５ ｄ ( 余長)

Ｌ a※

Ｌ

余
長

Ｌ
Ｌ

余
長

Ｌ

Ｌ

余
長

Ｌ

Ｌ a※

Ｌ

Ｌ a※

余
長

Ｌ a※

余長

Ｌ

Ｌ a※

余
長

： 柱芯

Ｌ
Ｌ a※

余長

二段筋
Ｌ

ＬＬ

Ｌ

Ｌ

余
長

Ｌ

Ｌ a※

余
長

Ｌ a※
Ｌ

梁

柱

梁

Ｌ

梁梁

柱
Ｄ ≦１ ０ ０

吊上げ筋は、 一般のあばら 筋よ り １ サイ ズ
太い鉄筋又は同径のも のを ２ 本重ねたも のと する 。

3 １
Ｌ 2 Ｌ １

0

0

0

0

0
0

2

2

2

Ｌ
2

2

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

1

2

1 1

2 2

ａ

Ｌ

Ｌ

ａ

ａ ≧４ ０ ０ mm

ａ

ａ ＬＬ

Ｌ Ｌ

ａ ≧０ ． ５ Ｌ

ａ ＝０ ． ５ Ｌ

ａ ＝０ ． ５ Ｌ

ａ

Ｌ

Ｌ

ａ ≧０ ． ５ Ｌ

1h

1h

1h 1h

1h 1h

1

1

1

1 1

1

※

※

鉄筋

≧６ ｄ ≧６ ｄ ≧６ ｄ

ｈ
0

ａ ａ

か
つ

１
５

ｄ

Ｄ Ｄ

Ｌ

≧６ ｄ

Ｌ 　 /４0 Ｌ 　 /４0

Ｌ 　 /４0

Ｌ 1

４ ． ５ ． ４ 表　 隣り 合う 継手の位置

（ 柱頭又は柱脚部）
末　 端　 部

（ 重ね継手）
中　 間　 部

（ １ ） 隣り 合う 継手の位置は、 ４ ． ５ ． ４ 表によ り 、 ａ 寸法を守る こ と 。

　 　  ただし 、 壁の場合及びスラ ブ筋でＤ １ ６ 以下の場合を除く 。

４ ． ７ ． １ 　 隣り 合う 継手の位置及び定着

（ ２ ） 柱頭定着長さ Ｌ   が確保出来ない場合は、 図面によ る 。

（ ３ ） 上下の柱断面が異なる 場合の柱主筋の折曲げ及び定着は、 ４ ． ７ ． ２ 図による 。

（ １ ） フ ッ ク 及び継手の位置は交互と する 。

（ ２ ） 帯筋の割付けは、 ４ ． ９ ． １ 図によ る 。 ただし 、 図面にある 場合は図面によ る 。

（ ３ ） 柱、 梁の交差部（ パネルゾ ーン ） の帯筋のせん断補強比は、 ０ ． ２ ％以上を

４ ． ５ ． ５ 　 隣り 合う 継手の位置及び定着

（ １ ） 継手長さ はＬ   と し 、 定着及び余長は、 ４ ． ７ ． １ 図によ る 。

４ ． ８ ． １ 　 帯筋の形状

（ １ ） 帯筋の形状は、 ４ ． ８ ． １ 図と し 、 種別は図面によ る 。 図面になければ下記によ る 。

・ Ｈ 形

・ Ｗ－Ⅰ形（ 溶接を行う ）

・ Ｓ Ｐ 形（ スパイ ラ ル筋）

　 　  （ ａ ） Ｈ 形を 標準と する 。

　 　  確保し 、 補強筋間隔≦１ ． ５ Ｐ と する 。

４ ． １ ０ ． １ 　 大梁（ 基礎梁以外の大梁に限る ） 主筋の継手、 定着及び余長

（ １ ） 大梁主筋の継手及び定着の一般事項

４ ． ５ ． ３ 図　 溶接金網の継手及び定着要領

４ ． ５ ． ４ 図　 スパイ ラ ル筋の継手及び定着要領

（ ２ ） 溶接金網の継手及び定着は、 ４ ． ５ ． ３ 図によ る 。

柱、 梁の交差部の配筋例（ ０ ． ２ ％確保）

（ ３ ） スパイ ラ ル筋の継手及び定着

４ ． ９ ． １ 図　 帯筋の割付け

４ ． ８ ． １ 図　 帯筋組立の形

４ ． ７ ． ２ 図　 上下の柱断面が異なる 柱主筋の折曲げ及び定着

４ ． １ ０ ． ２ 　 ハン チのない場合

４ ． ７ ． １ 図　 柱主筋の継手、 定着及び余長

（ １ ） 最上階の場合

４ ． １ ０ ． ３ 図　 大梁の重ね継手、 定着及び余長

４ ． １ ０ ． ３ 　 ハン チのあ る 場合

４ ． １ ０ ． ４ 図　 ハン チのある 大梁の定着及び余長（ 最上階）

４ ． １ ０ ． ２ 図　 段違い梁

４ ． １ ０ ． １ 図　 梁主筋の梁内定着

　 　  ｂ ． 梁主筋を、 柱内に折曲げて定着する 場合は次によ る 。

　 　 　 　  なお、 定着の方法は、 ４ ． ５ ． ４ によ る 。

　 　  ｃ ． 段違い梁は４ ． １ ０ ． ２ 図によ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 上端筋： 曲げ下ろ す。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 下端筋： 原則と し て曲げ上げる 。

　 　  ａ ． 梁主筋は、 原則と し て、 柱をまたいで引き 通すも のと し 、 引き 通すこ と

　 　 　 　  が出来ない場合は、 ｂ ． によ り 柱内に 定着する こ と がで き る 。

　 　 　 　  ただし 、 やむ得ず梁内に定着する 場合は、 ４ . １ ０ . １ 図によ る 。

最上階

一般階

上端筋

下端筋

1

2

（ ４ ） 柱の継手及び圧接中心位置は、 梁上端から ５ ０ ０ ｍｍ 以上、 １ ５ ０ ０ ｍ ｍ以下かつ

　 　 　 ３ /４ h （ h は柱の内法高さ ） 以下と する 。

（ ５ ） ※鉄筋のカ ッ ト オフ の位置及び長さ は図面によ る 。

４ ． ９ 　 帯筋の割付け

４ ． ７ 　 柱筋の継手及び定着

４ 　 建築工事

４ ． ６ 　 （ 欠番）

４ ． ８ 　 帯筋

４ ． １ ０ 　 大梁筋の継手及び定着

※１ ． ５ Ｐ  　 、 １ ． ５ Ｐ 　  のピ ッ チは１ ５ ０ mm以下と する 。

Ｄ １ ３  ＠１ ０ ０

Ｄ １ ３  ＠１ ２ ５

パネルゾ ーン柱幅( mm)

≦５ ０ ０

≦６ ０ ０

≦７ ０ ０

≦８ ０ ０

≦９ ０ ０

≦１ ０ ０ ０

≦１ １ ０ ０

≦１ ２ ０ ０

（ 注） １ ． 継手中心位置は次による 。

　 　 　 　 　 　 上端筋： 中央Ｌ   /２ 以内

　 　 　 　 　 　 下端筋： 柱面よ り 梁せい（ Ｄ ） 以上離し 、 Ｌ   /４ を加えた範囲以内

　 　 　 ２ ． ４ ． ２  異形鉄筋の末端部で 定めた鉄筋に は、 フ ッ ク を 付け る 。

　 　 　 ３ ． 　 　 　 　 　 　 印は、 継手及び余長を示す。

　 　 　 ４ ． 破線は、 柱内定着の場合を示す。

　 　 　 ※ Ｌ aは、 原則と し て、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ柱せいの３ /４ 倍以上と する 。

　 　 　 ※ Ｌ aは、 原則と し て、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ柱せいの３ /４ 倍以上と する 。

が多い 場合

柱脚の鉄筋

が多い 場合

下階の鉄筋

が多い 場合

上階の鉄筋

が多い 場合

柱頭の鉄筋

ａ ： 上下の柱幅の差(ａ ≦１ ５ ０ )

ｂ ： かぶり 厚さ

Ｄ ： 梁のせい

Ｄ １ ０  ＠１ ２ ５

Ｄ １ ０  ＠１ ０ ０

Ｄ １ ０  ＠１ ０ ０

Ｄ １ ３  ＠１ ５ ０

Ｄ １ ３  ＠１ ２ ５

Ｄ １ ３  ＠１ ０ ０

継手の重ね長さ
床版の場合 壁の 場合

0

0

フ ッ ク なし の場合

フ ッ ク 有り の場合

接

重

ね

継

手

圧

継

手

　 　 ５ ． 梁筋カ ッ ト オフ 位置及び余長は図面によ る 。

ＣＬ ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ ＣＬ

Ｌ  /２0

Ｌ 0

ＣＬ ＣＬ
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構造細目共通図（複合構造物）(9) S-09

　 　  （ ｂ ） Ｈ 形の１ ３ ５ ゜ 曲げのフ ッ ク が困難な場合は、 Ｗ－Ⅰ形と する 。

　 　  （ ｃ ） 溶接する 場合の溶接長さ Ｌ は、 両面フ レ ア溶接の場合は５ ｄ 以上、 片面フ レ ア

　 　  （ ｄ ） Ｓ Ｐ 形に おいて、 柱頭及び柱脚の端部は、 １ ． ５ 巻以上の添巻き を行う 。

　 　  　 　  溶接の場合は１ ０ ｄ 以上と し 、 組立前に 行う 。

1   　                 　  2
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（ 注） １ ． 　 　 　 　 　 　 印は、 継手及び余長を示す。

　 　 　 ２ ． 梁内の定着筋に おいて梁せい が小さ く 垂直で 余長がと れない場合、 斜めに し ても よ い。

　 　 　 ※ Ｌ   は、 原則と し て、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ梁幅の１ /２ 倍以上と する 。b
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　 　  ３ ． 梁内定着の端部下端筋が接近する と き は、 　 　 　 　   のよ う に引き通すこ と ができ る 。

　 　  ４ ． 破線は、 梁内定着の場合を 示す。

　 　  ２ ． 　 　 　 　     　 印は、 継手及び余長を 示す。

定着の長さ は、 ４ ． １ ０ ． ２ 図に 準ずる

　 　 　 ２ ． 図中のＰ ＠は、 特記さ れたあばら 筋の間隔を 示す。

（ 注） １ ． あばら 筋は、 柱面の位置及びハン チに 切り 替わる 位置から 割付ける 。

　 　 　 ２ ． 図中のＰ ＠は、 特記さ れたあばら 筋の間隔を示す。

　 　  ※ Ｌ aは、 原則と し て、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ柱せいの３ /４ 倍以上と する 。

　 　 　 ※ Ｌ aは、 原則と し て、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ柱せいの３ /４ 倍以上と する 。

　 　 　 ※ Ｌ aは、 原則と し て、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ柱せいの３ /４ 倍以上と する 。

　 　 　 　 ※ Ｌ aは、 原則と し て、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ柱せいの３ /４ 倍以上と する 。

(注)１ ． ４ ． ２  異形鉄筋の末端部で定めた鉄筋には、 フ ッ ク を付ける 。

： 柱芯

※ Ｌ   をフ ッ ク なし で定着
　  さ せる 場合は２ ５ ｄ と する 。

（ 注） １ ． あばら 筋は、 柱面の位置から 割付ける 。
　 　 　 ２ ． 図中のＰ ＠、 Ｐ ' ＠は、 特記さ れたあばら 筋の間隔を示す。

　 　 　 ※ Ｌ 　 の数値は、 原則と し て、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ梁幅の１ /２ 倍以上と する 。

一般階 最上階

（ 注） １ ． あばら 筋は、 柱面の位置から 割付ける 。

（ イ ） （ ロ ） （ ハ） （ ニ ）

一般の場合

（ ホ）

重ね継手と する 場合

（ ヘ）

６ ０ ０ ≦Ｄ ＜９ ０ ０ ９ ０ ０ ≦Ｄ ＜１ ２ ０ ０ １ ２ ０ ０ ≦Ｄ ≦１ ５ ０ ０

一般階

小梁の終端部小梁が連続する 場合

小梁連続端部小梁外端部

3h

　 　  ５ ． 梁筋カ ッ ト オフ 位置及び余長は図面による 。

４ ． １ ２ ． ２ 　 小　 梁

４ ． １ ２ ． １ 　 一般事項

（ １ ） 図面にない事項は大梁、 梁のあばら 筋の項に準ずる 。

（ ２ ） 　 　 　 　 　 　 印は、 継手及び余長を示す。

４ ． １ ０ ． ４ 　 水平段差のある 場合

４ ． １ ０ ． ５ 　 鉛直段差（ ｅ ） のある 場合

（ ２ ） ｅ /Ｄ ＞１ /６ の場合

（ １ ） 腹筋に継手を設ける 場合の継手長さ は、 １ ５ ０ mm程度と する 。

（ ２ ） 壁梁の場合、 腹筋の定着長さ 及び継手長さ は、 Ｌ   と する 。

（ ３ ） 土圧、 水圧を受ける 梁は、 図面によ る 。

（ ４ ） 幅止め筋及び受け用幅止め筋は、 Ｄ １ ０ －１ ０ ０ ０ mmピ ッ チ程度と する 。

（ ２ ） 間隔が一様でハンチのある 場合

４ ． １ １ ． １ 　 一般事項

４ ． １ １ ． ２ 　 あばら 筋組立の形及びフ ッ ク の位置

（ １ ） 形は、 ４ ． １ １ ． １ 図（ イ ） を標準と する 。

（ ２ ） フ ッ ク の位置

　 　  ｃ ． （ ハ） の場合は床版の付く 側を９ ０ ゜ 折曲げ、 ８ ｄ 確保する 。

　 　  ｄ ． （ ホ） （ ヘ） の場合は梁の上下に スラ ブが付く 場合で かつ、 梁せいが

　 　  ｂ ． （ ロ ） の場合　 床版が片側に付く 場合は床版の付く 側

　 　  ａ ． （ イ ） の場合は交互と する 。

　 　  ｂ ． 床版が両側に付く 場合は、 （ ロ ） ～（ ニ）

　 　  ａ ． 床版が片側に付く 場合は、 （ ロ ） 又は（ ハ）

　 　  ただし 、 （ イ ） によ る こ と が出来ない場合は、 下記の方法によ る こ と が出来る 。

　 　 　 　  床版が両側に付く 場合は交互

４ ． １ １ ． １ 図　 あばら 筋組立の形及びフ ッ ク の位置

　 　 　 　  １ ． ５ m以上の場合に適用する 事ができ る 。 （ 基礎梁）

４ ． １ １ ． ４ 　 腹筋及び幅止め筋

ａ ）  腹筋及び幅止め筋

４ ． １ ０ ． ８ 図　 鉛直段差梁（ その２ ）

４ ． １ ０ ． ７ 図　 鉛直段差梁（ その１ ）

４ ． １ ０ ． ６ 図　 大梁の定着及び余長（ 水平段差のある 場合）

（ ３ ） 梁の端部で間隔の異なる 場合

４ ． １ １ ． ４ 図　 あ ばら 筋の割付け（ その３ ）

４ ． １ １ ． ３ 図　 あ ばら 筋の割付け（ その２ ）

（ １ ） 間隔が一様でハン チのない場合

４ ． １ １ ． ３ 　 あばら 筋の割付け

４ ． １ １ ． ２ 図　 あ ばら 筋の割付け（ その１ ）

４ ． １ ２ ． ２ 図　 小梁主筋の継手、 定着及び余長（ その２ ）

（ ２ ） 単独小梁の場合

４ ． １ ２ ． １ 図　 小梁主筋の継手、 定着及び余長（ その１ ）

４ ． １ ２ ． ３ 　 片持梁筋の定着

（ １ ） 先端に小梁のない場合

　 　  ａ ． 先端の折曲げの長さ ｂ は、 梁せいよ り かぶり 厚さ を除いた長さ と する 。

　 　  ｂ ． 梁筋を 引き 通さ ない場合は、 取り 合い部材に定着する 。 ただし 、 柱に

　 　 　 　  取り 合う 場合は、 全数を 引き 通すこ と ができ る 場合でも 、 上端筋は、

　 　 　 　  ２ 本以上を柱に定着する 。

（ ２ ） 先端に小梁がある 場合

　 　  ａ ． 上端筋は、 先端小梁内に斜めに定着する 。

　 　  ｂ ． 先端小梁終端部の主筋は、 片持梁内に水平定着する 。

　 　  ｃ ． 先端小梁の連続端は、 片持梁の先端を貫通する 通し 筋と し てよ い。

４ ． １ ２ ． ３ 図　 片持梁主筋の定着及び余長（ 先端に小梁のない場合）

（ ２ ） 特殊な梁

腹筋及び幅止め筋は、 図面によ る 。

４ ． １ １ ． ５ 図　 腹筋及び幅止め筋

（ １ ） 水平段差のある 場合

（ １ ） ｅ /Ｄ ≦１ /６ の場合

（ １ ） 一般の梁

（ １ ） 連続小梁の場合

４ ． １ ２ ． ４ 図　 片持梁主筋の定着

４ ． １ ０ ． ５ 図　 ハン チのある 大梁の定着及び余長（ 一般階）

（ ２ ） 一般階の場合

2

４ ． １ １ 　 梁のあばら 筋、 腹筋及び幅止め筋

４ ． １ ２ 　 小梁及び片持梁の配筋要領

４ 　 建築工事
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Ａ ＷＳ Ｃ Ｊ （ 第５ 版） －０ ６ ４ －０ ０ ５

打増し 部

縦筋はＤ １ ０ と し 、 間隔は２ ０ ０ mm
横筋はＤ １ ０ と し 、 間隔は壁横筋と 同じ
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４ 　 建築工事

４ ． １ ５ 　 床の配筋要領

４ ． １ ４ 　 壁の打増し 要領

４ ． １ ３ 　 壁の配筋要領
４ ． １ ３ ． ４ 　 壁の交差部及び端部

４ ． １ ５ ． １ 　 一般事項

４ ． １ ５ ． ２ 　 片持スラ ブ

（ ２ ） 先端に小梁がなく 壁が取り 付く 場合

４ ． １ ５ ． ３ 　 片持ち スラ ブ出隅部の補強配筋

４ ． １ ５ ． ３ 図　 スラ ブ筋の定着長さ 及び受け筋（ その３ ）

４ ． １ ５ ． ５ 図　 先端に壁が付く 場合の配筋

４ ． １ ５ ． ４ 　 地上部最上階の屋根床版

４ ． １ ５ ． ５ 　 段差床版の補強

４ ． １ ５ ． ６ 　 床版開口部の補強

（ ２ ） 床版開口の最大径が両方向の配筋間隔以下で、 鉄筋を緩やかに曲げる こ と に

　 　  より 開口部を避けて配筋でき る 場合は、 補強筋を省略する こ と ができ る 。

ａ ． 交差部補強筋Ｄ ※はＤ １ ３ 以上、 かつ壁主筋と 同径と する 。

４ ． １ ３ ． ４ 図　 壁の交差部及び端部の配筋

（ １ ） 鉄筋の継手長さ は、 Ｌ   と する 。

４ ． １ ４ ． １ 図　 壁の打増し 補強配筋

（ ２ ） 定着長さ 及び受け筋は、 ４ ． １ ５ ． １ 図によ る 。 ただし 、 引き 通すこ と ができ ない場合は、

　 　  ４ ． １ ５ ． ２ 図、 ４ ． １ ５ ． ３ 図に よ り 梁内に 定着する 。

（ ３ ） 基礎梁と 床版を一体打ち と し ないで、 打ち 継ぎを設ける 場合の補強は図面によ る 。

（ １ ） 片持スラ ブの配筋

４ ． １ ５ ． ４ 図　 片持スラ ブの配筋

４ ． １ ５ ． ６ 図　 片持スラ ブ 出隅部の補強配筋

（ １ ） 出隅及び入隅部分には、 ４ ． １ ５ ． ７ 図によ り 、 補強筋（ 溶接金網） を上端筋

　 　  の下側に配筋する 。

（ ２ ） 陸屋根、 勾配屋根共通と する 。

４ ． １ ５ ． ７ 図　 出隅及び入隅部分の補強配筋

（ １ ） 同一床版に段差がある 場合、 ４ ． １ ５ ． ８ 図の補強を 行う 。 ただし 、

Ｈ ＞１ ５ ０ の場合は、 小梁を 設ける 事を 原則と する 。

４ ． １ ５ ． ８ 図　 段差のある 床版の補強配筋

（ １ ） 開口の最大径≦７ ０ ０ の場合は、 開口によ っ て切ら れる 鉄筋と 同量の鉄筋で周囲を補強し 、

　 　  開口の最大径＞７ ０ ０ の場合は図面によ る 。

４ ． １ ５ ． ９ 図　 床版開口部の補強配筋

４ ． １ ５ ． １ 図　 スラ ブ筋の定着長さ

及び受け筋（ その１ ）

４ ． １ ５ ． ２ 図　 スラ ブ筋の定着長さ

及び受け筋（ その２ ）

ｂ ． 壁の端部にＵ 型鉄筋を 使用する 場合の径及び間隔は、 壁筋と 同径及び同間隔と する 。

壁の交差部及び端部の交差部は、 ４ ． １ ３ ． ４ 図に よ る 。

コ ン セン ト ボッ ク ス等を 壁に埋め込む場合の補強は、 特記によ る ほか、 配管等での壁の

打増し 補強筋は、 ４ ． １ ４ ． １ 図によ る 。

打増し 厚さ のａ が５ ０ mm以上、 ２ ０ ０ mm以下に適用する 。

２ ０ ０ mmを越える 場合は、 特記によ る 。

４ ． １ ３ ． １ 　 一般事項

４ ． １ ３ ． ２ 　 耐震壁の開口

（ １ ） 耐震壁等の開口は、 図面以外は設けてはなら ない。

　 　  満足する こ と を 構造計算によ っ て確認する こ と 。

（ ２ ） やむを 得ず開口を あける 場合は、 Ｈ １ ９ 国土交通省告示５ ９ ３ 号の規定を

４ ． １ ３ ． １ 図　 壁の配筋
※壁構造の場合は、 「 壁構造配筋指針・ 同解説」 （ 日本建築学会） に基づき 図面に よ る 。

４ ． １ ３ ． ３ 　 壁開口部の補強

（ １ ） 壁開口部の補強は、 図面によ る 。 補強筋の長さ 及び位置は、 ４ ． １ ３ ． ３ 図

　 　  を標準と する 。

４ ． １ ３ ． ３ 図　 壁開口部の補強の定着長さ

（ ２ ） 開口部は柱及び梁に接する 部分又は鉄筋を 緩やかに曲げる こ と によ り

　 　  開口部を 避けて配筋出来る 場合は、 補強筋を 省略する こ と ができ る 。
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（ ３ ） 打増し 部分に、 壁及びスラ ブ等が取り つく 場合は、 壁及びスラ ブ筋等の定着長

（ １ ） 一般壁配筋の重ね継手の長さ はＬ   と し 、 耐震壁の鉄筋の重ね継手の長さ は

（ ２ ） 幅止め筋は、 縦、 横と も Ｄ １ ０ －＠１ ０ ０ ０ を 標準と する 。

1

     ４ ０ ｄ と する 。 ただし 、 Ｓ Ｄ ３ ９ ０ ， Ｓ Ｄ ４ ９ ０ を使用する 場合は特記によ る 。

     また、 定着の長さ は、 Ｌ 　 と し 、 鉄筋の継手位置は、 柱・ 梁部以外と する 。

　 　  さ には打増し 部分は含ま ない。

（ ４ ） 土圧及び水圧など を受ける 壁の配筋は、 図面によ る 。

2

（ 注） 図中のＰ ＠は、 図面の壁筋の間隔を示す

（ １ ） 出隅部の補強筋は図面に よ り 、 配筋方法は、 ４ ． １ ５ ． ６ 図によ る 。

（ ２ ） 出隅受け部分(図のハッ チ部分)の配筋は、 図面によ る 。

※　 原則と し てＬ   は、 ４ ． ５ ． ３ 表の数値かつ梁幅の１ /２ 倍以上と する 。

よ り かぶり 厚さ を 除いた長さ と する 。

※先端の折り 曲げ長さ ｂ は、 スラ ブ 厚さ

※　 Ｌ   の数値は、 原則と し て、 ６ ． ３ 表

の数値かつ梁幅の１ /２ 倍以上と する 。

※： 鉄筋径は、 図面によ る

Ｄ ※： 鉄筋径は、 図面によ る 。

※： 鉄筋径及び本数は、 図面に よ る

（ 出隅部分補強配筋） （ 出隅受け部配筋）

垂れ壁のない場合 垂れ壁のある 場合

外壁の端部内壁の端部

b

ｎ  本

（     /2） 本ｎ  

（     /2） 本ｎ  
ｎ  本

　 　  隅角部には、 斜め方向に主筋径以上の鉄筋2本を上下筋の内側に配筋する 。 (４ . １ ５ ． ９ 図)

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所
－

構造細目共通図（複合構造物）(11) S-11
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所
－

構造細目共通図（複合構造物）(12) S-12

Ｌ

： 壁芯

主筋

※１ ※１

Ｄ １ ６ －３ ０ ０ ＠以内

ａ ａ

ａ

主筋
Ｄ １ ６ －３ ０ ０ ＠以内

梁のあばら 筋

あばら 筋と 同径・ 同材質・ 同ピ ッ チ 補強筋： Ｄ １ ６

≧

ａ

Ｄ １ ６補強筋：

梁のあ ばら 筋

ａ

≧

※
※

１ ． ５ Ｄ
１ ． ５ Ｄ

ｐ ｐ ｐｐ

Ｌ

ｐ

ｐ
ｐ

ｐ
ｐ

ｐｐ
ｐ

※
※

※
※

３ -Ｄ １ ９

Ｄ

１ ． ５ Ｄ
１ ０ ０

梁： Ｄ

柱： Ｄ

ｐ ｐ ｐ
※

Ｄ

大梁

小梁

小梁

大梁

１ ． ５ Ｄ

ーＤ １ ３ ＠２ ０ ０

柱： Ｄ

※

－Ｄ １ ３ ＠２ ０ ０

１ ０ ０

Ｄ ： 梁せい増し 打ち 補強筋

Ｄ
Ｌ

Ｌ
Ｌ

梁

梁
隅鉄筋Ｄ １ ６

Ｄ １ ３ ＠２ ０ ０
Ｈ Ｏ Ｏ Ｐ

基礎梁
( 図面に よ る )

フ ーチン グ

※１

主筋

主筋

※１

主筋

主筋

※１

ｂ

Ｄ １ ６ －３ ０ ０ ＠以内

Ｄ １ ６ －３ ０ ０ ＠以内
Ｄ １ ６ －３ ０ ０ ＠以内

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

※１

主筋
Ｄ １ ６ －３ ０ ０ ＠以内

2

Ｌ2
Ｌ 3

Ｌ 2

Ｌ 2 Ｌ2

Ｌ 2

2

1

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ 2

2

1

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ2 Ｌ 2

2

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ1

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ1

Ｌ1

Ｌ2

Ｌ2

Ｌ1
Ｌ3

Ｌ1

Ｌ3

Ｌ3

Ｌ3

3
3

2

Ｌ 3
Ｌ 3

柱： Ｄ

Ｌ1

柱： Ｄ 柱： Ｄ

１ ０ ０

梁

梁

４ ． １ ９ ． １ 　 斜め柱・ 斜め梁の取り 合い

４ ． １ ９ 　 勾配屋根の取り 合い

４ ． １ ８ ． ２ 　 梁 ４ ． １ ９ ． ２ 　 梁と 床版の取り 合い

４ ． １ ９ ． ３ 　 円柱の取り 合い

（ １ ） 壁配筋は、 図面に よ る 。

（ ２ ） 階段主筋は、 壁の中心線を 越え てから 縦に 曲げ 下ろ す。

４ ． １ ８ ． １ 　 柱

４ ． １ ８ ． １ 図　 柱の増し 打ち 補強配筋

　 　  た だし 、 ａ ＜７ ０ mmの場合、 補強は行わない。 ２ ０ ０ mm＜ａ の場合は、 図面に よ る 。

（ １ ） 増し 打ち コ ン ク リ ート の補強は、 ４ ． １ ８ ． １ 図に よ る 。

（ ２ ） 増し 打ち 部分で の鉄筋は、 定着長さ と し て認めない。 た だし 、 躯体と 一体打ち の場合を 除く 。

（ ３ ） 増し 打ち 部分の帯筋の定着長さ は、 Ｌ   以上と する 。

（ ４ ） 増し 打ち 部分主筋の定着、 重ね長さ は、 柱の主筋に よ る 。

（ １ ） 増し 打ち コ ン ク リ ート の補強は、 ４ ． １ ８ ． ２ 図に よ る 。 た だし 、

　 　  ａ ＜７ ０ mmの場合、 補強は行わない。 ２ ０ ０ mm＜ａ の場合は、 図面に よ る 。

（ ２ ） 増し 打ち 部分で の鉄筋は、 定着長さ と し て認めない 。 ただ し 、 躯体と 一体打ち の場合を 除く 。

（ ３ ） 増し 打ち 部分のあばら 筋の定着長さ は、 Ｌ   以上と する 。

（ ４ ） 増し 打ち 部分の主筋の定着、 重ね長さ は、 梁の主筋に よ る 。

（ ５ ） 梁の上下の増し 打ち が途中で 終わる 場合

４ ． １ ８ ． ４ 図　 梁の側面の増し 打ち 補強配筋（ 途中で 終わる 場合）

４ ． １ ８ ． ３ 図　 梁の上下の増し 打ち 補強配筋（ 途中で 終わる 場合）

（ １ ） ※印の鉄筋は、 同径以上と し 、 かつダブ ル巻き と する 。

（ ２ ） １ ． ５ Ｄ の範囲の柱の帯筋は一段太いも のか、 ま たはダブ ル巻き と し ＠１ ０ ０

（ ３ ） 柱の取合い部に おけ る 斜め梁のせん断補強筋中心間隔は、 当該梁部材のせん断

　 　  以下と する 。

　 　  補強筋中心間隔ｐ 以下と する 。

４ ． １ ９ ． １ 図　 斜め柱・ 斜め梁の取り 合い 配筋

増し 打ち 補強要領は、 ４ . １ ９ ． ２ 図に よ る 。

４ ． １ ９ ． ２ 図　 梁と 床版の取り 合い配筋

４ ． １ ９ ． ３ 図　 円柱の取り 合い配筋

４ ． １ ７ ． １ 図　 片持スラ ブ 形階段配筋の定着

４ ． １ ８ ． ２ 図　 梁の増し 打ち 補強配筋

（ ６ ） 梁の側面の増し 打ち が途中で 終わる 場合

2

４ ． １ ７   階段の配筋要領

４ 　 建築工事

４ ． １ ８ 　 柱及び梁の増し 打ち 要領

ａ ）  柱幅と 斜材（ 柱又は梁） 幅が同一 ｂ ）  柱幅と 斜材幅が異なる

ｄ ）  柱頭で 斜材と なる 上端筋は、 連続筋と する 。ｃ ）  柱脚で 斜材と なる

ｅ ）  梁が斜材と なる 上端筋は、 連続筋と する 。

７ ０ ≦ａ ≦２ ０ ０ ７ ０ ≦ａ   、 ａ   ≦２ ０ ０

７ ０ ≦ａ ≦２ ０ ０ ７ ０ ≦ａ ≦２ ０ ０

※１ ． 帯筋と 同径・ 同材質・ 同ピ ッ チと する 。

７ ０ ≦ａ ≦２ ０ ０ ７ ０ ≦ａ   、 ａ   ≦２ ０ ０

ｆ ）  斜め大梁に 小梁が接する 場合

柱筋はａ ） 、 ｂ ） に 倣う 。

ｇ ）  大梁に 斜め小梁が接する 場合

３ ）  柱脚部の円柱と 基礎と の
取合い

取り 付く 場合
１ ）  柱頭部で 柱芯に 梁が ２ ）  柱頭部で 柱外面に 梁が

取り 付く 場合

Ｔ ｙ ｐ ｅ  Ａ Ｔ ｙ ｐ ｅ  Ｂ

※１ ． あばら 筋と 同径・ 同材質・ 同ピ ッ チと する 。

1        2

ＣＬ

ＣＬ

1      2

2

あばら 筋と 同径・ 同材質・ 同ピ ッ チ

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事



(3) 設計図書に示された支持地盤に着底する長さを実施コラム長という。

(4) 本工事により排出される発生残土は場内処分を原則とする。

(5) 施工に対して疑義が生じた場合は、ただちに監督員と協議し、その指示を受ける。

(1) 作業地盤は、施工機械が傾斜・転倒しないよう養生する。

(2) 基本的な施工手順を以下に示す。施工の障害になる事項が出現した場合は、別途検討する。　

　　ａ．撹拌混合装置をコラム心に合わせる。

　　ｂ．固化材液を吐出せずに、空掘り部を所定の深度まで掘進する。

　　ｃ．固化材液を吐出しながら掘進・撹拌混合する。

　　ｄ．注入掘進工程が終了したら、固化材液の吐出を停止し先端部の練り返しを行う。

　　ｅ．先端練り返し工程が終了したら、撹拌軸を逆回転し引上げ撹拌混合する。

び固化材液の配合等について土質や地盤状況により変更した方が適切だと判断される場合は、監督員の承認の下に変更するこ

コラムの径、掘削深度（設計コラム長＋空掘長）、本数配置等は設計図書による。ただし、コラムの径・長さ・本数・位置及

（ベターリビング）による。

　本工事は、本特記仕様書によるほか「2018年版 建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」(日本建築センター）

(1) 本工事施工業者は、本工法の施工技術に精通したものとする。

・固化材配合条件

・施工機器

・施工管理項目

設計の要求する性能を確保するため、適切な配合管理および品質検査を実施する。

本工事工法は、改良体強度の品質が変動係数２５％以下であることを「建設技術審査証明協議会（平成１３年１月１０日設立）」

に属する機関で証明された技術審査証明取得工法とし、事前にその証明書を監理者に提出し、承認を得ることとする。

又、品質確保の為、技術審査証明取得業者が常駐管理の元に施工を行う。

とができる。

・施工手順

・安全衛生対策

・土質柱状図

・コラム伏図

・技術審査証明書（写）

・品質検査

(2) 施工計画書

・工事件名及び工事場所

・コラム仕様及び数量

　　工事に先立ち、施工計画書を監督員に提出する。施工計画書は、次の事項を明記する。

 〔コラム径、掘削深度（設計コラム長＋空掘長）、本数、

・工事期間及び工程

・工事の組織(建築請負業者の本工事責任者、コラム施工業者名

及び責任者、各種作業の主たる従事者）

 設計基準強度 〕

(1) 共回り現象を防止する機構を有し、固化材と原位置土を確実に撹拌混合できる撹拌装置を用いること。

(2) 所定の施工管理項目を計測、記録できる管理装置を用いること。

(3) 改良機本体は本工事の施工仕様を満足させる施工制御機器を装備したもので、自走式とする。

(4) ミキシングプラントは、所定吐出量を十分供給できるものとする。

(1) 固化材液に使用する材料は、セメント又はセメント系固化材とする。

(2) 配合強度

　　　変動係数を25％と想定し、９項に規定する抜き取り箇所数Ｎ、合格確率 80％とした下表を用いて設定する。

(3) 室内配合試験

　　　固化材液の配合（Ｗ／Ｃ）と使用量（添加量）は、室内配合試験の結果に基づいて、現場室内強度比を考慮して、配合

　　強度を満足するように決定する。あるいは正確に土質を把握し、かつその土質に対する既存データがある場合は、その結

　　果を用いて添加量を決定する。

10. 報告

11. 六価クロム溶出試験

工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に３部提出する。

コラムの伏図及び番号

コラムの施工日

コラムの径及び実施コラム長

掘削深度

仕事量又は、掘進速度及び電流値（又はトルク値）

固化材液の配合と固化材の使用量

撹拌混合回数又は、掘進速度及び引き上げ速度

本工事は、施工前において六価クロム溶出試験を行い、その結果が満足することを確認する。

1

2

3

4

5

6

7

8 コア供試体の一軸圧縮強度試験結果

合否判定結果　9

9. 品質検査

(1) 検査対象群、検査対象層及び調査箇所数

   頭部コア　100コラムに1ヶ所

   深度コア　100コラムに1ヶ所

検査対象群は概ねコラム300本を1単位とする。土層毎に検査対象層を決めるが、最小層厚を0.5mとする。

   最も小さい平均強度の層を設計対象層とする。

   ただし、設計対象層以外の平均強度が設計対象層の平均強度より小さい場合は、

調査箇所数（1検査対象群に対して）

1

2

3

コア採取方法は、モールドコア採取とする。

   合否の判定は検査対象層におけるＮヶ所（抜取箇所数）の一軸圧縮試験結果が下式を満足すれば合格とする。

　 ｋa： 合格判定係数

設計対象層についての抜取箇所数をＮとする。1ヶ所あたりは３個の供試体を採取し、その平均強度をその箇所の強度とする。

一軸圧縮試験は公的機関あるいは検査員立会いの下に行うものとする。

検査手法は品質のバラツキを想定する場合の検査手法Ａによる。

検査手法Ａによる品質検査

ＸN≧ＸL＝Ｆc＋ka・σ

   ＸN： Ｎヶ所の一軸圧縮強度の平均値(kN/ｍ2)

   ＸL： 合格判定値(kN/ｍ2)

　 Ｆc： 設計基準強度(kN/ｍ2)

　 σ ： 標準偏差(kN/ｍ2) = ｖ・ｑud

1

2

3

4

ｖ ：変動係数、品質確認書により想定する

ｑud：想定した平均一軸圧縮強さ(kN/ｍ2)　(　　　　　　　　)

(2) 合否の判定

検査対象層は 【礫混じりシルト質砂】　【砂質シルト】　【粘土質シルト】　であり、設計対象層を　【粘土質シルト】　とする。

8. 施工管理

(1) 施工の安定性を確保するため下記に示す項目について施工管理する。

(2) コラムの芯ズレ

　　　コラムの芯ズレが許容値を超えた場合は、監督員（監理者）と協議し、設計検討により応力照査を行った上、安全であると

　　判断した場合、設計図書で示された仕様を満足しているものとする。

(3) 施工の立会い

　　　建築工事の請負者は、本地業責任者(請負業者の中から選定)及び施工責任者を定め、両者は本地業の施工中は立ち会う

：鉛直性

コラム芯

掘削深度

コラム径

固化材

固化材液の密度

固化材液の添加量又はスラリーの吐出量

撹拌混合度

支持地盤

形状・寸法

：材料計量

：撹拌混合回数又は掘進・引上げ速度

：仕事量又は掘進速度・オーガー電流値（又はトルク値）

（着底判定(仕事量・電流値・トルク値）は、先行コラムの施工状況により、監督員と協議して決定する）

改良機本体のリーダー内に設置された傾斜計で管理する

事前にコラム芯にマークを設ける

深度計で計測し記録する

撹拌装置の形状・寸法を記録する

水、固化材の重量

マッドバランス等

スーパーシステムによる施工管理又は流量計で計測し、記録する

スーパーシステムによる施工管理又は速度計で計測し、記録する

スーパーシステムによる施工管理又は速度計・電流計（又はトルク計）で計測し、記録する

1

2

3

4

　　ものとする。

1. 工事概要

2. 一般事項

3. 特記事項

4. 施工計画

(1)

(3)

(4)

(2)

5. 施工

7. 配合管理

6. 施工機械

Ｘf＝α×Ｆc　［α：割り増し係数、Ｘf：配合強度］

1.594

97～8

1.6511.719

4～6

1.815

3

1.918

2

2.163α

N 1

合格判定係数 ka

抜き取りヶ所数Ｎ 1

1.9 1.7

2 3

1.6 1.5

4～6 7～8

1.4 1.3

9

　本地業は、スラリー状のセメント系固化材（以下、固化材液と

撹拌装置を用いて、原地盤土と機械的に撹拌混合し、固化材の固化反応に

称す）を地盤に注入しながら、共回り防止翼を装着した

より所要の強度を持つ改良柱体（以下、コラムと称す）

を築造するものである。

深層混合処理工法特記仕様書

　　設計段階で想定する添加量　【 400 kg／ｍ3 】

コラムの設計基準強度はＦｃ＝ 1200　kN/ｍ2とする。

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

新揚水ポンプ所株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎 鹿児島市建設局建築部建築課

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事

－
深層混合処理工法特記仕様書 S-13
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ボーリング位置図

144.52

KBM.2　H=144.526m
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ボーリング調査位置

R6-No.2 ポンプ井

ポンプ室
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0
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+144.56
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5,
15

0
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0
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0

45
0

10
0
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0

4,750 4,750

9,500

14
,2

20

地盤改良仕様 固化材：セメント系スラリー

3

2

1200φ

添加量

本数

改良長

空掘り長

設計強度

改良径

記号

特記事項

１．地盤改良の目的は、構造物の基礎とする。

３．地盤改良工法は、深層混合処理工法で単軸施工とする。

　　上部荷重の伝達が確実に行える能力及び管理機能をもつ処理機とする。

４．地盤改良工法の品質管理（配合管理・施工管理・品質検査）方法は、

　　建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」（編集・発行：日本建築センター）によるものとする事。

５．固化材の種類及び添加量は、上記の仕様を基本とし室内配合試験結果により監督員と協議の上決定する。

施工地盤高

900kN/m

240kg/m

２．改良処理機は、改良コラムが、支持層（N値20以上のシラス）まで到達し、

TP+144.56

14.22ｍ

0.55ｍ

34本

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

ボーリング柱状図
図示

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

地盤改良配置図
(1/50)
1/100

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事

S-14



特記なき限り下記による 特記なき限り下記による

・基礎下端は1FL-750とする

・地中梁天端は+144.76とする

・      印はスラブの主筋方向を示す

・梁天端は+147.96とする

・スラブ天端レベルは水勾配による

・      印はスラブの主筋方向を示す・(    )内は梁天端レベル(TP±)を示す

・(    )内は梁天端レベル(TP±)を示す

・       内はスラブ天端レベル(TP±)を示す

・GL = 1FL-300～-500=144.76～144.56

・       内はスラブ天端レベル(TP±)を示す

・       は設備基礎を示す

・       内は設備基礎天端レベル(TP±)を示す

・スラブ天端は+144.76とする

・1FL = +145.06
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

基礎伏図、屋根伏図-1

+145.16

700 700
70

0
50

0

+145.26

35046
0

38
0

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/50)

1/100

基礎伏図 屋根伏図-1(1/50)
1/100

(1/50)
1/100

4,800 1,400

57
5

CS25 57
5

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事
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特記なき限り下記による

・       は+150.06の範囲を示す

・スラブ天端はTP+149.91とする
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

屋根伏図-2

100φ
35

0

350

930

70
0 10

0φ

2,300

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/50)

1/100

屋根伏図-2
(1/50)

1/100

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事
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特記なき限り下記による

・　　　　印は増打の範囲を示す

・基礎下端は1FL-750とする

・GL = 1FL-300～-500=144.76～144.56
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

軸組図-1
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※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/50)
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A通り軸組図

C通り軸組図

B通り軸組図
(1/50)

1/100

(1/50)

1/100

(1/50)

1/100

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事
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特記なき限り下記による

・　　　　印は増打の範囲を示す

・基礎下端は1FL-750とする

・GL = 1FL-300～-500=144.76～144.56
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

軸組図-2

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/50)

1/100

3通り軸組図

1通り軸組図 2通り軸組図

(1/50)

1/100

(1/50)

1/100

(1/50)

1/100

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

部材リスト

特記なき限り地中梁リスト基礎リスト

特記なき限り

柱リスト

・仕口内HOOPは□-D13@150とする

柱幅範囲F1配筋図

壁リスト 特記なき限り 巾止メ筋はD13@1,000とする。

スラブリスト

巾止メ筋はD13@1,000とする。

記　　号

上端筋

部材寸法

位　　置

下端筋

ｽﾀﾗｯﾌﾟ

腹  筋

備　考

断 面

FG1

3-D19

全　断　面

400×450

3-D19

-D13@200

-

2　端 中　央

FG2

-D13@200

-

3　端

FGA

3-D19

全　断　面

400×450

3-D19

-D13@200

-

FGB

全　断　面

-D13@200

400×700

2-D13

1150×450

8-D19

10-D19 8-D19

10-D19

8-D19

8-D19

4-D19

4-D19

梁主筋上下位置図(屋根・梁) 梁主筋上下位置図(地中梁)

備　考

腹  筋

記　　号

上端筋

部材寸法

位　　置

大梁リスト

下端筋

ｽﾀﾗｯﾌﾟ

断 面

注1)巾止め筋は、D13@1,000とする。

全　断　面

350×600

3-D19

3-D19

-D13@200

全　断　面

350×600

3-D19

3-D19

-D13@200

全　断　面 全　断　面

R1G1 R1GA R2GA

400×600

4-D19

400×600

4-D19

4-D19

符　号

壁　厚

断　面

タテ筋

ヨコ筋

タテ筋
開口部

ヨコ筋
補強筋

ナナメ筋

備考

W25・EW25

250

EW40

400

D13@200(D)

D13@200(D)

4-D16

4-D16

4-D19

4-D19

2-D192-D16

D16@200(D)

D16@200(D)

R2G1

4-D19

2-D13 2-D13 2-D132-D13

-D13@200-D13@200

符　号 版　厚 位　置 主筋方向

(短辺方向)

配力筋方向

(長辺方向)

上端筋

下端筋

上端筋

下端筋

S25

CS25 250
D13@200

D13@200

D13@200D13@200

D13@200

D13@200

D13@200

D13@200

445～425CS44

250

450FS45

上端筋

下端筋

D16@200

D16@200

D16@200

D16@200

上端筋

下端筋

D16@200

D16@200

D16@200

D16@200

開口補強筋

備 考

タテ・ヨコ筋 4-D16,ナナメ筋 2-D16

D16@200 D16@200

D16@200 F2下端補強筋
D13@200
(D13・16@100,L=2,400)

D16@200

3

3

-D16@200

柱

主 筋
HOOP

C1 C1 C1

C1 C1 C1

C1 C1 C1

□-D13@100
8-D19

開口部

開口部補強筋

FS45 FS45FS45

X

Y

1FL+145.06

+144.76

+144.56

横筋 横筋

縦筋 縦筋

梁増打要領図

a
L
2

D16@300以内

スタラップと
同径同ピッチ

・ａ≧70
・      部分は増打を示す

X方向主筋
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Y方向主筋

Y方向主筋 X方向主筋 Y方向主筋

X方向主筋 Y方向主筋
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雑配筋図

 CS44配筋図 屋根-2 立上り配筋図 防水押さえ配筋図 CS25配筋図

 屋根庇CS25出隅部補強要領図

・※寸法は基礎伏図参照

 防液提配筋図 設備基礎配筋図
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B通り架構詳細図

B通り架構詳細図

St.□-D13@200

St.□-D13@200

St.□-D13@200 St.  -D13@200

2-D19

1C1

3-D193-D19

500×500

2-D19

1C1

3-D193-D19

500×500

2-D19

1C1

3-D193-D19

500×500

4-D19

4-D19

R2G1

400×600

R1G1

10-D19 8-D19

8-D19 8-D19

1150×450

FG2

10-D19

8-D19

3-D19

3-D19

400×450

FG1

□
-D
1
3
@
1
00

H
O
OP

仕
口
内
H
O
O
P

□
-
D
13
@
1
5
0

仕
口
内

H
O
OP

□
-D
1
3
@
1
50

仕
口
内

H
O
O
P

□
-D
1
3
@
1
5
0

仕
口

内
H
OO
P

□
-
D
1
3
@
15
0

仕
口
内

H
O
O
P

□
-D
1
3
@
1
5
0

H
O
O
P

H
OO
P

□
-
D1
3
@
1
0
0

□
-
D
1
3
@
1
00

2-D13

2-D13

350×600

3-D19

3-D19

F1

F1

F1

EW40

基礎下端

+144.56

+144.76

水上梁天端

+149.91

1FL+145.06

+148.06

２

特記なき限り下記による

・　　印は圧接を示す

・柱主筋柱頭部は全数フック付きとする

３

・仕口内HOOPは□-D13@150とする

１

1,400

4,750 4,750

9,500

80
0

50
0

5,
15

0 4,
85

0
30

0

45
0

10
0

20
0

20
0

3,
00

0

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/30)

1/60

(1/30)
1/60

北部清掃工場新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事

S-21



鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1-10221号

株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 一級建築士事務所

一級建築士　大臣登録 第293963号

島　哲郎

新揚水ポンプ所

新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事

機械基礎・箱抜穴明リスト、箱抜平面図 H-1

  施工前のレベルを示す

・基礎天端レベルは仕上げモルタル（20mm）

ｽﾗﾌﾞ
用    途

名    称

送水ポンプ

符 号

B-3

B-1

B-2

数量 穴寸法 貫通配管等
壁 床

基礎天端レベル数量

２ 1FL+ 100

機器運転重量

・ 1FL±0 = +145.06m

穴  位  置

他 レベル

備   考
管 位 置管　仕　様

寸　法 材　質 壁 天井
備  考

▽COP

レベル

▽BOP

符 号 数量
場 所

場 所

２.レベルは、ポンプ室 1FL±0 = +145.06m、ポンプ井 FL±0 = +144.76m RFL±0 = +149.91m とする。

▽BOH

▽BOH
▽COH

▽COH

備  考

符 号 用    途

サンプリングポンプ

次亜注入ポンプ

１

１

1FL+ 200

1FL+70～120

・ポンプ井  FL±0 = +144.76m 

           RFL±0 = +149.91m

P-1 流入管

P-2 流出管①

２

２ 80Aｘ 800L COP+145.46(ﾎﾟﾝﾌﾟ井FL+700)

80Aｘ1,050L COP+145.46(ﾎﾟﾝﾌﾟ井FL+700)

P-3

連通管

１ 80Aｘ 900L COP+145.46(ﾎﾟﾝﾌﾟ室FL+400)

P-4

越流管

80Aｘ1,050L COP+145.46(ﾎﾟﾝﾌﾟ井FL+700)

P-5

排泥管

80Aｘ1,050L COP+144.95(ﾎﾟﾝﾌﾟ井FL+190)

PE-2 ２電極用開口 ―

PE-3 ケーブル用 １ 350W×200H ―

COH+146.92(ﾎﾟﾝﾌﾟ室1FL+1860)

SUS304TP-Sch20S

SUS304TP-Sch20S

SUS304TP-Sch20S

SUS304TP-Sch20S

・管は全てパドル付きとする。

両フランジ管 7.5kFx10kF

両フランジ管 7.5kFx10kF

ポンプ室 ポンプ井

１.基礎リストにおいて、「基礎天端レベル」は、仕上げモルタル（20mm）施工前のレベルを示す。

４.下記の工事は，機械設備工事範囲とする。

 注記 

製作手配・現地支給までとする（取付は建築工事とする）。・埋込短管

・ポンプ室床面部 仕上げモルタル・基礎ボルト取付・基礎

貫通配管等の施工後のモルタル充填・補修塗装等

３.下記の工事は，建築工事範囲とする。

・床面

・箱抜穴

・ポンプ室床面部 基礎製作・基礎

無筋コンクリート打設・直均し仕上げ

・側溝 側溝製作・勾配モルタル・直均し仕上げとする。

PE-1 水位計用開口 ２ ―

COH+146.01(ﾎﾟﾝﾌﾟ室1FL+950)

AM-1

AM-2 １

１換  気

換  気

950W×920H

350W×350H ―

―

B-4 電気盤 １ 1FL+ 100

２B-5 水質計器 1FL+ 100

・ポンプ室 1FL±0 = +145.06m
流出管②

P-6 ２

２

２

80Aｘ1,050L

SUS304TP-Sch20S

SUS304TP-Sch20S COP+144.95(ﾎﾟﾝﾌﾟ井FL+190)

片フランジ管 7.5kF

片フランジ管 7.5kF

両フランジ管 7.5kF

両フランジ管 7.5kF

・ポンプ井  FL±0 = +144.76m 

           RFL±0 = +149.91m

・ポンプ室 1FL±0 = +145.06m

ポンプ室 ポンプ井

PM-1

次亜注入管用開口

次亜注入管用開口 ２ φ100 SUS316TP 50A ―

PM-2

φ300

φ150

１

１PM-3 通気管用開口

―

―

C-1 床排水管用開口 １ HIVPφ50φ100 COH+144.81(ﾎﾟﾝﾌﾟ室1FL-250)

φ50

φ50

VPφ25

HIVPφ25

BOH+147.06(ﾎﾟﾝﾌﾟ室1FL+2000)

BOH+145.455(ﾎﾟﾝﾌﾟ室1FL+395)

BOH+146.885(ﾎﾟﾝﾌﾟ室1FL+1825)

AM-3 空  調 １ φ100 ― COH+147.06(ﾎﾟﾝﾌﾟ室1FL+2000)

場 所

ポンプ室 ポンプ井
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※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。
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新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事
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ポンプ室

無筋C

1FL+145.06

50 200

Ｄ

空調、換気設備 機器表 平面図 断面図

ポンプ
次亜注入

V-1

温度スイッチ（露出型）

（建築工事）

給気ガラリ　0.43ｍ2以上（開口率30％時）

スリーブ開口部

樹脂キャップにて閉塞

手洗器

ポンプ室

V-1

ACP-1 今回工事対象外

ACP-1 今回工事対象外

GL+145.56～144.76

水質計器水質計器

ﾎﾟﾝﾌﾟ
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

AM-1

記　号　

Ｖ－１

仕　様系　統　名

ポンプ室 300φ　×　1390m3/h　×　30Pa

名　　称

有圧扇

機械設備工事　特記事項

(1)　特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共

　　建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和４年版、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

　　令和４年版、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）令和４年版による。

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/50)

1/100

１階　平面図
(S=1/50)
S=1/100

ACP－１ ポンプ室
空気熱源ヒートポンプ式

パッケージ型空気調和機
壁掛型　冷房能力　11.1kW

記　号　 仕　様系　統　名名　　称

機 器 表

機器表（将来工事）

1φ-100V

電　源

3φ-200V

電　源

台

１

備　　考

低騒音型

１ 今回工事対象外

台 備　　考

65W

消費電力
参考

2.72W

参考
消費電力

温度スイッチ：参考型番（FS-6TE）

　１　

名　称 備　考
１階

衛 生 機 器 表

手洗器 立水栓、Sトラップ、止水栓、他付属品共

ポンプ室

　１　

数量参考品番

(TOTO)

(LIXIL)
L30D

L-15AG、LF-1-U
LF-3V、LF-10SAL
KF-30DN、SF-5E

※取付高さは発注者と協議のうえ決定すること。

（止水栓までの給水管は別途機械設備工事）

機械設備

保護ガード

SUS製風圧シャッター、SUS製ウェザーカバー（防虫網、ガラリ付）、絶縁枠 共
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新揚水ポンプ所

新揚水ポンプ所（仮称）新築本体その他工事

電灯コンセント設備 盤結線図 平面図 断面図

ポンプ井

ポンプ井

Ｄ

電気盤

次亜注入
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2
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00ポンプ室

無筋C

1FL+145.06

50 200

ポンプ室

Ｄ

ACP-1

盤　　名　　称 結　　　　線　　　　図 幹　　線
番号
回路 分岐遮断器 電圧 負荷名称

ＶＡ

負荷容量

備　　　考

附　　属　　機　　器

リモコン

トランス リレ－

リモコン マグネット

スイッチ タイマー ＣＯＳ

電灯動力盤

凡　例（電灯コンセント設備） 照明器具姿図

電灯動力盤

ＬＥＤ照明器具　屋外ブラケット

ＬＥＤ照明器具

スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１

防水スイッチ　１Ｐ１５Ａｘ１

コンセント　２Ｐ１５Ａｘ２，ＥＴ

ＬＳＳ１－４－６５ ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３

防雨，防湿タイプ

ＷＰ

２ＥＴ

項　　目 事　　　　　　　　項

１　適用

よる。

　事業用電気工作物

２　遵守事項

４　電気工作物の

３　特殊な材料・ 

工法

種類

　工事は、電気設備技術基準、内線規程及び小売電気事業者の規程に従い

施工する。なお、図面その他が諸規程と相違するときは、監督員の指示に

　設計図書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は、監督員

の承諾を得る。なお、特殊な材料による施工は、当該製品の指定工法によ

る。

（１）本特記に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責

（２）すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図

任において履行すべきものとする。

書間に相違がある場合の優先順位は、次のとおりとし、これにより

難い場合は「疑義に対する協議等」による手続きによる。

ア　設計図書等に関する質疑応答書

イ　特記仕様書

ウ　図面

エ　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　令和４年版

　及び　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　令和

　４年版（改修及び修繕に限る）

　　　　　　　　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

オ　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　令和４年版

　　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）

電気設備工事　特記事項

AE-1

※（　）内の縮尺はＡ１番出力時を示す。

(1/50)

1/100

１階　平面図 S=1/100
(S=1/50)

S=1/100
(S=1/50)

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　（ア－ス共）（Ｅ１９）　露出

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ＋３Ｃ　（ア－ス共）（Ｅ２５）　露出

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　（ア－ス共）（ケ－ブルラック）

レースウェイのみ　　　　　　　　　　　　　　　　　露出

ＥＭ－ＩＥ１.６ｘ３　　　　（ア－ス共）（レースウェイ）　露出

負荷合計　１φ３Ｗ　１００／２００Ｖ

０．６４８ＫＶＡ

負荷合計　３φ３Ｗ　２００Ｖ

２．７２ＫＷ

屋内、露出、壁掛け型

指定色塗装

ＰＥ工事

ＥＬＣＢ２Ｐ　５０ＡＦ　２０ＡＴ

ＭＣＣＢ２Ｐ　５０ＡＦ　２０ＡＴ３φ３Ｗ２００Ｖ

１００Ｖ

２００Ｖ

照明 １８３

４６５

予備

予備

コンセント

１００Ｖ

１００Ｖ

ＭＣＣＢ２Ｐ　５０ＡＦ　２０ＡＴ

ＭＣＣＢ２Ｐ　５０ＡＦ　２０ＡＴ

１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

２００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

ＰＥ工事

ＥＬＣＢ３Ｐ　５０ＡＦ　３０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ　３０ＡＴ

空調機用電源（※将来用）

ＫＷ

２．７２２００Ｖ

３φ３Ｗ２００Ｖ

１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

1

2

3

4

1

2

3

4

温度スイッチ（露出型）（※機器は機械設備工事）

２ＥＴ

有圧扇　Ｖ－１（100V-65W）（※機械設備工事）

ＷＰ

２ＥＴ

２ＥＴ

電灯動力盤

２ＥＴ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　×２（Ｅ２５）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ　×２（Ｅ２５）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ１６）

丸形露出ボックス内で接続

ケ－ブルラック
（※別途工事（プラント電気））

丸形露出ボックス内で接続

丸形露出ボックス内で接続

丸形露出ボックス内で接続

Ｔｈ

1

2

1 2

1

1

2

送水ポンプ

送水ポンプ

水質計器 水質計器ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ﾎﾟﾝﾌﾟ


